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平成 27～29年度 厚生労働科学研究費補助金 

障害者対策総合研究事業（障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野）） 

総合研究報告書 

 

障害福祉サービスにおける質の確保とキャリア形成に関する研究 

 

研究代表者 高木 憲司 （和洋女子大学 准教授） 

 

 

研究要旨： 

 障害者支援のサービスプロセスの管理の面から質の向上を図るため、障害者自立支援法が

施行された平成18年4月より、障害福祉サービス事業所にサービス管理責任者（後に児童発

達支援管理責任者も追加、以下「サービス管理責任者等」という）の配置が規定された。し

かしながら、都道府県においてサービス管理責任者等を養成するための研修は、1回限りの

機会しかなく、所属事業所内外におけるキャリア形成が必ずしも十分ではない現実がある。 

本研究では、平成27年度に、サービス管理責任者等研修の現状と課題を明らかにするとと

もに、ニーズ分析と設計の作業を行い、「研修体系と研修プログラム」（素案）を開発し、こ

の素案について、サービス管理責任者等及び都道府県担当者に対して、アンケートによる確

認作業を２回行いそのデータを分析して研修体系案の開発を行った。また、アンケート調査

結果から、サービス提供従事者のキャリアパスの研修プログラムについて考察し案を検討し

た。さらに、今後のサービス管理責任者等養成研修におけるより効果的な分野別研修プログ

ラムの作成のために各分野で求められる研修内容の整理を行うことを目的とし、サービス管

理責任者等指導者養成研修分野別研修講師を対象とした質問紙調査を行い、各キャリアレベ

ルの目安となる実務経験年数および到達目標、各障害分野、サービス分野、キャリアレベル

で求められる知識・スキル、各分野で特別な学習の必要のある障害について尋ねるとともに、

分野別研修についての意見を求めた。 

平成28年度は、平成27年度に明らかにした研修体系に立脚しながら、開発した研修プログ

ラムにしたがってテキストを作成し、「サービス管理責任者等基礎研修」、「サービス管理責

任者等実践研修」のモデル研修を実施した。基礎研修対象者は実務経験３年程度のサービス

提供従事者、実践研修対象者は実務を行っているサービス管理責任者等とし、東日本（千葉

県）・西日本（滋賀県）において実施した。これらの研修プログラム及び研修内容の有効性

を①研修の事前・事後調査（研修目標の達成度、研修内容の伝達性等を評価）、②講師・フ

ァシリテーターによる振り返りにより検証した。また、相談支援専門員の業務実態とサービ

ス管理責任者等との連携に関する調査を実施し、その必要性を明らかにした。さらに、精神

障害を主たる対象とする福祉事業所におけるサービス管理責任者へのインタビュー調査を

行い、現在のサービス管理責任者としての業務内容、これまでに習得した知識・スキルとそ

の方法、今後習得したいスキル・知識について語られた部分を抽出し、類似の内容ごとに整

理しカテゴリ化を行った。 

平成29年度は、「サービス管理責任者等更新研修」のテキストを作成の上、モデル研修を

東日本（千葉県）・西日本（滋賀県）において実施し、これらの研修プログラム及び研修内

容の有効性を①研修の事前・事後調査（研修目標の達成度、研修内容の伝達性等を評価）、

②講師・ファシリテーターによる振り返りにより検証した。また、更新研修プログラムの中

でも特にスーパービジョンに係る研修内容の分析を行った。さらに、精神障害分野の研修カ

リキュラム案を作成した。 

 

研究分担者 

大塚晃 上智大学 教授 

 

髙木憲司 和洋女子大学 准教授 

本名靖 東洋大学 教授 

Ⅰ．総合研究報告 
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山口創生 国立精神・神経医療研究センター

精神保健研究所社会復帰研究部 援助技術研

究室 室長 

松長麻美 国立精神・神経医療研究センター 

精神保健研究所 社会復帰研究部 研究員 

 

Ａ．研究目的 

（平成27年度） 

分担研究１では、障害福祉サービスの質の

確保とキャリア形成の観点から、サービス管

理責任者等研修に関する現状を概観し、これ

らの研修修了者に対するサービスの質が確保

されているかの先行研究を取り上げ、サービ

ス管理責任者等研修の現状と課題を明らかに

することを目的とする。 

 分担研究２では、分担研究１で行ったサー

ビス管理責任者等養成における現状と課題か

ら、ニーズ分析と設計の作業を行い、「研修体

系と研修プログラム」（素案）を開発し、この

素案について、サービス管理責任者等及び都

道府県担当者に対して、アンケートによる確

認作業を２回行い、そのデータを分析して、

研修体系及び研修プログラム案の開発を行う

ことを目的とする。 

 分担研究３では、分担研究２で行ったアン

ケートから、次年度に行う予定のモデル研修

のプログラム案を検討することを目的とする。 

 分担研究４では、今後のサービス管理責任

者等養成研修における分野別研修において各

分野で求められる研修内容の整理を行い、分

野別研修内容案を作成するための資料を提示

することを目的とする。 

（平成28年度） 

 分担研究１では、平成27年度に明らかにし

た研修体系に立脚しながら、開発した研修プ

ログラムにしたがってテキストを作成するこ

とを目的とする。 

 分担研究２では、「サービス管理責任者等基

礎研修」、「サービス管理責任者等実践研修」

のモデル研修を実施し、分担研究１で作成し

たテキストを含めて研修内容の検証を行うた

め、受講者に対して行ったアンケート結果を

分析し、研修内容をブラッシュアップするこ

とを目的とする。 

 分担研究３では、相談支援専門員の業務実

態とサービス管理責任者等との連携を調査し、

サービス利用者のより充実した生活を支える

ために相談支援専門員とサービス管理責任者

等にどのようなことを望んでいるのか、また

どのように連携しようと考えているのかを明

らかにし、サービス管理責任者等研修内容を

充実することを目的とする。 

分担研究４では、精神障害を主たる対象と

している福祉サービス事業所におけるサービ

ス管理責任者の業務内容や、そのために習得

した知識・スキルを尋ね、サービス管理責任

者の現在の業務内容と、それに至るまでの知

識・スキルの習得方法を明らかにし、サービ

ス管理責任者のキャリア形成に資する研修カ

リキュラムへの示唆を得ることを目的とする。 

（平成29年度） 

 分担研究１では、平成27年度に明らかにし

た研修体系に立脚しながら、開発した「サー

ビス管理責任者等更新研修」プログラムにし

たがってテキストを作成し、モデル研修を実

施し、研修内容の検証を行った上で、更新研

修の標準プログラム及び内容について明らか

にすることを目的とする。 

 分担研究２では、更新研修におけるスーパ

ービジョンに関する研修内容とその効果につ

いて検証することを目的とする。 

 分担研究３では、今後のサービス管理責任

者等養成研修における障害分野別の分野別研

修の実施を仮定した上で、障害分野別研修カ

リキュラム作成の一案として精神障害を対象

とした分野別研修のカリキュラム案の作成を

行うことを目的とする。 

 

Ｂ．研究の方法 

（平成27年度） 

Ｂ－１－１．文献調査の手続き 

 サービス管理責任者等の研修の現状と課題

を明らかにするために、まず、サービス管理

責任者等の研修システムを把握する。その後、

サービス管理責任者等の研修に関する調査研

究の文献研究を行う。 
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（倫理面への配慮）                          

 本研究は、法律及び政省令、国の指導者養

成研修の資料であること、また文献研究であ

ることから、倫理面への配慮は特段必要ない

と判断した。 

 

Ｂ－１－２．文献調査対象 

 サービス管理責任者等の研修システムに関

しては、障害者総合支援法並びに政省令、国

が主催するサービス管理責任者等指導者養成

研修の研修資料を対象とした。 

サービス管理責任者等の研修に関する研

究は少なく、サービス管理責任者等の研修に

関する調査研究の文献研究は、平成24年度厚

生労働省障害者総合福祉推進事業「障害福祉

サービス事業におけるサービス管理責任者養

成のあり方に関する調査」（以下「H24調査」

という）を対象とした。H24調査からサービス

管理責任者等養成における現状と課題を明ら

かにするとともに、ニーズ分析と設計の作業

を行い、研修体系案と研修プログラム案（素

案）の作成へつなげる。 

 

（倫理面への配慮）                          

 本研究は、法律及び政省令、国の指導者養

成研修の資料であること、また文献研究であ

ることから、倫理面への配慮は特段必要ない

と判断した。 

 

Ｂ－２－１. 「研修体系と研修プログラム」

（素案）の検討 

 研究班により過去の研究データからサービ

ス管理責任者等養成における現状と課題を明

らかにする（分担研究１）とともに、ニーズ

分析と設計の作業を行い、研修体系案と研修

プログラム案（素案）を作成する。 

 

Ｂ－２－２.アンケート調査 

スパイラル型インストラクショナル・デザ

インの手法を用いて、サービス管理責任者等

及び都道府県担当者に対して、これらの案に

ついてアンケートによる確認作業を2回行い、

そのデータを分析して、研修体系及び研修プ

ログラム案の開発を行う。なお、サービス管

理責任者等の抽出は、現在各都道府県で実施

されている「サービス管理責任者等研修」の

企画・運営に携わっているサービス管理責任

者等94名を中心として、全国で約970名を対象

とする。 

 

①全国のサービス管理責任者等約970名に対

するアンケート調査 

対象：サービス管理責任者（各都道府県研修

委員会を通じて抽出・依頼） 

・国研修の講師5名（5分野各1名）+ファシリ

テーター各５名⇒（1+5名）×５分野 ＝30名 

・20名×47＝940名 合計970名 

 

②都道府県の障害福祉部局の人材育成担当者

に対するアンケート調査 

都道府県におけるサービス管理責任者研修実

施における課題やニーズを把握する。 

対象：都道府県の障害福祉部局の人材育成担

当者：47件 

 

（倫理面への配慮） 

倫理的な配慮として、和洋女子大学ヒトを

対象とする生物医学的・疫学的研究に関する

倫理委員会に提出して承認を得た。また、調

査対象者の個人情報は、代表研究者が厳重に

保管するとともに、個人を特定できないよう

に匿名化し個人情報と連結不可能なデータと

した上で統計的処理を行う。なお、調査に対

しては拒否できることを明記した。 

 

Ｂ－３．アンケート調査 

 分担研究３のアンケート調査については、

分担研究２で行ったアンケート調査の結果を

使用した。 

 

（倫理面への配慮） 

分担研究３については、分担研究２で行っ

たアンケート調査を分析したため、倫理的な

配慮としては、分担研究２に基づく配慮を行

っている。 
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Ｂ－４－１．調査手続き 

 今年度は、各キャリアレベルにおける到達

目標と、各分野で必要な学習項目について整

理を行うことを目的とした質問紙調査を実施

した。平成27年度サービス管理責任者等指導

者養成研修講師を対象として調査票を配布お

よび研究協力の依頼を行い、回収は郵送また

はメールの返送にて行った。調査期間は2015

年8月から2016年1月であった。 

 

Ｂ－４－２. 調査内容 

 調査票では、研修のキャリアレベルを初

級・中級・上級に分けた場合に受講の目安と

なる経験年数とその理由、各レベルでの到達

目標、意思決定支援、家族支援、就労・修学、

他職種連携、スーパーバイズなど23の知識・

スキルについての各分野における必要性につ

いて、必要性の有無と、必要な場合、該当す

るサービス分野、障害分野、およびレベルを

訊ねた。また、その他必要な知識・スキルに

ついての自由回答、特別な学習の必要のある

障害、分野別研修に関する意見を聞いた。 

各レベルの受講目安となる下限年数、分野ご

とに必要な知識・スキル、特別な学習の必要

のある障害については、人数を単純集計した。

受講目安の理由、各レベルでの到達目標、そ

の他自由記載については類似した内容の整理

を行った。なお、分野ごとに必要な知識・ス

キルについては回答者の研修担当分野につい

ての回答のみ集計対象として扱った。参考と

して、知識・スキルの項目については障害分

野、サービス分野、レベルごとの集計も行っ

た。 

 

（倫理面への配慮） 

本調査の実施にあたり、国立精神・神経医

療研究センター社会復帰研究部の研究員が、

対象候補者に対して書面および口頭にて調査

の目的、方法、研究協力の任意性、個人情報

保護について説明した。また、本調査が学術

的な研究ではなく、行政課題であることも伝

えた。最終的に、調査票の返送をもって調査

協力の同意を得たものとした。 

 

（平成28年度） 

Ｂ－１．テキスト作成のための文献調査 

 基礎研修テキストについては、厚生労働省

における現行の「サービス管理責任者等指導

者養成研修テキスト」を土台に、５分野１本

化を意識したテキスト内容を検討する。演習

部分については、相談支援専門員との連携及

び他事業所のサービス管理責任者等との連携

も学べる内容とし、アセスメントの基本等の

要素は残しつつ、個別支援計画作成のために

多職種連携が必須であることを強調した内容

とすることを検討する。 

実践研修テキストについては、障害のある

人もない人も同じ人間であることについて演

習を通じて再確認し、人間が持つ強みに着目

した支援とはどのようなことなのか学ぶ内容

とするとともに、受講者が持ち寄った事例を

用いて、事例検討の演習を通じた指導・助言

の実際や、自立支援協議会を活用した地域連

携の実際を学ぶ内容とすることを検討する。 

基礎研修・実践研修を通じ、サービス管理

責任者等の業務内容を網羅した研修内容とす

るための文献調査を行ったうえテキストを作

成する。 

 

（倫理面への配慮）                          

 本研究は、法律及び政省令、国の指導者養

成研修の資料等を参考にした文献調査を踏ま

えたテキスト作成であることから、倫理面へ

の配慮は特段必要ないと判断した。 

 

Ｂ－２．モデル研修の実施及び受講者へのア

ンケート調査等 

 作成したテキストを用いて、「サービス管

理責任者等基礎研修」、「サービス管理責任者

等実践研修」のモデル研修を、東日本（千葉

県）・西日本（滋賀県）において実施する。 

 モデル研修実施前に、障害福祉の制度等に

関する基本的な知識を問うテストを実施し、

受講者の知識度を確認するとともに、モデル

研修修了後に、受講内容を問うテスト並びに
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習得度、難易度、時間妥当性等に関するアン

ケートを実施する。 

 テスト内容及びアンケート内容については、

研究班において検討の上作成する。 

 

（倫理面への配慮） 

倫理的な配慮として、和洋女子大学人を対

象とする研究に関する倫理委員会に提出して

承認を得た。また、調査対象者の個人情報は、

代表研究者が厳重に保管するとともに、個人

を特定できないように匿名化し個人情報と連

結不可能なデータとした上で統計的処理を行

う。なお、調査に対しては拒否できることを

明記した。 

 

Ｂ－３．相談支援専門員の業務実態とサービ

ス管理責任者等との連携に関する調査につ

いて 

（１）研究対象 

 神奈川県指定相談支援事業所478カ所 

 

（２）調査方法 

郵送によるアンケ－ト調査 

 

（３）調査期間  

平成29年3月20日（月）～4月9日（日） 

 

（４）調査内容 

 １）相談支援事業所の概要 

 ２）相談支援事業所の業務内容 

 ３）サ－ビス管理責任者等との連携 

 ４）相談支援事業所の現状と課題 

 ５）回答者の属性 

 

（倫理面への配慮） 

 この調査は東洋大学ライフデザイン学部研

究倫理委員会の承認を得て実施した。 

 

Ｂ－４．精神障害を主たる対象とする福祉事

業所におけるサービス管理責任者へのイン

タビュー調査 

 

 主に精神障害をサービス対象とする障害福

祉サービス事業所のうち、グループホーム、

生活訓練、就労継続支援 A 型または B 型、就

労移行支援のいずれかにおいて現在サービス

管理責任者として従事しているスタッフを対

象として、半構造化面接を実施した。インタ

ビューでは、現在の業務内容、初任時からこ

れまでの業務内容および習得してきた知識・

スキルとその習得方法、習得できていればよ

かったスキル、今後のキャリアについて尋ね

る項目のほか、研究参加者の基本属性につい

ても尋ねた。インタビューの逐語録より、現

在のサービス管理責任者としての業務内容、

これまでに習得した知識・スキルとその方法、

今後習得したいスキル・知識について語られ

た部分を抽出し、類似の内容ごとに整理しカ

テゴリ化を行った。今回の結果では、主にカ

テゴリ化された結果を提示する。分析には

MAXQDA 12 を用いた。 

 

（倫理面への配慮） 

 調査にあたっては本研究の目的および方

法を文書によって説明し、書面による同意を

得た上で実施した。また、逐語録は匿名化し

た上で分析した。なお、本研究は国立精神・

神経医療研究センター倫理委員会の承認を得

て実施した（承認番号：A2015-131）。 

 

（平成29年度） 

Ｂ-１-１．更新研修テキスト作成 

 更新研修テキストについては、障害者施策

の最新の動向を学び、グループワークやスー

パーバイズ演習等を通じて、サービス管理責

任者等としての業務を自己検証するとともに、

他の事業所の取組み等からヒントを得る内容

とすることを検討する。これらの研修内容と

するための文献調査を行ったうえテキストを

作成する。 

 

（倫理面への配慮）                          

 本研究は、法律及び政省令、著作物の資料

等を参考にした文献調査を踏まえたテキスト

作成であることから、倫理面への配慮は特段

必要ないと判断した。 
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Ｂ-１-２．モデル研修の実施及び受講者への

アンケート調査等 

 作成したテキストを用いて、「サービス管

理責任者等更新研修」のモデル研修を、東日

本（千葉県）・西日本（滋賀県）において実施

する。 

 モデル研修実施前に、障害福祉の制度等に

関する基本的な知識を問うテストを実施し、

受講者の知識度を確認するとともに、モデル

研修修了後に、受講内容を問うテスト並びに

習得度、難易度、時間妥当性等に関するアン

ケートを実施する。 

 テスト内容及びアンケート内容については、

研究班において検討の上作成する。 

 

（倫理面への配慮） 

倫理的な配慮として、和洋女子大学人を対

象とする研究に関する倫理委員会に提出して

承認を得た。また、調査対象者の個人情報は、

代表研究者が厳重に保管するとともに、個人

を特定できないように匿名化し個人情報と連

結不可能なデータとした上で統計的処理を行

う。なお、調査に対しては拒否できることを

明記した。 

 

Ｂ-２．スーパービジョンに関する研修効果

の調査 

モデル研修参加者に研修後に質問紙調査

とヒアリング調査を実施した。質問紙、ヒア

リング調査は本人の同意を基に実施された。 

 

（倫理面への配慮） 

倫理的な配慮として、質問紙調査について

は、和洋女子大学人を対象とする研究に関す

る倫理委員会に提出して承認を得ている。ま

た、実際に実施する際、受講者に研究主旨、

同意できない場合も本人の不利益がないこと

を説明し、承認を得て実施している。ヒアリ

ング調査についても同様である。 

 

Ｂ-３．精神障害分野別研修カリキュラムの

作成 

平成27年度に実施した、サービス管理責任

者等指導者養成研修分野別研修講師を対象と

した質問紙調査（以下、平成27年度調査）及

び、平成28年度に実施した、精神障害を主な

支援対象とする事業所のサービス管理責任者

へのインタビュー調査（以下、平成28年度調

査）の結果より、カリキュラム案の作成を行

う。 

 

（倫理面への配慮） 

 本分析においては既存の研究結果のみを

データとして扱っており、新たなデータ収集

は行っていない。また、扱ったデータはすべ

て集団として分析済みのものである。 

 

Ｃ．研究結果 

（平成27年度） 

Ｃ－１－１．サービス管理責任者等の法律的

な位置づけ 

（１）障害福祉サービス事業者等の責務 

障害福祉サービス事業者等の責務につい

ては、障害者総合支援法の第42条に「指定障

害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施

設等の設置者の責務」が規定されている。ま

た、児童福祉法においても、第21条の５の17、

第24条の11において事業者及び設置者の責務

が規定されている。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

障害者総合支援法 第42条 

指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者

支援施設等の設置者(以下「指定事業者等」と

いう。)は、障害者等が自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう、障害者等

の意思決定の支援に配慮するとともに、市町

村、公共職業安定所その他の職業リハビリテ

ーションの措置を実施する機関、教育機関そ

の他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、

障害福祉サービスを当該障害者等の意向、適

性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障

害者等の立場に立って効果的に行うように努

めなければならない。 

２ 指定事業者等は、その提供する障害福祉

サービスの質の評価を行うことその他の措置
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を講ずることにより、障害福祉サービスの質

の向上に努めなければならない。 

３ 指定事業者等は、障害者等の人格を尊重

するとともに、この法律又はこの法律に基づ

く命令を遵守し、障害者等のため忠実にその

職務を遂行しなければならない。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

障害者総合支援法及び児童福祉法に規定

されたように、指定障害福祉サービス事業者、

指定障害者支援施設、指定障害児通所支援事

業者及び指定発達支援医療機関、指定障害児

入所施設においては、関係機関との緊密な連

携を図るとともに、サービスの質の評価等に

よりサービスの質の向上に努めなければなら

ないこととされた。 

 

（２）サービス管理責任者等配置基準 

 障害者総合支援法第 42 条、児童福祉法第

21 条の５の 17 及び第 24 条の 11 を根拠とし

て、サービス管理責任者の配置を「障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく指定障害福祉サービスの事

業等の人員、設備及び運営に関する基準」に、

また、児童発達支援管理責任者の配置を「児

童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人

員、設備及び運営に関する基準」及び「児童

福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、

設備及び運営に関する基準」に規定した。 

 この規定に従い、表１に示す障害福祉サー

ビス事業者等にサービス管理責任者等を配置

しなければならないこととされた。 

 

表1 サービス管理を行う者と事業者 

 

 

 さらに、「指定障害福祉サービスの提供に

係るサービス管理を行う者として厚生労働大

臣が定めるもの等」（厚生労働省告示第 544

号）において、具体的にサービス管理責任者

等の要件を規定している。一定の実務経験の

要件を満たした者で研修を修了した者がサー

ビス管理責任者等として配置される。研修は、

相談支援従事者初任者研修の講義部分（11.5

時間以上）とサービス管理責任者研修の講義

及び演習（19 時間以上）から構成されている。 

 

Ｃ-１-２．サービス管理責任者等の研修の現

状 

研修の体制については、国が実施する指導

者養成研修を受講した者が都道府県の講師と

なり、各都道府県研修を実施する体制となっ

ている。 

演習は分野別（介護・地域生活（身体）・

地域生活（知的・精神）・就労・児童）に分か

れて実施することとなっており、例えば、介

護分野の演習を受けてサービス管理責任者と

なった者は、就労や児童など他分野のサービ

ス管理責任者とはなれないため、再度受講す

る必要がある。 

 

Ｃ-１-３．サービス管理責任者等研修の課題

（Ｈ24調査結果より） 

（１）H24 調査結果から導き出された課題 

 

【サービス管理責任者の現状における課題】 

●サービス管理責任者養成研修受講時の受講

者の質およびサービス管理責任者資格取得後

におけるサービス管理責任者の質の担保が困

難である。 

●サービス管理責任者として質の高さが求め

られていない。結果としてサービス管理責任

者個々のモチベーション、施設・事業所のサ

ービス管理責任者業務に対するモチベーショ

ンとも高まらない。 

 

【養成研修の課題】 

●更新研修および現任研修に対するニーズが

高いにも関わらず、現状では 1 度の養成研修

サービス管理を行う者 障害福祉サービス事業者
生活介護事業者
療養介護事業者
自立訓練（生活訓練）事業者
自立訓練（機能訓練）事業者
就労移行支援事業者
就労継続支援A型事業者
就労継続支援B型事業者
就労移行支援事業者
共同生活援助
児童発達支援事業者
児童発達支援センター
障害児施設入所支援

サービス管理責任者

児童発達支援管理責任者
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のみしか規定されていない。（更新研修・現任

研修がない） 

●研修内容（特に分野別研修）が実態に即し

ていないため現場における有効性が低い。 

 

（２）調査結果から導き出された課題の整理 

●サービス管理責任者の質の担保について 

→ 更新研修の実施： 

サービス管理責任者資格取得後も一定期

間ごとの更新研修の受講を義務付けることに

より最低限必要な知識・スキルを担保する。 

●研修実施主体である都道府県の負担軽減に

ついて 

→ 研修の統合： 

現場において有効性が低い分野別研修の

内容を吟味し、初任者研修において統合する。

これにより研修実施主体である都道府県の負

担軽減を図る。 

●サービス管理責任者の質の向上について 

→ 実務者研修の導入： 

統合された分野別研修を実態に合わせて

事業別や障害特性別等の研修や、さらなるレ

ベルアップを目指す等の個々のニーズに応じ

た研修等のプログラムを提供する。（現行の分

野別研修で行われていた専門性に関わる内容

についても補完する） 

 

【サービス管理責任者養成研修体系の方向

性】 

●研修体系を一度の養成研修のみでなく、サ

ービス管理責任者取得後も更新研修によるフ

ォローアップ機会と、さらに自らの専門分野

やマネジメント分野のスキルアップのための

研修機会を提供する 

●分野別研修については、現状において研修

内容が現場のニーズと必ずしも合致していな

いと考えられるため統合し、サービス管理責

任者養成研修においては、サービス管理責任

者のミッション、機能、役割と、そのために

必要な基本的な知識・スキルの修得に重点を

置く 

 

（３）導き出されたサービス管理責任者の

『ミッション』 

①サービス利用者に対する基本姿勢の理解 

利用者に対してどのような考え方のもと

に何を提供するのかについての理解 

②サービスの質の担保 

利用者のニーズに適切に対応したサービ

スの提供 

③地域づくりのメンバーとしての役割 

地域との関係性の構築に積極的に参加し、

利用者を地域全体で支える 

④支援会議の運営 

他職種との協働による支援を円滑かつ効

率的にマネジメントする 

⑤サービス提供者の育成 

自らの成長（セルフマネジメント）のみで

なく、事業所のサービス提供者の成長を促し、

サービスの質の向上を目指す 

 

（４）研修体系のイメージ 

上述の考え方のもと、以下の研修体系を提

案した。 

Ⅰ.サービス管理責任者養成研修： 

サービス管理責任者養成研修でサービス

管理責任者のミッション、ベースとなる基礎

知識・技術、個別支援計画作成技術・ノウハ

ウを習得 

Ⅱ.更新研修： 

サービス管理責任者取得後も必要となる

法制度の更新等 

Ⅲ.専門コース別研修： 

サービス管理責任者個々の提供サービス

内容や、個々のスキルの不足部分・必要部分

に応じた研修 

 

（５）サービス管理責任者養成研修の将来的

に進むべき方向等について 

H24 調査では、提言として、現状ですぐに

着手できなくても、制度変更も含めて将来的

に進むべき方向として以下が考えられる、と

している。 

①サービス管理責任者の質の担保について 

養成研修受講時点において必要な知識・ス

キルを要していない受講者を除外するための
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スクリーニング、研修修了時の質の担保のた

めの試験の実施等を検討する。 

・経歴（指導員歴、主任歴等）による受講資

格の設定 

・受講資格を有さない場合：事前研修の受講

や養成研修受講のための試験の実施 

・研修修了試験の実施 

・研修修了時の力量が不充分な場合の再履修 

等 

②研修実施主体について 

都道府県による研修実施が限界に近い状

況にある。今後専門コース別研修を実施する

場合には、既存の団体との協力や指定制度の

活用、新たな団体設立を含めた体制作りの検

討が必要と考えられる。 

・自立支援協議会との連携の検討 

・地域の支援会議での実践の学び 

・学校法人、社会福祉協議会等による法定研

修の実施（指定制度の活用等）の検討 

・サービス管理責任者の質を担保する団体設

立の検討 

③基礎研修の他資格とのタイアップの可能性

について 

養成研修の研修内容あるいは試験内容の

一部ないし全部を社会福祉士・精神保健福祉

士等の国家資格と共通化(タイアップ）する可

能性の検討。要件を十分に吟味したうえで基

礎研修の部分を他の国家資格と共通化すれば、

都道府県が養成研修において責任を負う必要

がなくなる可能性がある。 

④施設・事業所およびサービス管理責任者の

モチベーションについて 

質の高いサービスを提供する施設・事業所

およびサービス管理責任者に対してインセン

ティブを提供することが必要ではないか。例

えば初任者研修受講後の期間（５年間）に受

けた専門コース別研修の受講内容に応じて更

新研修後に加算がつく、さらに５年後以降の

専門コース別研修の受講に応じた加算がつく

といった体系の検討が考えられる。 

具体化のためには、まずは専門コース別研

修のような専門研修のようなものは、都道府

県が認めた研修で、年間の取得単位数を決め

て道をつけるために県が指定しているという

公的位置づけがあることが、将来的に加算要

件となるためには重要となる。 

⑤サービス管理責任者の地域への参加の推進

について 

サービス管理責任者のミッションのひと

つである地域づくりのメンバーとしての役割

を推進する。その方法の一つとして、自立支

援協議会への参加を促すために自立支援協議

会におけるサービス管理責任者の役割と機能

を明示した上で、サービス提供部会を設置す

るなど、サービス管理責任者が参加しやすい

環境づくりを行う。 

 

Ｃ－２.２回のアンケート調査から研修体系

案の検討 

 1 回目の調査結果を踏まえ、サービス管理

責任者等研修の内容を修正し、再度全国のサ

ービス管理責任者等及び都道府県担当者に対

して提示し、ご意見をいただいた。 

 

調査結果１．現状の研修体制からの変更点の

評価について 

現状の研修体制からの変更点の評価をみ

ると、 

①「サービス管理責任者等基礎研修」と「サ

ービス管理責任者等実践研修」に分けること

について、必要（とても必要+まあ必要）と

答えた割合は、都道府県では７割以上、サー

ビス管理責任者等では９割を超える。いずれ

も１回目調査よりも増加している。 

②現行の分野別研修は現行のサービス管理責

任者等研修から分離して実施することについ

ては、都道府県では５割以上、サービス管理

責任者等では７割以上が必要と答えており、

いずれも１回目調査よりも増加している。 

③更新研修の新設については、１回目調査に

引き続き、都道府県、サービス管理責任者等

とも９割以上が必要と答えており、特に２回

目調査において都道府県では 100％が必要と

答えている。 

④受講者個々の必要性に応じて選択・受講で

きる「事業分野別、障害分野別等実践研修の



10 

 

 

新設」については、都道府県では８割近く、

サービス管理責任者等では８割以上が必要と

答えており、いずれも１回目調査よりも増加

している。 

全体として、都道府県、サービス管理責任

者等ともに、1 回目よりも必要性を高く認識

している。特に都道府県は③更新研修の新設

へのニーズが高く、サービス管理責任者等に

ついては、①基礎研修と実践研修に分けるこ

と、②分野別研修の分離・別途実施、④事業

分野別研修、障害分野別研修の新設へのニー

ズが高い。 

 

調査結果２．サービス管理責任者等基礎研修

について 

（１）．研修の評価 

「サービス管理責任者等基礎研修」の目的

が十分かについてみると、都道府県、サービ

ス管理責任者等とも「十分だと思う」割合が

4 割以上、「概ね十分」と合わせると９割程度

が十分と答えている。いずれも 1 回目調査よ

りも増加している。 

 

（２）研修期間の評価 

サービス管理責任者等基礎研修実施（受講）

可能な日数の平均（二回目調査）をみると、

都道府県で「連続で実施可能な日数」が 2.35

日、「1 ヶ月で実施可能な日数」が 4.17 日、

「実施に必要な時間数合計」が 15.40 時間で

あり、サービス管理責任者等では、「連続で受

講可能な日数」が 2.42 日、「1 ヶ月で受講可

能な日数」が 3.44 日、「受講に必要な時間数

合計」が 17.62 時間と、両者間の差が 1 回目

の調査よりも縮小している。 

  

（３）研修項目の必要性 

 サービス管理責任者等基礎研修の項目にお

いて、個別支援計画を作成する上での必要度

をみると、「障害者福祉及び児童福祉施策の歴

史的変遷（講義）」が８割以上、その他の項目

はほぼ 100％が必要と回答しており、いずれ

も１回目調査よりも増加している。 

 

（４）サービス管理責任者等基礎研修項目の

必要な時間数の平均について 

 都道府県担当者の意見としては、講義科目

が、概ね 1.30～1.77 時間、演習科目が 4.00

時間、合計 15.40 時間であり、サービス管理

責任者等の意見としては、講義科目が、概ね

1.42～2.24 時間、演習科目が 3.94 時間、合

計 17.62 時間である。 

 

（５）研修の受講要件の評価 

「サービス管理責任者等基礎研修」の受講

要件（3 年間の実務経験）の評価をみると、

都道府県、サービス管理責任者等とも「妥当

だと思う」割合が６割以上を占め、１回目ア

ンケートとほぼ同様であった。 

 

（６）相談支援従事者初任者研修と共通項目

として行うことについて 

 「一緒に受講すべき」「一緒に受講すること

が望ましい」を合わせると、都道府県担当者

の回答は７割以上、サービス管理責任者等の

回答が６割以上と大勢を占めた。いずれも１

回目よりもやや増加した。 

 

調査結果３．サービス管理責任者等実践研修

について 

（１）研修の評価 

「サービス管理責任者等実践研修」の目的

が十分かについてみると、都道府県は「十分

だと思う」「概ね十分」を合わせると８割以上、

サービス管理責任者等は９割以上が十分と答

えている。 

 

（２）研修期間の評価 

サービス管理責任者等実践研修実施（受講）

可能な日数の平均（２回目調査）をみると、

都道府県で「連続で実施可能な日数」が 2.57

日、「１ヶ月で実施可能な日数」が 4.40 日、

「実施に必要な時間数合計」が 15.13 時間で

あり、サービス管理責任者等では、「連続で受

講可能な日数」が 2.47 日、「１ヶ月で受講可

能な日数」が 3.33 日、「受講に必要な時間数

合計」が 17.24 時間と、両者間の差が 1 回目



11 

 

 

の調査よりも縮小している。 

 

（３）研修項目の評価 

 サービス管理責任者等実践研修の項目にお

いて、サービス管理責任者等業務を行う上で

の必要度をみると、「（自立支援）協議会との

連携（講義）」、「障害者福祉施策及び児童福祉

施策の最新の動向（講義）」の必要度がやや低

いが、「まあ必要だと思う」と合わせた割合で

は、すべての項目で９割以上を占めている。 

 

（４）受講要件の評価 

「サービス管理責任者等実践研修」の受講

要件（基礎研修終了後２年）の評価をみると、

都道府県は約６割、サービス管理責任者等は

８割近くが「妥当だと思う」と回答。また、

都道府県においては「長すぎると思う」と答

えた割合が１割を占める。 

 

調査結果４．サービス管理責任者等更新研修

について 

（１）研修の評価 

「サービス管理責任者等更新研修」の目的

が十分かについてみると、都道府県、サービ

ス管理責任者等とも、「十分だと思う」「概ね

十分」と合わせるといずれも９割以上が十分

と答えている。 

 

（２）研修期間の評価 

サービス管理責任者等更新研修実施（受講）

可能な日数の平均（２回目調査）をみると、

都道府県で「連続で実施可能な日数」が 2.44

日、「１ヶ月で実施可能な日数」が 3.88 日、

「実施に必要な時間数合計」が 10.08 時間で

あり、サービス管理責任者等では、「連続で受

講可能な日数」が 2.19 日、「１ヶ月で受講可

能な日数」が 3.03 日、「受講に必要な時間数

合計」が 9.70 時間と、両者間の差が 1 回目

の調査よりも縮小している。 

 

（３）研修項目の評価 

 サービス管理責任者等更新研修の項目の必

要度（「必要」＋「まあ必要」）をみると、都

道府県は「障害者福祉施策及び児童福祉施策

の最新の動向（講義）」及び「研修のまとめ（演

習）」の必要度がやや低いが８割以上、その他

の項目は全て９割以上を占めている。 

  

（４）更新期間の評価 

「サービス管理責任者等更新研修」の更新

期間（５年）の評価みると、都道府県は「妥

当だと思う」が９割、サービス管理責任者等

も８割以上が「妥当だと思う」と答えている。

いずれも１回目調査よりも増加している。 

 

調査結果５．事業分野別、障害分野別等実践

研修について 

（１）研修の評価 

「事業分野別、障害分野別等実践研修」を

整備する必要性については、都道府県の「と

ても必要」が増加した以外は１回目調査と同

様の結果であった。 

また、各項目の評価について、２回目調査

では「基礎研修時に必要」「基礎研修終了後２

年間に必要」「実践研修時に必要」「更新研修

時に必要」の４つに分けて調査した。 

 １回目調査で必要度（「必要」＋「まあ必要」）

が低かった「妊娠・出産の知識」、「交際・結

婚の知識」、「入退院の知識」、「調査法とその

活用のスキル」については、実践研修や更新

研修における必要度が高まっていた。 

 

Ｃ－３.研修プログラムについて 

（１）基礎研修として更に必要な科目 

サービス管理責任者等が記載した自由記

述欄を精査し、更に必要な科目を集計した。

多かったのが、アセスメント、連携（多職種・

相談支援）、虐待防止、権利擁護、個別支援計

画の評価、児童の発達等であった。アセスメ

ントは基礎研修科目案の中でも取り入れられ

ているが、分野ごとに特色があるので、分野

ごとのアセスメント項目、視点等より綿密に

講義して欲しいとの要望があることがわかっ

た。 

都道府県担当者が記載した自由記述欄を

精査し、更に必要な科目を集計した。新たな
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項目としてあげられているのは、権利擁護、

虐待防止、モニタリング、連携などである。

大部分は現行の研修項目の強化を望む声であ

り、プログラムとしては現在の内容で概ね了

承していると理解してよい。ただ、研修項目

の内容を精査し、より実践的な内容にするこ

とが望まれる。 

 

（２）基礎研修の日数と時間 

●サービス管理責任者等調査結果 

研修の日数を３日未満と３日以上で二分

し、各分野とカイ二乗検定した。 

身体分野のサービス管理責任者は３日未

満と回答した割合が、いいえと回答した人の

割合よりも高く、３日以上と回答した割合が

低い。統計的には p 値が 0.083 であり、身体

分野のサービス管理責任者は日数が３日未満

と回答する傾向があると判断される。知的、

精神、児童分野では有意差や有意な傾向はみ

られなかった。 

 サービス別で同様にカイ二乗検定すると

「その他分野」で p 値が 0.021 の有意差が検

定された。その他に分類されているのは、相

談支援、放課後デイサービス、短期入所等が

含まれている。その他では、３日以上と回答

した割合が有意に高く、３日未満の割合が有

意に低い結果であった。 

さらに、サービス管理責任者等として現に業

務を行っている人とそうでない人の研修に必

要な日数をカイ二乗検定した結果、p 値が

0.066 である。現に業務を行っている人は３

日未満と回答した割合が有意に高く、３日以

上と回答した割合が有意に低かった。 

さらに、所持している資格でも有意差や差

のある傾向が示された。精神保健福祉士は３

日以上と回答した割合が有意に高く、逆に、

介護福祉士は３日未満と回答した割合が有意

に高い結果となった。 

基礎研修の日数を回答した理由について、

内容を精査すると、「現行の３日間の研修では

演習が十分ではない」との回答が多く散見さ

れる。また、資格がなくても実務経験３年で

基礎研修が受講できるのであれば、基礎研修

の内容を緻密に実施すべきとの意見も散見さ

れる。 

●都道府県調査結果 

都道府県担当者が基礎研修に必要だとす

る時間と日数に関して、サービス管理責任者

等と比較すれば日数、時間共に平均値が下が

っている。また、必要な日数と時間階層をク

ロス集計すると２日・7-12 時間が最も多かっ

た。 

回答の理由について精査したが、これらの

内容から日程を決める根拠となる理由は見受

けられない。３日間の理由として「福祉施策

から個別ケース演習まで幅広い研修となるた

め」としていることが目立つ程度である。 

 

（３）実践研修の項目について 

実践研修の各項目の必要度については、ほ

ぼ全ての項目で「とても必要だと思う・まあ

必要だと思う」が 90％を超えている。 

 その他必要とする項目では、個別支援計画

の作成演習、権利擁護、虐待防止、コーチン

グ、スーパービジョン、職員指導方法などが

あげられていた。また、基礎研修の概要を再

度実施してから、実践研修に移ることの提案

が数多くみられた。 

 

（４）実践研修に必要な日数と時間 

都道府県担当者は２日間が 52.5％であり、

サービス管理責任者等は 49.6％であった。３

日以上では都道府県担当者が 42.5％、サービ

ス管理責任者等は 43.2％である。 

 担当者とサービス管理責任者等が２日間と

回答した理由についてみると、２日間とする

大きな理由は事業所から研修に参加できる日

数を理由にあげている。３日以上の理由は研

修の内容から３日間としている。特に演習が

多くなるので３日間以上必要であると回答し

ている。 

 

（５）更新研修で更に必要な研修項目 

 必要な研修項目について自由記述を精査す

ると、やはり、スーパービジョンの研修項目

が必要であると 20 名が指摘している。ほか
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には、虐待防止、マネジメント（職員管理・

リスク）、相談支援との連携、ファシリテーシ

ョン技術などがあげられていた。 

 

（６）更新研修に必要な日数 

更新研修に必要な日数については、「１日

まで」がサービス管理責任者等（26.0%）と

都道府県担当者（17.5%）で、サービス管理

責任者等の方が約 10 ポイント上回っている。

当然ながら、「２日まで」では担当者が 20 ポ

イント高い割合を示している。 

 

（７）更新の期間（５年以内）について 

サービス管理責任者等（83.0％）も都道府

県担当者（90.0％）も５年が妥当であると感

じている割合が高かった。 

 

Ｃ－４. 分野別研修プログラム検討のため

の基礎的調査 

調査協力を依頼した 36 名中、25 名より調

査票を回収した（回収率 69.4％）。対象者の

背景を表 1 に示す。25 名の回答者のうち、サ

ービス管理責任者は 13 名（52.0%）であった。 

サービス管理責任者の実践を初級レベル、

中級レベル、上級レベルに分けた場合、各段

階の受講目安となる経験年数については、回

答の傾向が 2 つに分かれており、ほぼ初任者

の時点から研修受講とするパターンと、一定

の経験を有してから受講とするパターンに分

かれた。理由としてはおおよその熟練度を示

す回答が多かったが、一方で人材の確保とい

う観点から、本来望ましい経験年数よりも前

倒しする必要があるとの意見もみられた。ま

た、各段階での到達目標については、初級で

は主に基本的な知識・スキルが、中級ではサ

ービス提供に加えてモニタリング、職員育成

やスーパービジョン、他機関・地域連携など

サービス管理責任者としての中核的な役割が

求められ、上級ではさらに事業所評価や経営

戦略の立案などの管理職としての役割や地域

づくりなど、事業所や地域全体へのアプロー

チを行う能力が求められていた。 

各分野で必要な知識・スキルについて、あ

らかじめ質問紙に挙げていた項目はおおむね

どの分野においても共通して必要な知識・ス

キルであると回答されていた一方、自由記載

では分野ごとに回答項目にばらつきがみられ

た。なお、各項目の障害種別、サービス種別、

初級、中級、上級のレベルによるマトリック

スでの集計は付録に提示した。 

特別な学習の必要のある障害について、高

次脳機能障害については、児童を除く全分野

から特別な学習の必要があるとの回答があっ

た。 

分野別研修についての意見としては、各分

野別研修の内容についての意見のほか、現行

の分野区分や、資格要件について見直しを図

るべきという意見もみられた。 

 

（平成28年度） 

Ｃ-１-１．サービス管理責任者等研修（基礎

研修）テキストの作成 

 テキスト作成については、大枠を大塚分担

研究者が提示し、講師を務めた本名分担研究

者、高木、研究協力者がアレンジを加えた。 

 

（１）目的・対象者について 

 

 平成27年度において整理した基礎研修の目

的及び対象者（素案）については以下の通り。 

（目的） 

・障害福祉サービス等提供事業者の職員と

して、障害福祉サービス等の提供に関する

基本的な理念や倫理等の基礎を押さえる。 

・サービス等利用計画と個別支援計画の関

係や、個々の利用者に応じた『個別支援計

画』の意味・知識・技術等の原則論を押さ

える。 

・演習等を通じて『個別支援計画』作成の

能力を獲得する。 

・本研修受講者が数年後にはサービス管理

責任者等になることを踏まえ、サービス管

理責任者等に求められる基本的な役割等

を押さえておくものとする。 

（対象者） 
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サービス提供事業所において３年の実

務経験を経た者 

 

 今年度、あらためてテキスト内容の作りこ

みを行ううえで、強調すべきことを盛り込む

必要が見えてきた。 

 それは、講義だけでなく、演習においても

相談支援専門員との連携及び他事業所のサー

ビス管理責任者等との連携も学べる内容とし、

アセスメントの基本等の要素は残しつつ、個

別支援計画作成のために多職種連携が必須で

あることを強調した内容とするものである。

また、基礎研修を修了した者の想定される役

割等についても明確化した。 

 修正後の目的を以下に挙げる。 

（修正後） 

・障害福祉サービス等提供事業者等の職員

として、障害福祉サービス等の提供に関す

る基本的な理念や倫理等の基礎を押さえ

る。 

・サービス等利用計画と個別支援計画の関

係や、個々の利用者に応じた『個別支援計

画』の意味・知識・技術等の原則論を押さ

える。 

・『個別支援計画』作成・修正の能力を、

演習等を通じて獲得するとともに、多職種

連携が個別支援計画作成に必須であるこ

とを押さえる。 

・各分野ごとの視点についても講義で押さ

えておく。 

・修了時の到達レベルはアセスメントから

モニタリングまでの一連のプロセスを理

解したうえで、個別支援計画を作成・修正

することができるレベルとする。 

・修了後の役割像としては、各事業所内に

おいてサービス管理責任者等の指導の下、

実際に個別支援計画の作成・修正に携わる

ことを想定。 

・基礎研修修了者は、基礎研修修了後２年

間において個別支援計画作成の臨床を経

た後に、実践研修を受けるものとする。 

・制度的には、基礎研修修了者は事業所に

おいて個別支援計画素案を作成すること

ができるように構築する。 

 

 対象者については変更なしとした。 

 

（２）障害者福祉施策及び児童福祉施策の歴

史的変遷（講義）について 

 

 制度理解を通じて、障害者支援の制度改革

を利用者主体から発信する力を身につけるこ

とを獲得目標とした講義であるが、土台とし

た「サービス管理責任者等指導者養成研修テ

キスト」では、「歴史的変遷」については詳

細な内容が盛り込まれていなかったため、障

害者福祉施策を進める原動力となった当事者

の運動なども盛り込んだものとした。 

 

（３）サービス管理責任者等の役割と業務

（講義）について 

 

 サービス管理責任者等の役割と業務を制度

的に理解し、サービス管理責任者等と管理者

の違い、サービス管理責任者等の業務上の責

務（個別支援計画作成の業務、サービス提供

プロセスの管理、サービス提供職員等に対す

る助言・指導等）を理解することを獲得目標

とした講義である。 

 サービス管理責任者等の要件について、現

在、本研究において検討中の案も盛り込んだ。 

 

（４）サービス提供の基本的な考え方（講義）

について 

 

サービス提供の基本的な考え方として、利

用者主体の視点、自立支援の視点、エンパワ

メントの視点、ICF の視点、現実的な支援計

画に基づくサービス提供、連携の必要性等を

理解することを獲得目標とした講義である。 

個別支援計画やモニタリング、日々の記録

から事例を積み重ね、各事業所において標準

的なサービス提供の内容を作り上げる必要性

について加えた。 
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（５）サービス提供のプロセス（講義）につ

いて 

 

 サービス提供のプロセスを理解し、PDCA サ

イクルでサービス提供できる実践力を獲得し、

プロセスにおけるサービス内容のチェック方

法を習得するとともに、個別支援計画の意義

を理解することを獲得目標とした講義である。 

 基礎研修の中では中核的な講義といえ、上

記の講義内容を踏まえ、身体障害者の事例を

用いながら、全体的に統合していく内容とし

た。 

 日々の記録の意義や書き方についても盛り

込んだものとした。 

 

（６）サービス等利用計画等と個別支援計画

の関係（講義）について 

 

サービス等利用計画等における総合的な

援助方針を導き出すプロセスを理解し、個別

支援計画の出発点がサービス等利用計画等の

総合的な援助方針であることを認識する。ま

た、サービス等利用計画等が生活全体の範囲

に及び、個別支援計画が生活全体をイメージ

しながらも事業所内サービスに重点を置いた

計画であることを理解する。現状の相談支援

体制を理解する。 

 以上を獲得目標とした講義である。 

 相談支援との連携を軸にこれまで述べてき

た「連携」を深掘りした内容とした。 

 

（７）サービス提供事業所の利用者主体のア

セスメント（講義）について 

 

サービス提供事業所のアセスメントの考

え方やアセスメントの手法を習得する。各分

野における異なる視点について理解すること

を獲得目標とした講義である。 

「利用者主体」を「本人中心」ととらえ、

「ニーズ」についても解説を加えた。また、

アセスメントの基本は本人のニーズを明らか

にすることであり、意思表明が円滑にできな

い利用者に対する意思決定支援の重要性もガ

イドライン案を紹介しつつ詳細に解説した。 

さらに、ストレングス視点のアセスメント、

リフレーミングの解説も加えた。 

各分野の視点についても、児童分野を中心

に盛り込んだが、時間配分が難しく十分な時

間が取れなかったため、「各分野のアセスメ

ントの視点」については、講義を分けて別に

時間をとることが必要であり課題が残った。 

 

（８）個別支援計画作成のポイントと作成手

順（講義）について 

 

個別支援計画がリスクマネジメントのみ

に陥らないように、エンパワメントの視点や

ストレングスモデルを理解するとともに、作

成の手順を習得することを獲得目標とした講

義である。 

 精神障害があり、長期入院から退院して地

域生活を始めるという事例を通して、個別支

援計画作成のポイントを振り返るものとなっ

ている。演習前の総まとめである。 

５分野を一本化することもあり、「サービス

提供のプロセス」とは異なる障害種別の事例

とした。 

 

（９）個別支援計画の作成（演習）について 

 

サービス等利用計画等を踏まえ、総合的な

援助方針、長期目標及び短期目標を考慮して、

個別支援計画の支援内容、担当者、連携の頻

度等をグループワークにより検討。検討結果

に基づき、支援目標、支援内容を設定し、個

別支援計画を作成することを獲得目標とした

演習である。 

事例は、日中活動として就労継続支援Ｂ型

事業所（以下「就労」）を利用、居住の場と

してグループホーム（以下「ＧＨ」）を利用

する精神障害者の事例を使った。受講者は就

労班とＧＨ班に分かれ、それぞれの個別支援

計画を作成するが、合同のサービス担当者会

議で、それぞれの視点の違いに気づかせる内

容となっている。指導者養成研修でも使われ



16 

 

 

ている事例であり、よく練られたものとなっ

ている。 

 

（10）個別支援計画の実施状況の把握（モニ

タリング）および記録方法（講義）について 

 

平成 27 年度の研究時点においては、事業

所のモニタリングについて、サービス等利用

計画等との連動性を念頭に入れながら、モニ

タリングの視点・目的・手法等を理解するこ

とを獲得目標とした講義として設定した。 

しかしながら、テキスト作成の作りこみの

うえで、上記（９）で使った事例のモニタリ

ングを演習で行った方が効果が高いのではな

いかということになり、再検討の結果、「個

別支援計画の実施状況の把握（モニタリング）

（演習）」として実施した。 

また、記録方法については「サービス提供

のプロセス（講義）」の中に含めることとし

た。 

 

Ｃ-１-２．サービス管理責任者等研修（実践

研修）テキストの作成 

 

（１）目的・対象者について 

  

 平成27年度の研究時点においては、以下の

通り整理していた。 

（目的） 

サービス管理責任者等の本来業務を実践

するために、個別支援計画の作成に携わって

いることを前提として、サービス提供プロセ

スにおける「管理」、具体的には「支援会議

の運営」、「サービス提供職員への助言・指

導」について講義および演習を実施する。ま

た、演習等によるグループワーク等を実施す

る中で、各自が実際に作成した「個別支援計

画」の内容等の質の向上を図る。 

（対象者） 

サービス管理責任者等基礎研修を修了し、

２年以上の実務経験を経た者 

 

基礎研修と同様に、実践研修を修了した者

の想定される役割等についても明確化した。

以下に修正後の目的を挙げる。 

（修正後） 

・サービス管理責任者等の本来業務を実践

するために、個別支援計画の作成に携わっ

ていることを前提として、サービス提供プ

ロセスにおける「管理」、具体的には「支

援会議の運営」、「サービス提供職員への

助言・指導」について講義および演習を実

施する。また、演習等によるグループワー

ク等を実施する中で、各自が実際に作成し

た「個別支援計画」の内容等の質の向上を

図る。 

・修了時の到達レベルは、２年間の個別支

援計画素案作成・修正素案作成の経験をベ

ースに個別支援計画作成・修正について熟

達し、関係機関との連絡調整や支援会議の

運営、サービス提供職員に対する技術的な

指導・助言等一連のサービスプロセス管理

業務が行えるレベルとする。 

・修了後の役割像としては、実践研修修了

により従来のサービス管理責任者等の業

務に携わること（サービス管理責任者等資

格取得）を想定。 

 

 対象者については変更なしとした。 

 

（２）モニタリングの方法(講義·演習)につ

いて 

 

事業所のモニタリングについて、サービス

等利用計画等との連動性を念頭に入れながら、

モニタリングの視点·目的·手法等を理解する。

事例を通じて、モニタリングの演習を行い、

その手法を獲得することを獲得目標とした講

義・演習である。 

 

まず、導入として20分程度の時間を割き、

ガイダンス、全体司会者・ファシリテーター

紹介等を行う。また、各グループの自己紹介、

役割分担（グループ内で司会者、記録者、発

表者を決める）を行う。 

ガイダンスでは、演習の基礎·前提となる
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考え方・価値として、以下のことを強調する。 

この演習でケアマネジメントの流れの中

での、サービス管理責任者等の役割を学んで、

チームアプローチの強化を図り、質の高い支

援を実現して欲しいことを伝える。 

また、今回の演習では、障害のある方も私

たち(受講者)と同様に人生のさまざまな場面

で困難な状況になれば、他の人やさまざまな

資源を活用し、それを克服している。自分が

建てた計画で成果がなければ、その計画は的

を射ていないことに気づいていただく。決し

て、利用者の責任にしないことが重要となる

ことを伝える。 

配布物の確認、演習手順等の確認を行う。 

 

Section1 人としての普遍性の確認 

障害者の支援は特別なものではなく、自分

と同じ人間としての関わりを理解し、それら

を前提に支援する。 

 

Section2 人生の価値 生きる糧の確認 

自分自身が人生において大事にしている

ものを確認し、他人から見たらちっぽけなこ

とでも、自分自身にとっては非常に重要な事

柄があることを理解する。また、人がなにか

の行動を起こす時には、内発的な動機が必要

となることも理解する。 

 

Section3 関係づくり：利用者との信頼関係をつ

くる（講義） 

関係性が根本であり、本質。支援的な関係

の重要な要素。 

この姿勢であなたも支援にあたっている

か。高圧的ではないか。してやってるといっ

た態度ではないか。 

 

Section4 内発的動機「はい/Yes」の重み(自分

自身の目標設定) 

研修受講者も自分の人生の目標が上手く

いかなかったり、別なものに変わってきたこ

とを確認する。それはいけないことではなく、

人として当たり前のこと捉える。利用者も私

たちと一緒だと気がつく。うまくいかない理

由は、ひとそれぞれだが、人が生活を変える

時はそれなりの理由(内発的動機)が必要とな

ることを理解する。 

 

基礎研修の最後で、事例を用いたモニタリ

ングは一通り学んでいることを前提に、日々

の業務の中で忘れられがちな、人間の普遍性

や内発的動機によって生活が変化することに

ついて学ぶ内容とした。これらの視点は支援

の前提となるものであり、モニタリングを行

う際に忘れてはならないことである。 

 

（３）個別支援会議の運営方法(講義·演習)

について 

 

個別支援会議の意義、進行方法、行うべき

事項(個別支援計画作成時、モニタリング時)

等を理解する。演習においては、個別支援会

議における合意形成過程をグループワークで

体験し、サービス管理責任者等としての説明

能力を獲得することを目標とした講義・演習

である。 

 

Section5 人生の時期 利用者の置かれている

日常の確認【演習事例１】 

支援の内容や方法を段階的に捉え、現在の

状況に合わせた支援方法やアセスメント、関

係性作りがあることを理解する。決して、支

援者が支援しやすい方法やできることも取り

上げてしまうような支援方法を選択しない。 

支援関係者(職場の同僚など)を信じ、チー

ムアプローチの重要性を理解する。 

「一朗さん ２４歳 ダウン症候群 母

との二人暮らし」の事例を用いる。 

 

Section6 利用者との関わり 関係性の構築・確

認 

前半 

Section5の想定により、援助方針や具体的

な内容は異なるはず。援助方針の決定や具体

的な支援内容には根拠をもって考える。当事

者のペースが大事で、支援者のペースで進め

てはいけない。 
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後半 

心の糧などを議論することで、福祉サービ

スだけでは支援できないことを理解する。利

用者の変化につながる動機、きっかけを探る

ということは、関係性の構築から始まる。そ

して、定期的なケース会議により、参加者(チ

ーム)の様々な意見やアイディアに耳を傾け、

自分自身だけでは考えつかないような支援の

アイディアを得たり、視点が広げることを実

感する。 

一方で、サービス管理責任者として人材育

成を意識した指示の出し方や促しも重要にな

ることに気づく。 

 

Section7 職員教育・人材育成·実務指導 

前半 

個人の責任だけに捉われた検討ではなく、

職員教育・育成と職場体制によるチェック機

能など幅広く両者を検討し、サービス管理責

任者等としての役割を探る。このあとのロー

ルプレイのヒントとなる意見交換を促す。 

ロールプレイ 場面１ 

事業所内での検討結果を踏まえて、本人や

家族に出席してもらう個別支援会議へ向けた

事前の会議とする。担当者個人の資質の問題

とせず、事業所全体での課題共有により、少

しでも質の高いサービス提供を目指すような

前向きな議論とする。 

後半 

ロールプレイ 場面２ 

本人や家族への現況説明を行い、少しでも

一朗さんにとって有意義なサービス利用を図

っていくことを説明し同意を得る。一朗さん

や家族の理解が得られるようなわかりやすい

説明によって、安心感が生まれるような会議

運営を心がける。 

 

ロールプレイの感想をグループ内で共有

する。時間があれば全体共有。 

 

（４）サービス提供職員への助言・指導につ

いて（講義・演習)について 

 

 平成27年度の研究時点では、演習のみとな

っていたが、サービス管理責任者等の役割の

なかでも、「サービス提供職員への助言・指

導」については、支援内容の確認や助言、権

利擁護・法令遵守等への確認や助言をするた

めの仕組みや、チームで支援する上で欠かせ

ない報告・連絡・引継ぎ等(業務的コミュニケ

ーション) が事業所内で効率的に行う仕組み

の理解が必要であるため、講義も取り入れて

いる。 

 

グループワークの体験を基に、個別支援会

議におけるサービス管理責任者等の役割につ

いて討議し、その役割についてまとめること

を獲得目標としている。 

 

サービス提供職員への助言・指導について(講

義) 

サービス管理責任者等の役割にあるサー

ビス提供職員への助言·指導について、個別支

援会議以外の日々のかかわりの中で、●支援

内容の確認や助言、権利擁護・法令遵守等へ

の確認や助言をするための仕組みについて理

解する。また、●チームで支援する上で欠か

せない報告・連絡・引継ぎ等(業務的コミュニ

ケーション) が事業所内で効率的に行う仕組

みを理解する。 

 

個別支援会議におけるサービス管理責任者等

の役割(演習) 

サービス管理責任者等の役割を理解した

上で、事業所(組織)での体制整備(仕組み)に

ついて議論する。 

1.上記●について自己の業務を振り返り、「自

己振り返りシート」に記入する。 

2.「自己振り返りシート」の内容をグループ

間で共有し、それぞれの事業所で必要なこと

を議論し、自らがサービス提供の要であるこ

とを確認する。 

3.グループで話し合った内容を発表する。 

 

（５）OJTとしての事例検討会の進め方（講

義・演習）について 
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持ち寄った事例を基に、事例検討会を実際

に行い、事例検討会の進め方を習得すること

を獲得目標とした演習である。 

 

事例検討の意味を再確認し、専門職個人の

能力には限界があることを共有し、チームア

プローチの強化や人材育成にも効果があるこ

との理解を深める必要があるため、「OJTとし

ての事例検討会の進め方(講義)」を前半に入

れた。 

 

受講者が提出した事例を各グループで１

事例選定し、グループごとに検討する。 

人物像や環境を共有する質問、人物や環境

などのストレングスに関する質問等により、

事例の理解を深めたうえで、今後の方向性の

確認を行う。 

最後に感想の共有、スーパーバイザーが参

加している場合は助言を受ける。 

 

（６）サービス担当者会議等におけるサービ

ス管理責任者等の役割(多職種連携や地域連

携の実践的事例からサービス担当者会議の

ポイントの整理)(講義)について 

 

多職種連携や地域連携の実践的事例から、

相談支援専門員との連携や関係機関との連携

方法について学び、自身のサービス管理責任

者等業務と照らし合わせて考える。 

 

平成27年度の研究では、「サービス担当者

会議等における多職種連携や地域連携の実践

的事例（報告・発表やシンポジウム）」「サ

ービス担当者会議等における多職種連携や地

域連携に関するまとめ（演習）」としていた

が、テキスト作成の段階で、サービス管理責

任者等の役割を整理させたほうが良いのでは

ないかとの検討により、サービス担当者会議

のポイントの整理を講義にて行うこととした。 

 

 

（７）自立支援協議会との連携(サービス管

理責任者等から発信され、サービス担当者会

議で確認された地域課題を地域ニーズとし

てとらえ、自立支援協議会に報告する)(講

義)について 

 

相談支援専門員と連携して担当者会議の

開催や自立支援協議会への参加方法について

事例を通して学び、自身のサービス管理責任

者等業務と照らし合わせて考える。 

 

前述の（６）から引き続き、自立支援協議

会におけるサービス管理責任者等の役割を講

義する場が必要との判断から講義を設けた。 

 

（８）サービス担当者会議および自立支援協

議会との連携の実線報告を受けて、自己の振

り返りとグループ討議(演習)について 

 

サービス管理責任者等の役割である関係

機関との連携、担当者会議の開催、自立支援

協議会への参加について自己の業務を振り返

り、グループの意見を参考にしながら今後ど

のように進めていけばよいのかを考え、発表

する。 

 

（９）障害者福祉施策及び児童福祉施策の最

新の動向(講義)について 

 

障害者福祉施策及び児童福祉施策の最新

の動向を理解することによって、利用者の置

かれている制度的環境の変化を認識すること

を獲得目標とした講義である。 

これまでの一連の講義・演習と性格を異に

するため、最後の時間に行った。 

 内容は、その時々の障害福祉関連のトピッ

クスが主となる。今回は障害者総合支援法改

正等が主なものであった。 

 

Ｃ-２．「サービス管理責任者等基礎研修」

及び「サービス管理責任者等実践研修」のモ

デル研修の実施 

 

Ｃ-２-１．「サービス管理責任者等基礎研修」
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のモデル研修の実施 

 

（１）実施概要 

 

 千葉県及び滋賀県において、「サービス管理

責任者等基礎研修」のモデル研修を実施した。 

（千葉県） 

日時：平成28年11月18日～20日 

場所：千葉市中央コミュニティセンター 

参加人数：7名 

（滋賀県） 

日時：平成29年2月24日～26日 

場所：滋賀県庁内 会議室 

参加人数：29名 

 

（２）アンケート回答者属性について 

 

 サービス管理責任者等モデル研修の基礎研

修の参加者36名の所属法人の種類について

みると、「社協以外の社会福祉法人」が41.7％

と最も多く、次いで「NPO（特定非営利活動

法人）」（16.7％）、「社団法人・財団法人」

（13.9％）と多くなっていた。 

 参加者の所属事業所が実施している分野に

ついてみると、「知的分野」が58.3％と最も多

く、次いで「身体分野」、「精神分野」が共に

50.0％と多くなっていた。 

 事業所が実施しているサービスについてみ

ると、「共同生活援助（グループホーム）」が

44.4％と最も多く、次いで「就労継続支援（B

型）」が41.7％、「生活介護」が30.6％と高く

なっていた。 

役職についてみると、「役職は特にない」

が63.8％と最も多かった。 

 保有資格についてみると、「ヘルパー2級」

が36.1％と最も多く、次いで社会福祉主事

（25.0％）、「介護福祉士」（22.2％）と多くな

っていた。 

 性別についてみると、「男性」が44.4％、「女

性」が52.8％であった。 

 年齢についてみると、「30歳代」が30.6％

と最も多く、次いで「40歳代」（27.8％）、「50

歳代」（22.2％）と多くなっていた。 

 介護・福祉の仕事に従事した年数について

みると、「5年以上10年未満」が41.7％と最も

多かった。 

 

（３）基礎研修の内容と理解について 

 

A.障害者福祉施策及び児童福祉施策の歴史

的変遷（講義） 

 内容評価をみると、「高度」が13.9％、「適

切」が83.3％であった。 

 理解評価をみると、「良く理解できた」が

38.9％、「まあ理解できた」が52.8％と9割以

上が理解できたと回答していたが、「あまり理

解できなかった」という回答が5.6％いる。理

解評価の理由としては、「内容が丁寧に説明さ

れたから」が63.9％と最も多く、次いで「内

容が適切だったから」（33.3％）、「すでに学ん

でいたから」（22.2％）と多くなっていた。 

 

B.サービス管理責任者等の役割と業務（講義） 

 内容評価についてみると、「高度」が11.1％、

「適切」が86.1％であった。 

 理解評価についてみると、「良く理解できた」

が41.7％、「まあ理解できた」が52.8％と合わ

せて9割以上が理解できたと回答しているが、

「あまり理解できなかった」という回答が

2.8％いる。理解評価の理由についてみると、

「内容が適切だから」が52.8％と最も多く、

次いで「内容が丁寧に説明されたから」

（47.2％）が多くなっている。 

 

C.サービス提供の基本的な考え方（講義） 

 内容評価についてみると、「高度」が8.3％、

「適切」が86.1％であった。 

 理解評価についてみると、「良く理解できた」

が47.2％、「まあ理解できた」が41.7％と合わ

せて9割近くが理解できたと回答しているが、

「あまり理解できなかった」が2.8％いる。理

解評価の理由としては「内容が適切だから」

が47.2％と最も多く、次いで「内容が丁寧に

説明されたから」（41.7％）が多くなっている。 

 

D.サービス提供のプロセス（講義） 
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 内容評価についてみると、「高度」が11.1％、

「適切」が80.6％、「不足」が2.8％いる。 

 理解評価についてみると、「良く理解できた」

が38.9％、「まあ理解できた」が50.0％と合わ

せて9割近くが理解できたと回答しているが、

「あまり理解できなかった」が5.6％いる。 

理解評価の理由についてみると、「内容が適切

だから」が61.1％と最も多く、次いで「内容

が丁寧に説明されたから」（38.9％）が多くな

っている。  

 

E.サービス等利用計画等と個別支援計画の

関係（講義） 

 内容評価についてみると、「高度」が16.7％、

「適切」が77.8％であった。 

 理解評価についてみると、「良く理解できた」

が41.7％、「まあ理解できた」が55.6％でほぼ

すべての人が理解できたと回答している。理

解評価の理由についてみると、「内容が丁寧に

説明されたから」が52.8％と最も多く、次い

で「内容が適切だから」（50.0％）が多くなっ

ている。 

 

F.サービス提供事業所の利用者主体のアセス

メント（講義） 

 内容評価についてみると、「高度」が11.1％、

「適切」が86.1％であった。 

 理解評価についてみると、「良く理解できた」

が47.2％、「まあ理解できた」が50.0％とほぼ

すべての人が理解できたと回答していた。理

解評価の理由についてみると、「内容が適切だ

から」と「内容が丁寧に説明されたから」が

どちらも52.8％と最も多くなっていた。 

 

G.個別支援計画の作成のポイントと作成手

順（講義） 

 内容評価についてみると、「高度」が16.7％、

「適切」が77.8％、「不足」が2.8％であった。 

 理解評価についてみると、「良く理解できた」

が44.4％、「まあ理解できた」が47.2％と9割

以上の人が理解できたと回答しているが、「あ

まり理解できなかった」も5.6％いる。理解評

価の理由についてみると、「内容が丁寧に説明

されたから」が61.1％と最も多く、次いで「内

容が適切だから」（55.6％）が多くなっている。 

 

H.個別支援計画の作成（演習） 

 内容評価についてみると、「高度」が30.6％、

「適切」が61.1％、「不足」が2.8％であった。 

 理解評価についてみると、「良く理解できた」

が58.3％、「まあ理解できた」が27.8％と合わ

せて8割以上の人が理解できたと回答したが、

「あまり理解できなかった」が5.6％いる。理

解評価の理由についてみると、「内容が適切だ

から」が58.3％と最も多く、次いで「内容が

丁寧に説明されたから」（52.8％）と多くなっ

ていた。 

 

I.個別支援計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）（演習） 

 内容評価についてみると、「高度」が16.7％、

「適切」が47.2％であった。 

 理解評価についてみると、「良く理解できた」

が38.9％、「まあ理解できた」が22.2％と回答

者すべてが理解できたと回答していた。理解

評価の理由についてみると、「内容が適切だか

ら」が44.4％と最も多く、次いで「内容が丁

寧に説明されたから」（38.9％）が多くなって

いる。 

 

（４）基礎研修の時間について 

 

A.障害者福祉施策及び児童福祉施策の歴史

的変遷（講義）60分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

11.1％、「適切」が83.3％、「短い」が2.8％で

あった。適正だと思う時間についてみると、

実施研修と同じ時間の「60分」（3件）を除く

と、「45分」（3件）が最も多く、実施研修よ

り15～30分ほど短めの回答が多くなってい

た。研修時間の評価の理由についてみると、

「内容が豊富だから」が41.7％と最も多く、

次いで「講師の運営がうまいから」（30.6％）

が多くなっていた。 

 

B.サービス管理責任者等の役割と業務（講義）
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60分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

2.8％、「適切」が77.8％、「短い」が16.7％と

なっていた。適正だと思う時間についてみる

と、実施研修の時間と同じ「60分」（2件）を

除くと、「90分」（5件）が最も多く、実施研

修より20～30分ほど長めの研修時間の回答

が多かった。研修時間の評価の理由について

みると、「内容が豊富だから」が50.0％と最も

多く、次いで「講師の運営がうまいから」

（22.2％）が多くなっていた。 

 

C.サービス提供の基本的な考え方（講義）60

分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

77.8％、「短い」が19.4％であった。適正だと

思う時間についてみると、実施研修の時間と

同じ「60分」（4件）を除き、「90分」（4件）

が最も多く、実施研修よりも15分～30分ほど

長い回答が多かった。研修時間の評価の理由

についてみると、「内容が豊富だから」が

58.3％と最も多く、次いで「講師の運営がう

まいから」（27.8％）、「理解に時間がかかるか

ら」（13.9％）と多くなっている。 

 

D.サービス提供のプロセス（講義）120分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

30.6％、「適切」が61.1％、「短い」が5.6％と

なっていた。適正だと思う時間についてみる

と、「90分」（4件）、が最も多く、次いで「60

分」（3件）が多くなっており、実施研修より

も30～60分ほど短い回答が多くなっていた。

研修時間の評価の理由についてみると、「内容

が豊富だから」が58.3％で最も多く、次いで

「講師の運営がうまいから」（27.8％）、「理解

に時間がかかるから」（13.9％）が多くなって

いた。 

 

E.サービス等利用計画等と個別支援計画の

関係（講義）90分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

11.1％、「適切」が80.6％、「短い」が5.6％で

あった。適正だと思う時間についてみると、

実施研修と同じ時間の「90分」（3件）を除き、

「60分」（3件）が最も多く、実施研修よりも

20～30分ほど短い回答が多かったが、30分長

い「120分」の回答も2件あった。研修時間の

評価の理由についてみると、「内容が豊富だか

ら」が47.2％と最も多く、次いで「講師の運

営がうまいから」（19.4％）、「受講者の理解に

差があるから」（13.9％）が多くなっていた。 

 

F.サービス提供事業所の利用者主体のアセス

メント（講義）90分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

5.6％、「適切」が77.8％、「短い」が16.7％で

あった。適正だと思う時間についてみると、

実施研修と同じ時間の「90分」（3件）を除く

と、「120分」が最も多く、実施研修より30分

ほど長い時間が多くなっていたが、実施研修

より短い「60分」も2件回答があった。研修

時間の評価の理由についてみると、「内容が豊

富だから」が47.2％と最も多く、次いで「講

師の運営がうまいから」（22.2％）が多くなっ

ていた。 

 

G.個別支援計画作成のポイントと作成手順

（講義）90分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

8.3％、「適切」が86.1％、「短い」が5.6％で

あった。適正だと思う時間についてみると、

実施研修と同じ時間の「90分」（4件）を除き、

「60分」（2件）が最も多く、実施研修より20

～30分短い時間の回答が多かった。研修時間

の評価の理由についてみると、「内容が豊富だ

から」が58.3％と最も多く、次いで「講師の

運営がうまいから」（30.6％）が多くなってい

る。 

 

H.個別支援計画の作成（演習）270分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

2.8％、「適切」が83.3％、「短い」が13.9％で

あった。適正だと思う時間についてみると、

実施研修と同じ時間の「270分」（3件）を除

き、実施研修より15～60分長い時間の回答が

多かった。研修時間の評価の理由についてみ
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ると、「内容が豊富だから」が52.8％と最も多

く、次いで「講師の運営がうまいから」（44.4％）

が多くなっている。 

I.個別支援計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）および記録方法（講義・演習）180分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

2.8％、「適切」が52.8％、「短い」が30.6％で

あった。適正だと思う時間についてみると、

実施研修と同じ時間の「180分」（2件）を除

き、「240分」（3件）が最も多く、実施研修よ

り30～90分長い時間の回答が多かった。研修

時間の評価の理由についてみると、「内容が豊

富だから」が55.6％と最も多く、次いで「講

師の運営がうまいから」（25.0％）が多くなっ

ている。 

 

（４）基礎研修の期間について 

 

 今回の基礎研修の期間の長さ（3日間）に

ついてみると、「妥当である」（44.4％）と「ま

あ妥当である」（38.9％）を合わせて8割以上

の人が妥当であると回答している。 

 基礎研修の妥当と思う期間についてみると、

「3日」（6件）が最も多くなっている。 

 

（５）基礎研修の目標達成について 

 

 基礎研修の目標達成についてみると、どの

項目においても「達成できた」と「まあ達成

できた」を合わせると8割以上であった。し

かしながら、『個別支援計画』作成・修正の流

れを理解し、修了後、各事業所内においてサ

ービス管理責任者等の指導の下、実際に個別

支援計画の作成・修正に携わることができる

ようなレベルに到達することに関して「あま

り達成できなかった」という回答が2割近く

いた。 

 

（６）基礎研修に更に必要だと思う研修項目

について 

 

基礎研修に更に必要だと思う研修項目を

聞いたところ、概ね以下のような項目が挙が

った。 

 

「障害者（家族）の心理・虐待防止」 

個別支援計画の策定においては、幅広い知

識と技術が総合的に必要だと思います。その

ため、心理についても理解しておくことも大

切だと感じました。それが、尊厳や意思決定

支援にもつながると思います。 

「医療」 

総合的に管理する立場となるならば、基本

的な医療（特に薬・治療）の知識は必要不可

欠だと思うから。 

「児童に関する研修」 

昨今の児童の貧困問題から、さまざまな児

童の実態が伺えます。ことに発達障害の児童

の増加に伴い、病的診断や背景にある環境要

因などをふまえた研修が必要と考えます。 

「精神障害だけでなく、重度の知的障害の方

を“本人”としたアセスメント支援計画作成

等」 

本人を中心に…でも本人がそこにいるこ

とすらしんどいなら…どんなふうにアセス

メントしたり、本人の思いをくんでいったら

いいのか！？またスモールステップも始め

は伸びがあり、変えていくこともあり…でも

ある程度安定してきたとき、どうしていった

らいいのか…。日々の実践や計画作成見直し

時悩みますので…。 

「多職種連携」 

チーム支援を行っていないため、連携につ

いて研修があってもいいと思います。 

「分野別の演習」 

分野によって違ってくると考えるため 

「法的根拠」 

各項目において入っていたが、再編して1

つの研修項目として学べる機会を作ってほし

い。（現場でも意識はしているが、学んだ経験

が無い。研修の場でしっかりと確認したい） 

 

（７）基礎研修の受講要件について 

 

 基礎研修の受講要件を実務経験3年以上に

設定することについてをみると、「妥当である」
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と「まあ妥当である」（ともに33.3％）を合わ

せると6割以上が妥当であると回答していた。

しかしながら、「短すぎる」という回答も

22.2％を占めていた。 

 基礎研修の受講要件の妥当だと思う年数に

ついてみると、「5年」（8件）が最も多かった。 

 

妥当と思う年数の理由 

＜6.5年＞ 

どこの事業所もそうだと思うが、職員の入れ

替わりが多い中、3年でサビ管と考えると早

い気もするが、入れ替わりが多いからこそ、

必要ではあるのかなとも思う。ただ、自分の

立場として（4年目）サビ管の責務を果たせ

るほどの力があるのか！？と疑問に思うとこ

ろもある。やろうとする思いはあっても、つ

いてきてくれるのかなぁとか思います。 

＜5年＞ 

・5年の経験・知見は馬鹿に出来ないと思う。

失敗・挫折の経験・成功の経験とその結果を

かみしめる時間が必要と思います。 

・実務の内容に差があり、たとえば、保育士

の場合、経験上3年程度では現場に慣れるの

に精いっぱいではないかと思います。 

・優秀な人物なら、仕事内容を理解し、自分

なりに考えていくことが可能だが、3年の設

定ではたいていの若い職員はそのレベルに達

する事が出来ないと思います。（経験の浅い職

員） 

・実務を行う上でもキャリアを積むことを考

えると、5年以上はあった方がいいかと。 

・実務経験は短くても5年は必要。経験は大

事。知識だけでは得られないものもある。 

＜3年＞ 

・実務経験5年はハードルが高いと思う。事

業所によってはサビ管を設置する必要があっ

ても人で不足により設置できないというケー

スも考えられる。準サビ管のように一定の権

限を与えたうえで現場で経験を積むことと研

修の参加等により知識を深めていくのも重要

だと思う。 

・期間が短すぎるととりあえずで取得される

方が多くなると思うが、長すぎると次のサビ

管の育成などが滞ってしまうと思うので、3

年程度がいいのではないかと思う。 

・3年は現場に従事しないと福祉の基本的な

考え方や利用者への支援のあり方がしっかり

見えてこないから。 

＜2.5年＞ 

・基礎研修ということで、もっといろんな方

に受講していただくことが今後の仕事にも活

かせるのではないでしょうか。現場に入る日

だからという理由で会議に出られないので支

援計画書に目を通すだけになってしまいがち

なので、基礎研修においては意欲ある方には

どんどん受講していただいてもよいのかなと

思います。ただ、勤続年数が長いから。とい

う理由で受講するだけでは、本人の意欲も低

下してしまうのではないでしょうか。 

＜1年＞ 

より対象者を増やしていく。1年経験すれば

実情がわかる。早い段階で研修を受ける方が

役に立つ。 

＜その他＞ 

・人によって個人差があるので3年「以上」

としているのはいいことだと思う（現場によ

ってとても変わると思う）。基礎のため、すぐ

にでも勉強したいと思ったら参加していいと

思う。介護福祉士を取る課程で勉強したいか

ら 

・仕事の量や指導者の協力など課題はあると

思いますが、目標を持って日々実践とフォロ

ーで力はつくのではないかと思いました。グ

ループでの演習でも実際に計画を立てている。

でも訂正されて戻ってくると言われている方

もありました。経験が無いので分からないと

ころもありましたが、やりながら理解できる

こともありましたので、やることがいいのか

と思いました。 

・自分も3年～5年の間に今のような研修が受

けられたらよかったのに…と思っているから

です。 

・実務経験があっても、実際に作成にあまり

携わっていない者にはイチからとなり、他の

方との差を感じた。支援計画等の作成から現

場での対応、担うべき責任感を考えると、3



25 

 

 

年は短くも思うが、料率してやってこられた

方には妥当な期間なのかもしれません。 

・経験が長ければいいというものでもないと

思う。もう少し、研修期間をとって、具体的

な講義があると良いかも。サービス管理責任

者になってからも、定期的な研修があると良

いかと思います。 

・私のように行政で保健師業務を長期間行っ

ていた者は、市町によっても異なるが、福祉

業務（調査や訪問、関係機関連携、ケースワ

ーク）も兼ねている場合が多い。そのような

時には、何らかの書面により福祉業務として

みなしてほしい。 

・3年以上の中に条件（条件は今後探ってい

く必要あり）が必要だと思います。 

・次のステップへ進みたいと意欲が高まった

り、仕事への責任感を持つことができるので、

3年の経験で妥当だと思います。 

・現場の職場環境によらず、研修を通しても

意欲と力量向上に努めることが利用者の人へ

のより良いサービスにつながると感じていま

す。 

・実務経験の長さは単なる指標である。あえ

てラインを引くなら、3年は妥当と思われる。

サビ管はケアマネ同様に更新研修は必須。日

常に追われ定型的に業務を行っている人も多

いので。 

・職員の入れ替わりも激しいので色々な方が

受講できるようになるのはいいと思う。 

 

Ｃ-２-２．「サービス管理責任者等実践研修」

のモデル研修の実施 

 

（１）実施概要 

 

 千葉県及び滋賀県において、「サービス管理

責任者等実践研修」のモデル研修を実施した。 

（千葉県） 

日時：平成28年12月2日～4日 

場所：千葉市中央コミュニティセンター 

参加人数：10名 

（滋賀県） 

日時：平成29年3月3日～5日 

場所：滋賀県庁内 会議室 

参加人数：15名 

 

 実践研修については、千葉県におけるモデ

ル研修結果を踏まえ、滋賀県におけるモデル

研修内容を修正したため、アンケート結果に

ついては分けて集計した。以下、千葉県、滋

賀県の順に述べる。 

 

（２）千葉県における「サービス管理責任者

等実践研修」のモデル研修について 

 

（２）-１ アンケート回答者属性について 

 

 千葉県の実践研修参加者の所属している法

人の種類についてみると、「社協以外の社会福

祉法人」が約半数を占め、次いで「NPO（特

定非営利活動法人）」（40.0％）、「医療法人」

（10.0％）であった。 

 事業所が実施している分野についてみると、

「身体分野」と「知的分野」が共に50.0％と

最も多かった。 

 事業所が実施しているサービスについてみ

ると、「生活介護」と「共同生活援助（グルー

プホーム）」が共に40.0％と最も多く、次いで

「就労継続支援（B型）」「施設入所支援」（共

に20.0％）が多かった。その他のサービスと

して、「放課後等デイサービス」（30.0％）が

多く回答されていた。 

 保有資格についてみると、「介護福祉士」と

「社会福祉主事」共に40.0％と最も多く、次

いで「ヘルパー2級」（30.0％）が多かった。 

 性別についてみると、男性が60.0％、女性

が40.0％であった。 

 年齢についてみると「40歳代」が40.0％と

最も多く、次いで「30歳代」「50歳代」（共に

20.0％）と多くなっていた。 

 介護・福祉の仕事に従事した年数をみると、

「10年未満」が40.0％と最も多かった。 

 

（２）-２ 実践研修の内容と理解について 

 

A. モニタリングの方法（講義・演習） 
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 内容評価をみると、「高度」が10.0％、「適

切」が80.0％であった。 

 理解評価をみると、「良く理解できた」が

70.0％、「まあ理解できた」が20.0％と回答者

のほぼすべてが理解できたと回答していた。

理解評価の理由としては、「内容が丁寧に説明

されたから」が90.0％と最も多く、次いで「内

容が適切だったから」（50.0％）が多くなって

いた。 

 

B. 個別支援会議の運営方法（講義・演習） 

 内容評価をみると、「高度」が20.0％、「適

切」が60.0％、「不足」が10.0％であった。 

 理解評価をみると、「良く理解できた」が

60.0％、「まあ理解できた」が30.0％と回答者

のほぼすべてが理解できたと回答していた。

理解評価の理由としては、「内容が丁寧に説明

されたから」が70.0％と最も多く、次いで「内

容が適切だったから」（50.0％）が多くなって

いた。 

 

C. 個別支援会議におけるサービス管理責任

者等の役割（演習） 

 内容評価をみると、「高度」が20.0％、「適

切」が70.0％、「不足」が10.0％であった。 

 理解評価をみると、「良く理解できた」が

60.0％、「まあ理解できた」が30.0％と9割が

理解できたと回答していたが、「あまり理解で

きなかった」も10.0％いた。理解評価の理由

としては、「内容が丁寧に説明されたから」が

90.0％と最も多く、次いで「内容が適切だっ

たから」（50.0％）が多くなっていた。 

 

D. サービス提供職員への助言・指導につい

て（講義） 

 内容評価をみると、「適切」が90.0％、「不

足」が10.0％であった。 

 理解評価をみると、「良く理解できた」が

50.0％、「まあ理解できた」が50.0％とすべて

の人が理解できたと回答していた。理解評価

の理由としては、「内容が丁寧に説明されたか

ら」が80.0％と最も多く、次いで「内容が適

切だったから」（50.0％）が多くなっていた。 

 

E. OJTとしての事例検討会の進め方（演習） 

 内容評価をみると、「高度」が20.0％、「適

切」が80.0％であった。 

 理解評価をみると、「良く理解できた」が

40.0％、「まあ理解できた」が60.0％とすべて

の人が理解できたと回答していた。理解評価

の理由としては、「内容が丁寧に説明されたか

ら」が80.0％と最も多く、次いで「内容が適

切だったから」（70.0％）が多くなっていた。 

 

F. サービス提供職員への助言・指導について

（講義） 

 内容評価をみると、「高度」が10.0％、「適

切」が90.0％であった。 

 理解評価をみると、「良く理解できた」が

40.0％、「まあ理解できた」が40.0％と回答者

のほぼすべての人が理解できたと回答してい

た。理解評価の理由としては、「内容が丁寧に

説明されたから」が80.0％と最も多く、次い

で「内容が適切だったから」（60.0％）が多く

なっていた 

 

G.（自立支援）協議会との連携（講義） 

 内容評価をみると、「高度」が10.0％、「適

切」が90.0％であった。 

 理解評価をみると、「良く理解できた」が

20.0％、「まあ理解できた」が50.0％と7割の

人が理解できたと回答していたが、「あまり理

解できなかった」と回答した人が20.0％いた。

理解評価の理由としては、「内容が丁寧に説明

されたから」が40.0％と最も多く、次いで「内

容が適切だったから」（30.0％）が多くなって

いた。その他の回答として、「実際に参加した

ことがなかったから」「実態がよく理解できて

いないから」等の回答があげられていた。 

 

H.サービス担当者会議等における多職種連

携や地域連携の実践的事例（報告・発表やシ

ンポジウム） 

 内容評価をみると、「高度」が20.0％、「適

切」が80.0％であった。 

 理解評価をみると、「良く理解できた」が
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50.0％、「まあ理解できた」が50.0％とすべて

の人が理解できたと回答していた。理解評価

の理由としては、「内容が丁寧に説明されたか

ら」が90.0％と最も多く、次いで「内容が適

切だったから」（40.0％）が多くなっていた。 

 

I.障害者福祉施策及び児童福祉施策の最新の

動向（講義） 

 内容評価をみると、「高度」が30.0％、「適

切」が60.0％であった。 

 理解評価をみると、「良く理解できた」が

30.0％、「まあ理解できた」が50.0％と8割の

人が理解できたと回答していたが、「あまり理

解できなかった」と回答した人も10.0％いた。

理解評価の理由としては、「内容が適切だった

から」と「内容が丁寧に説明されたから」が

共に30.0％と最も多く、次いで「内容が高度

だから」（20.0％）が多くなっていた。 

 

（２）-３ 実践研修の時間について 

 

A. モニタリングの方法（講義・演習）140分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

20.0％、「適切」が80.0％であった。適正だと

思う時間についてみると、「120分」と「180

分」（共に1件）の回答があった。研修時間の

評価の理由についてみると、「内容が豊富だか

ら」と「講師の運営がうまいから」（共に60.0％）

が多くなっていた。  

 

B. 個別支援会議の運営方法（講義・演習）

290分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

90.0％「短い」が10.0％であった。適正だと

思う時間についてみると、「120分」と「180

分」（共に1件）の回答があった。研修時間の

評価の理由についてみると、「内容が豊富だか

ら」が50.0％と最も多く、次いで「講師の運

営がうまいから」（40.0％）、「受講者の理解に

差がある」（10.0％）が多くなっていた。 

 

C. 個別支援会議におけるサービス管理責任

者等の役割（演習）30分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

90.0％「短い」が10.0％であった。適正だと

思う時間についてみると、「120分」と「180

分」（共に1件）の回答があった。研修時間の

評価の理由についてみると、「内容が豊富だか

ら」と「講師の運営がうまいから」が共に

50.0％と最も多く、次いで「理解に時間がか

かるから」（10.0％）が多くなっていた。 

 

D. サービス提供職員への助言・指導につい

て（講義）60分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

50.0％「短い」が40.0％であった。適正だと

思う時間についてみると、「120分」（3件）が

最も多く、他に「90分」「60分」（共に1件）

の回答があった。研修時間の評価の理由につ

いてみると、「理解に時間がかかるから」が

50.0％と最も多く、次いで「内容が豊富だか

ら」（30.0％）、「受講者の理解に差があるから」

（20.0％）が多くなっていた。 

 

E. OJTとしての事例検討会の進め方（演習）

80分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

80.0％、「短い」が20.0％であった。適正だと

思う時間についてみると、「120分」（2件）が

最も多く、他に「90分」（1件）の回答があっ

た。研修時間の評価の理由についてみると、

「内容が豊富だから」が60.0％と最も多く、

次いで「理解に時間がかかるから」、「講師の

運営がうまいから」（共に20.0％）が多くなっ

ていた。 

  

F. サービス担当者会議等における多職種連

携や地域連携に関するまとめ（演習）60分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

30.0％「適切」が50.0％であった。適正だと

思う時間についてみると、「60分」、「120分」

「150分」「180分」（共に1件）の回答があっ

た。研修時間の評価の理由についてみると、

「内容が豊富だから」が40.0％と最も多く、

次いで「講師の運営がうまいから」（30.0％）、

「受講者の理解に差があるから」、「理解に時
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間がかかるから」、（共に20.0％）が多くなっ

ていた。 

 

G.（自立支援）協議会との連携（講義）60分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

90.0％、「短い」が10.0％であった。適正だと

思う時間についてみると、「60～90分」、「90

分」（共に1件）の回答があった。研修時間の

評価の理由についてみると、「受講者の理解に

差があるから」が50.0％と最も多く、次いで

「講師の運営がうまいから」（30.0％）、「内容

が豊富だから」（20.0％）が多くなっていた。 

 

H.サービス担当者会議等における多職種連

携や地域連携の実践的事例（報告・発表やシ

ンポジウム）120分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

10.0％、「適切」が90.0％であった。適正だと

思う時間についてみると、「120分」（2件）が

最も多く、他に「90分」（1件）の回答があっ

た。研修時間の評価の理由についてみると、

「受講者の理解に差があるから」が50.0％と

最も多く、次いで「講師の運営がうまいから」

（40.0％）、「受講者の理解に差があるから」

（10.0％）が多くなっていた。 

 

I.障害者福祉施策及び児童福祉施策の最新の

動向（講義）60分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

20.0％、「短い」が50.0％であった。適正だと

思う時間についてみると、「90分」（3件）が

最も多く、次いで「120分」（2件）、「80分」

（1件）が多くなっていた。研修時間の評価

の理由についてみると、「内容が豊富だから」

が70.0％と最も多く、次いで「理解に時間が

かかるから」（10.0％）が多くなっていた。 

 

（２）-４ 実践研修の期間について 

 

 今回の実践研修の期間の長さについてどう

思うか聞いたところ、「妥当である」が30.0％、

「まあ妥当である」が70.0％であった。 

 実践研修の妥当と思う期間についてみると、

「2日」と「3日」（共に3件）との回答があっ

た。 

 

実践研修の妥当と思う期間の理由 

〈３日間〉 

・最終日が半日でしたが、講義時間を増やし

てもいいかと思います。演習が多いのは飽き

ることなく実践にもつながり有効かと思いま

すが、サービス管理責任者の役割を制度と関

連付けて説明したり、自立支援協議会の仕組

みなどについて講義に追加するとより効果的

かと思います。また、サービス提供職への指

導・助言の演習があると良いと感じました。

（個別支援協議会の運営の演習に要素を入れ

る等） 

・3日目が半分はもったいない。もっと聴き

たいことがある。講習後の質問時間が有意義。

施設内での会議運営、専門性の高め方（常勤・

非常勤）をもっと知りたい。 

・1日目が長かったので、3日目も1日の方が

いいのではないかと思った。 

〈２日間〉 

・仕事を抜ける限度（2.5～3日間）だと思う。

身体・精神的にも（そう若い年齢ではない自

分なので。）ややきつい日数。 

・3日間と聞くだけで参加をためらってしま

うと感じる。  

・3日間にするなら初日の時間を減らして、3

日目を増やした方がいいと感じた。 

・3日間事業所を空けるのが難しい。代休も

取りづらい。 

〈その他〉 

・今回の内容の研修であれば日数として、ま

あ妥当だと思う 

・平日の研修参加が難しいので、土日開催に

していただけると嬉しいです。 

・内容が豊富なので期間を短くしてしまうと

十分に理解できないと思うから。欲を言えば、

各自持ち寄った事例をもう1事例くらい検討

できたらと思います。 

 

（２）-５ 実践研修の目標達成について 
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 実践研修の目標達成についてみると、「サー

ビス提供プロセスにおける「管理」、具体的に

は「支援会議の運営」、「サービス提供職員へ

の助言・指導」について理解する」について

は、回答者のほぼすべてが「達成できた」「ま

あ達成できた」と回答しており、「「個別支援

計画」の内容等の質の向上について理解する」

についても9割の人が「達成できた」「まあ達

成できた」と回答していた。しかしながら、

「個別支援計画作成・修正について熟達し、

関係機関との連絡調整や支援会議の運営、サ

ービス提供職員に対する技術的な指導・助言

等一連のサービスプロセス管理業務が行える

レベルに到達する」に関しては「達成できた」

「まあ達成できた」と回答した人は6割に留

まり、「あまり達成できなかった」が3割を占

めていた。 

 

（２）-６ 実践研修に更に必要だと思う研修

項目 

 

「家族対応の演習」 

個別支援計画を運用していくうえで本人

と併せて家族にも同意を得ることが多いと思

います。本人・家族との意思の疎通や理解に

乏しい家族がいる等、難しさを感じています。 

 

「分野別」 

今回いろいろな事業所の方との研修で学

ぶこともたくさんありましたが、同じような

事業所のサビ管が集まる研修ができたらと思

いました。 

 

「部下に慕われるサビ管になる方法。部屋の

やる気、仕事に対する姿勢を変える方法」 

技術面だけではなく、内面的な部分も重要

だと思う。こういうサビ管、管理者を目指せ

ばいいという目標になると思う。管理者とな

り、職員をまとめたり、指導したり、管理者

とは孤独であると思うが、内面的な話を聞く

ことで日々の業務の心の支えになると思う。

上司が教えていくより、研修の先生に言われ

る方が受け入れやすいと思う。 

 

「相談員との連携」 

計画相談と個別支援計画の連動を図るた

め 

 

「ストレングスモデルの支援法のＯＪＴ」 

パートさんや担当にストレングスを具体

的にどう見出していくのかをどう指導・研修

していくのか日々悩んでいるから 

 

「事例の検討」 

問12にも書きましたが、各自持ち寄った事

例について、もう1事例くらい検討できたら

と思います。 

 

〈その他〉 

勉強不足のため、今回の内容で十分ですが、

他に研修した方がよい項目があればぜひ加え

ていただきたいと思います。 

 

（２）-７ 実践研修の受講要件 

 実践研修の受講要件を実務経験2年以上に

設定することについてをみると、「妥当である」

が50.0％、「まあ妥当である」が40.0％、合わ

せると9割以上が妥当であると回答していた。

しかしながら、「短すぎる」という回答も

10.0％を占めていた。 

 実践研修の受講要件の妥当だと思う年数に

ついてみると、「2年」（2件）が最も多く、次

いで「5年」（1件）、「1年」（1件）という回答

があった。 

 

実践研修の受講要件の妥当だと思う年数の理

由 

〈５年〉 

2年だと自分の事業所内のことだけになり

がち。特に協議会との関わりは経験してから

の方がいい。加えて、ケース会議の運営や他

職種カンファの経験もあった方がいいのでは。

そうなると、年月では測れないかも。 

〈１年〉 

サビ管に色々なことを指導する職員（上司）

がいない現場（事業所）もあるので、早めに
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今回のような研修を行うことで、そういう事

業所での支援の質を上げることができると思

った。基礎研修で教わったことをためし、様々

な問題に気付くのは2年もかからないと思い

ます。 

〈その他〉 

経験や能力により差は出るかもしれない

が2年以上で妥当であると思う。 

3年では長すぎる気がするから。 

サビ管を取る前から個別支援計画を立て

ていた人とそうではない人では違いがあると

思う。しかし、基礎研修後4.5年だと自己流

のやり方に慣れてしまっているので遅いと思

われる。 

 

（３）滋賀県における「サービス管理責任者

等実践研修」のモデル研修について 

 

（３）-１ アンケート回答者属性について 

 

 滋賀県の実践研修参加者の所属している法

人の種類についてみると、「社協以外の社会福

祉法人」が80.0％と8割を占め、次いで「地

方自治体（市区町村、広域連合を含む）」

（13.3％）、「NPO（特定非営利活動法人）」

（6.7％）であった。 

 事業所が実施している分野についてみると、

「知的分野」が86.7％と最も多く、次いで「身

体分野」、「精神分野」（共に33.3％）が多かっ

た。 

 事業所が実施しているサービスについてみ

ると、「生活介護」が46.7％と最も多く、次い

で「共同生活援助（グループホーム）」（33.3％）

が多くなっていた。 

 役職についてみると、「事業所長クラス」が

53.3％と半数以上を占め、次いで「主任クラ

ス」（20.0％）、「役職は特にない」（13.3％）

が多くなっていた。  

 保有資格についてみると、「社会福祉士」が

46.7％と最も多く、次いで「介護福祉士」、「社

会福祉主事」（共に33.3％）と多くなっていた。 

 性別についてみると、男性が86.7％、女性

が13.3％であった。 

 年齢についてみると、「30歳代」が46.7％

と最も多く、次いで「40歳代」（33.3％）が

多くなっていた。 

 介護・福祉の仕事に従事した年数について

みると、「15年以上20年未満」と「20年以上」

が共に33.3％と最も多く、次いで「10年以上

15年未満」（26.7％）が多くなっていた。  

 

（３）-２ 実践研修の内容と理解について 

 

A. モニタリングの方法（講義・演習） 

内容評価をみると、「高度」が13.3％、「適

切」が80.0％であった。 

 理解評価をみると、「良く理解できた」が

73.3％、「まあ理解できた」が13.3％と回答者

のほぼすべての人が理解できたと回答してい

た。理解評価の理由としては、「内容が丁寧に

説明されたから」が53.3％と最も多く、次い

で「内容が適切だったから」（33.3％）、「既に

学んでいたから」（13.3％）が多くなっていた。 

 

B. 個別支援会議の運営方法（講義・演習） 

内容評価をみると、「高度」が6.7％、「適切」

が86.7％であった。 

理解評価をみると、「良く理解できた」が

73.3％、「まあ理解できた」が20.0％と回答者

のほぼすべての人が理解できたと回答してい

た。理解評価の理由としては、「内容が丁寧に

説明されたから」が46.7％と最も多く、次い

で「内容が適切だったから」（40.0％）、「既に

学んでいたから」（13.3％）が多くなっていた。 

 

C. サービス提供職員への助言・指導につい

て（講義・演習） 

内容評価をみると、「高度」が6.7％、「適切」

が86.7％、「不足」が6.7％であった。 

理解評価をみると、「良く理解できた」が

73.3％、「まあ理解できた」が20.0％と回答者

のほぼすべての人が理解できたと回答してい

た。理解評価の理由としては、「内容が適切だ

ったから」が46.7％と最も多く、次いで「内

容が丁寧に説明されたから」（26.7％）、「既に

学んでいたから」（13.3％）が多くなっていた。 



31 

 

 

 

D. OJTとしての事例検討会の進め方（演習） 

内容評価をみると、「高度」が20.0％、「適

切」が80.0％であった。 

理解評価をみると、「良く理解できた」が

73.3％、「まあ理解できた」が20.0％と回答者

のほぼすべての人が理解できたと回答してい

た。理解評価の理由としては、「内容が適切だ

ったから」が60.0％と最も多く、次いで「内

容が丁寧に説明されたから」（20.0％）、「既に

学んでいたから」（13.3％）が多くなっていた。 

 

E. サービス担当者会議等におけるサービス

管理責任者等の役割（講義） 

内容評価をみると、「高度」が6.7％、「適切」

が86.7％、「不足」が6.7％であった。 

理解評価をみると、「良く理解できた」が

80.0％、「まあ理解できた」が13.3％と回答者

のほぼすべての人が理解できたと回答してい

た。理解評価の理由としては、「内容が丁寧に

説明されたから」が53.3％と最も多く、次い

で「内容が適切だったから」（46.7％）、「既に

学んでいたから」（13.3％）が多くなっていた。 

 

F. 自立支援協議会との連携（講義） 

内容評価をみると、「高度」が6.7％、「適切」

が86.7％であった。 

理解評価をみると、「良く理解できた」が

66.7％、「まあ理解できた」が13.3％と回答者

のほぼすべての人が理解できたと回答してい

た。理解評価の理由としては、「内容が丁寧に

説明されたから」が46.7％と最も多く、次い

で「内容が適切だったから」（33.3％）、「既に

学んでいたから」（13.3％）が多くなっていた。 

 

G. サービス担当者会議および自立支援協議

会との連携の実践報告を受けて、自己の振り

返りとグループ討議（演習） 

内容評価をみると、「適切」が93.3％であっ

た。 

理解評価をみると、「良く理解できた」が

53.3％、「まあ理解できた」が33.3％と回答者

のほぼすべての人が理解できたと回答してい

た。理解評価の理由としては、「内容が適切だ

ったから」が46.7％と最も多く、次いで「内

容が丁寧に説明されたから」（33.3％）、「既に

学んでいたから」（13.3％）が多くなっていた。 

 

H. 障害者福祉施策及び児童福祉施策の最新

の動向（講義） 

内容評価をみると、「適切」が53.3％であっ

た。 

理解評価をみると、「良く理解できた」が

26.7％、「まあ理解できた」が6.7％と回答者

のほぼすべての人が理解できたと回答してい

た。しかしながら、無回答が66.7％を占めて

いる。理解評価の理由としては、「内容が丁寧

に説明されたから」が33.3％と最も多く、次

いで「内容が適切だったから」（26.7％）、「既

に学んでいたから」（6.7％）が多くなってい

た。 

 

（３）-３ 実践研修の時間について 

 

A. モニタリングの方法（講義・演習）120分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

6.7％、「適切」が86.7％であった。適正だと

思う時間についてみると、「120分」、「180分」

（共に1件）の回答があった。研修時間の評

価の理由についてみると、「講師の運営がうま

いから」が46.7％と最も多く、次いで「内容

が豊富だから」（33.3％）が多くなっていた。 

 

B. 個別支援会議の運営方法（講義・演習）

220分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

86.7％、「短い」が6.7％であった。適正だと

思う時間についてみると、「120分」（2件）が

最も多く、他に「150分」（1件）の回答があ

った。研修時間の評価の理由についてみると、

「講師の運営がうまいから」が53.3％と最も

多く、次いで「内容が豊富だから」（40.0％）、

「受講者の理解に差があるから」（13.3％）が

多くなっていた。 

 

C. サービス提供職員への助言・指導につい
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て（講義・演習）90分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

93.3％、「短い」が6.7％であった。適正だと

思う時間についてみると、「120分」（2件）が

最も多く、他に「100分」、「150分」（共に1

件）の回答があった。研修時間の評価の理由

についてみると、「講師の運営がうまいから」

が40.0％と最も多く、次いで「内容が豊富だ

から」（33.3％）が多くなっていた。 

  

D. OJTとしての事例検討会の進め方（演習）

120分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

93.3％、「短い」が6.7％であった。適正だと

思う時間についてみると、回答者すべてが

「120分」（3件）と回答していた。研修時間

の評価の理由についてみると、「内容が豊富だ

から」が26.7％と最も多く、次いで「講師の

運営がうまいから」（20.0％）が多くなってい

た。 

 

E. サービス担当者会議等におけるサービス

管理責任者の役割（講義）50分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

13.3％、「適切」が86.7％であった。適正だと

思う時間についてみると、「60分」（3件）が

最も多く、他に「45分」（1件）との回答があ

った。研修時間の評価の理由についてみると、

「内容が豊富だから」が13.3％と最も多かっ

た。 

 

F. 自立支援協議会との連携（講義）50分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

6.7％、「適切」が80.0％、「短い」が13.3％で

あった。適正だと思う時間についてみると、

「50分」（3件）が最も多く、他に「60分」（1

件）との回答があった。研修時間の評価の理

由についてみると、「内容が豊富だから」が

33.3％と最も多く、次いで「受講者の理解に

差があるから」（20.0％）が多くなっていた。 

 

G. サービス担当者会議および自立支援協議

会との連携の実践報告を受けて、自己の振り

返りとグループ討議（演習）100分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

13.3％、「適切」が80.0％、「短い」が6.7％で

あった。適正だと思う時間についてみると、

「100分」（3件）が最も多く、他に「60分」

（1件）との回答があった。研修時間の評価

の理由についてみると、「内容が豊富だから」

が20.0％と最も多く、次いで「受講者の理解

に差があるから」、「講師の運営がうまいから」

（共に13.3％）が多くなっていた。 

  

H. 障害者福祉施策及び児童福祉施策の最新

の動向（講義）60分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

20.0％、「適切」が66.7％、「短い」が6.7％で

あった。適正だと思う時間についてみると、

「60分」、「80分」、「90分」、「110分」、「180

分」（すべて1件）との回答があった。研修時

間の評価の理由についてみると、「内容が豊富

だから」が26.7％と最も多く、次いで「講師

の運営がうまいから」（20.0％）が多くなって

いた。 

 

（３）-４ 実践研修の期間について 

 

 今回の実践研修の期間の長さ（3日間）に

ついてどう思うか聞いたところ、「妥当である」

が26.7％、「まあ妥当である」が46.7％、合わ

せて7割以上が妥当であると回答していた。

しかしながら、「短すぎる」が20.0％、「長す

ぎる」が6.7％の回答があった。 

 実践研修の妥当と思う期間についてみると、

「3日」（5件）が最も多く、他に「2日」、「2.5

日」、「3.5日」、「4日」（すべて1件）の回答が

あった。 

 

実践研修の妥当と思う期間の理由 

〈４日間〉 

・地域づくり、組織づくりは管理者と共にサ

ビ管も意識して取り組まなければなりません。

そのためには、まず自分の「生き方」や「あ

り方」「地域と自分と事業所」を時間をかけ学

び、考える必要があると思います。そこの「自
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分の柱づくり」にあと1日日を増やしてもい

いかと思います。 

〈３.５日間〉 

・今回の内容で2.5日間は少し短く感じまし

た。3日くらいはあると良いかなと思いまし

た。内容が大事・大切な事も多いので…より

理解できるために。 

〈３日間〉 

・最初の2日は少し長い（集中力を考える

と） 。均等に3日で良いと思う。地域移行

支援（定着支援）について、もう少し詳しく

状況（滋賀の現状）・見通しを教えてほしい。 

・かなりハードで、つめこまれているスケジ

ュールですが、サビ管業務の振り返り、実務

者の研修としては妥当な内容だと思いますし、

必要な内容であると思います。講義での座学

の時間が少なく、演習の時間が随所にあるの

で、メリハリがあり、考える時間が多いのも

本研修のよかった点だと思います。 

・大切な内容ばかりなので、もう少し時間を

取った方がいいと考えます。 

・ひとつひとつの内容がとても重要であるた

め、しっかりと確認をしながら進めていく。

また、受講者のものにしようと思うと、中身

のボリューム的には丸3日間が必要かなとは

思います。 

・演習を実施していくことを考えると、時間

は多めにする必要はある。とはいえ、4日以

上になると、研修の出しにくさを考えると3

日が妥当と思います。 

〈２日間〉 

・人手不足の現場を空けられる余裕や、集中

度合いの問題 

〈その他〉 

・視点の学びと実際のサビ管としての業務も

つながっており、十分な内容だったと思う。

必要な講義がどれだけ盛り込まれていたか分

からないので、期間については明確に答えら

れない。ただ、現場から送り出す立場として

考えると、3日以上になると送り出しにくく

なる。 

・参加型なの発言機会が多くあり、長さより

もむしろそれぞれのワークの時間が足りない

と感じました。 

・本人中心の支援を行う上では、視点をしっ

かり振り返る必要があり、時間をかけるのは

大切 

・講義を開くだけでなく、演習をすることで

身につくものが大きい。成果を確かなものに

するには、中途半端な形ではなく、1つ1つの

演習にしっかり時間をかける必要があると思

います。 

 

（３）-５ 実践研修の目標達成について 

 

 実践研修の目標達成についてみると、どの

項目においても、回答者の9割以上がが「達

成できた」または「まあ達成できた」と回答

していた。しかしながら、「個別支援計画作

成・修正について熟達し、関係機関との連絡

調整や支援会議の運営、サービス提供職員に

対する技術的な指導・助言等一連のサービス

プロセス管理業務が行えるレベルに到達する」

に関しては「あまり達成できなかった」とい

う回答が6.7％いた。 

 

（３）-６ 実践研修に更に必要だと思う研修

項目 

 

「内容の画一化（研修が実施されるエリアに

よって質の差がないように）」 

今回は素晴らしい講師だったのでよかった

と思うが、この内容でどれだけ全国展開でき

るのか疑問に思った。たとえば、形式として

同じツール（購入式テンプレートなど）を使

用したとしても、前後又は演習中にどれだけ

充実したアドバイスできるかは人によると思

うので、「最低限の研修実施マニュアル」が必

要かと思う 

 

「他職種の職務理解」 

直接必要でない職種やサービス内容であっ

た場合、知るきっかけ作りは必要と思う（基

礎編であればとは思いますが） 

 

「虐待防止についての演習」 
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自分の価値観で仕事をしてしまいがちな支

援者にとっては必要な項目と考えます。 

 

「地域福祉・人材育成・分野別」 

・地域診断・地域開拓・連携がオールインワ

ンでなくさらに重要になってきているため。  

・人手不足、人材不足が更に進むため。  

・分野の特性や特徴を踏まえたもの（現行の

もの）を必須にする。 

 

「アンガーマネジメント研修」 

対人支援の中で感情をコントロールして

接する事が非常に大切だと考えるから 

 

「児童の発達的理解・児童の保護者支援に関

するもの」 

「児童発達支援管理責任者」の名称をせっ

かくつくったからには、児童特有の内容を取

り上げていくことが望ましいと思います。と

りわけ、アセスメント時に必要な発達的理解、

子育ての出発点の時の保護者支援（障害理解

への支援）などに関しては、今年度滋賀県の

児発管研修においても、ウエイトを高くした

ところです。分野別が全くなくなってしまう

のは不安です。 

 

「その他」 

・県内の自立支援協議会の運営状況を共有す

る機会。実際の研修では出席未経験者がメイ

ンになると思います。  

・分野ごとの専門性の担保（障害別）  

・最新の制度の動向の中で、発達障害者支援

法や発達障害児者支援についても触れていた

だければと思います。 

 

（３）-７ 実践研修の受講要件 

 

 実践研修の受講要件を実務経験2年以上に

設定することについてをみると、「まあ妥当で

ある」が66.7％と6割以上を占めるが、「短す

ぎる」という回答も33.3％と3分の1を占めて

いた。 

 実践研修の受講要件の妥当だと思う年数に

ついてみると、「2年」、「2.5年」、「3年」、「3.5

年」、「4年」、「5年」（全て1件）という回答が

あった。 

 

妥当と思う年数の理由 

〈５年〉 

・２年では利用者の事、サービス管理・連携

などが不十分かなと思います。 

〈４年〉 

・他の支援員を指導するスキルが必要だから。

事業所等で経験が大切だから。相手に対して

適切に対応するスキル。 

〈３.５年〉 

・経験年数の中身も確認が必要か（2年であ

っても） 

〈３年〉 

・準サビ管となって個別支援計画の作成業務

に関われる必須期間は難しいところ。事業所

の実情に応じてできるだけ早い取得という要

望はあると思うが、形式的な配置だけに価値

をおかず、両研修の受講に必要な経験年数を

援助する必要はないと考える。5年で基礎編

でいい。サビ管に限らず、この業界に資格が

少なすぎて、専門性やキャリア形成において

魅力がないと思う。上記のようにサビ管は5

年でいいので、その前（２～３年）でサービ

ス提供職員資格とかがあってもいいのでは？

また、この両研修だけで各種分野のサビ管に

就任できることには反対で、各々の事業の機

能を果たすためにも、分野研修も必須にして

ほしい。 

〈２.５年〉 

・基礎研修後、受講生の職歴や業務内容によ

るが、2～3年がよいのではないか。2～3年

のうちに、一定の業務は経験はできる。経験

したものをベースに実務をうけることで、ベ

ースアップは可能だろう。2～3年のうちにど

れだけ経験を積めるかが大切だと思う。 

〈２年〉 

・期間として長すぎるとサビ管取得者が追い

付かないのは出てくると思う。特に大事なと

ころは2年なのではなく、どのように2年を過

ごしたのか。2年間を事業所で積み上げるの
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か。事業所内でOJTができないところ（弱い

ところ）の積み上げ方の担保ができるのかの

視点とシステムが大切だと思っています。 

〈その他〉 

・基礎研修後、実践の中でケースと向き合い、

2年後にさらにレベルアップできる仕組みは

良いと思います。 

・実務経験に就いて：サビ管に就かない人も

実務要件に含まれるのかどうか。分野ごとの

専門性を担保することも必要なのかもしれな

いと思う。 

・人材の確保を考えると妥当と思う。単に経

験年数が長いだけで、力のない（知識の乏し

い）人も多いので。事前テスト等を実施して、

合格した者のみ受講できる方がいい。ケアマ

ネのような体制。現任研修、更新研修も充実

が必要。 

・短すぎると思いますが、実際小規模な法人

では経験が少なくても任命せざるを得ないと

ころもあるので、2年が妥当だと思います。 

・基礎研修の受講要件は従来通りで、2年の

実践を踏まえて実践研修を継続的にできれば

と思う。 

・少し2年では短いのではないかという印象

は受けます。もちろん分野別、障害別研修の

ところで、一定の専門性が確保された上での

2年であれば成り立つかと考えます。一定の

分野別研修（ポイント制？修了要件の設定）

が具体化されていくのと合わせて適切な年限

が見えるのかなと思います。 

・実務内容によって大きく左右されるものな

ので、サビ管の実務に就いて3年は必要。 

・本来はもう少し年数があった方がよいとは

思うが、必要な実務経験を今以上に延ばすと

現場としては厳しくなる。 

 

Ｃ－３. 相談支援専門員の業務実態とサー

ビス管理責任者等との連携に関する調査に

ついて 

 

（１）調査結果概要 

 

１）相談支援事業者 

 

本調査は神奈川県を対象とし、神奈川県の

HP に紹介されていた 487 カ所を対象に実施

した。住所変更などで返送された 23 の調査

票を除くと実施数 464 事業所である。107 事

業所から回答があり、回収率は 23.1％であっ

た。このうち、回答が不備なものを除き 105

事業所を分析対象とした。 

調査票は１事業所１票を郵送し、事業所内

の一人に回答を求めた。回答者の属性につい

ても調査項目とした。 

調査対象の 105 箇所の相談支援事業所が実

施している相談内容では、計画相談支援が

101(96.2%)箇所と最も多く、次いで、障害児

相談支援が 53(50.5%)箇所であった。地域移

行支援は約 3 割の事業所が実施していた。地

域定着支援は 2 割強の事業所か実施している

だけである。 

 

２）事業所の開設年と事業所の場所 

 

 障害児・者がサービスを利用する際には、

サービス等利用計画の作成が義務化されたの

が 2012 年 4 月からである。2011 年までは市

町村の委託事業として相談支援事業が実施さ

れていた。2012 年 4 月から個別給付として実

施されたことが、相談支援事業所の数を増や

す要因となっている。 

 事業所の設置場所について、市町村の庁舎

内、地域の公共施設などに設置されている事

業所は 7(6.7%)箇所でしかない。法人の所有

施設内が最も多く 50(47.6%)箇所であり、次

いで賃貸事務所が 45(42.9%)箇所となってい

る。サービス利用希望者が訪れやすい場所に

法人の施設があれば、気軽に相談できると思

われる。しかし、施設が街中にあるとは考え

にくいので、職員がアウトリーチすることで

対応しているのではないかと推測される。 

2011 年までに設置された相談支援事業所

は市町村の庁舎内、地域の公共施設等設置さ

れた割合が高くなっている。一方、2012 年以

降に設置された相談支援事業所は賃貸事務所

に設置される割合が高くなっている。 
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３）回答者の年代と性別と経験年数 

 

回答者の年齢を平均値が 49 歳、中央値が

47 歳で全体的に高年齢層が多い事がわかる。

年代別に表 5 にまとめた。年代をみると、40

代が 40(38.1%)人と一番多い割合を占めてい

た。次に、50 代が 25(23.8%)人であった。 

 性別ではほぼ同数であり、ともに 50％弱で

あった。 

経験年数では、相談支援を始めたばかりの

人から 30 年の経験がある人まで広汎な経験

年数であった。平均経験年数は 7.4 年であり、

中央値は 5 年であった。経験年数の長い人が

全体の平均値を押し上げていることがわかる。 

性別と経験年数をクロス集計すると、3 年

以下の人が女性では 25(51.0%)人であり、男

性は 15(30.0%)人である。3 年未満の経験年数

が女性全体の半数以上占めていることがわか

る。 

まだ、相談支援の経験年数が短く相談支援

をする時間が限られているので、このアンケ

ートに回答することになったとも考えられる。 

 

４）回答者の取得資格、受講研修、職責等 

 

回答者の取得資格については、社会福祉士

が最も多く 45(43.7%)、介護支援専門員が

41(39.8%)人となっている。障害福祉サービス

と介護保険の資格取得をしていることがわか

る。精神保健福祉士の資格取得者が少なかっ

た。 

 初任者研修の受講者が 88(83.8%)人、現任

研修の受講者が 63(60.0%)人である。職責で

は管理者が 59(56.2%)と半数を越えている。

59 名のうち相談支援専門員を兼ねている人

は 36(61.0%)名であり、管理職の半数以上が

相談支援専門員としての職務と管理職の職務

を行っている。 

 

２. サービス管理責任者等との連携 

 

サービス等利用計画と個別支援計画の整

合性を確認しているかどうかを問うたところ、

「すべて確認している」、「ある程度確認して

いる」を合わせると 75(71.4%)事業所が確認

していると回答している。30％弱の事業所で

は確認していないことがわかる。 

 同様に、個別支援計画作成に対してアドバ

イスやスーパーバイズしているかどうかを問

うた結果、「実施している」、「ある程度実施し

ている」と回答した事業所は 33(31.4%)箇所

しかない。 

 では、サービス等利用計画と個別支援計画

を確認している事業所が、個別計画作成への

助言やスーパーバイズをしているのかどうか

については、サービス等利用計画と個別支援

計画の整合性を確認していると回答した 73

事業所の内、個別支援計画への助言やスーパ

ーバイズを実施している事業所は 7 事業所し

かない。9 割以上の事業所が確認していても

助言やスーバーバイズを実施していないこと

がわかる。 

 個別支援計画がとても良くできていて、助

言やスーパーバイズの必要性がないとは推測

しがたい。相談支援事業所と各サービス提供

事業所との連携がとれていない、相談支援専

門員とサービス管理責任者の連携がとれてい

ないことが容易に想像できる。 

 助言やスーバーバイズを行っている事業所

が具体的にどのようなことを実施しているの

かについては分担研究３において詳細を示す

が、具体的な内容で多かったのが、「個別支援

会議への参加で整合性を確認している」、「支

援協議会、基幹相談支援センターから助言を

受けている」等であった。  

サービス管理責任者等との連携をとるた

めの工夫をしているかどうかをきいたところ、

「実施している」、「ある程度実施している」

が 61(58.1%)事業所であった。連携の工夫を

相談支援事業所が模索していることがわかる。

具体的な内容の詳細については分担研究３に

おいて示すが、これらの内容を精査すると特

別な工夫ではなく、相談支援の通常業務とし

てしなければならない内容であると思われる。

会議への相互の参加、電話での連絡、顔の見
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える関係等、相談支援専門員としてしなけれ

ばならない内容であるとしか思われない。 

サービス管理責任者等研修の内容を知っ

ているかどうかについては「よく把握してい

る」、「ある程度把握している」が 65(61.9%)

事業所であり、半数以上の事業所が把握して

いることがわかる。研修内容を深めた方が良

いと回答した内容の詳細は分担研究３におい

て示す。 

サービス提供責任者・居宅介護事業所との

連携が図れているのかを問うたところ、「良く

連携している」、「ある程度連携している」と

73(69.5%)事業所が回答している。３割の事業

所は連携がとれていないと回答している。居

宅介護事業所は障害者の在宅生活を支える重

要な役割を担っている。サービス提供責任

者・居宅介護事業所と相談支援専門員が連携

して、在宅生活が可能となる場合も多いと思

われる。どのようなことで連携を図っている

のか、具体的な内容の詳細については分担研

究３において示す。 

 

Ｃ－４. 精神障害を主たる対象とする福祉

事業所におけるサービス管理責任者へのイ

ンタビュー調査 

 

１．研究参加者の属性 

 

 12 名より研究参加に同意を得た。現在従事

しているサービス種別は、グループホームが

3 名、就労移行支援が 3 名、就労継続支援 A

型が 2 名、就労継続支援 B 型が 2 名、生活訓

練が 3 名であった。なお、1 名は生活訓練と

就労移行支援の多機能型事業所であった。保

有する国家資格は精神保健福祉士が 7 名、社

会福祉士が 3 名、作業療法士が 1 名、介護福

祉士が 1 名、資格なしが 1 名であった。福祉

サービスの従事期間は 4 年から 32 年、サー

ビス管理責任者従事期間は 1 年から 6 年であ

った。また、現在管理者と兼任している者は

9 名であった。 

 

２．サービス管理責任者としての業務 

 

 現在サービス管理責任者として従事してい

る業務内容について、サービス管理責任者従

事期間、福祉サービス従事期間、サービス種

別ごとに集計したが、いずれにおいても、個

別支援計画の作成、サービスの質・進捗管理

のどちらかはすべての研究参加者が行ってい

たが、その他の業務については個々のばらつ

きが大きかった。また、それぞれの研究参加

者によって、同じ業務でも管理者業務として

捉えられているものと、サービス管理責任者

業務として捉えられているものがあった。 

 

３．これまでの知識・スキルの獲得状況 

 

 これまで獲得した知識・スキルの習得方法

として主なものに、実践を通じた習得、研修

への参加、上司・先輩からの教育などがあっ

た。また、研修にはサービス管理責任者研修

だけでなく、職能団体や他の団体、一般向け

のビジネススキルの講習会なども含まれてい

た。また、サービス種別による習得スキルの

大きな違いは認められない一方で、就労支援

に関する知識・スキルはどのサービス種別横

断的に習得の必要があったと回答した者がい

た。一方、サービス管理責任者の業務として

示されているスーパービジョンについては習

得状況にばらつきがみられた。 

 

４．今後必要な知識・スキル 

 

 今後必要な知識・スキルとして挙げられた

ものには、コミュニケーション技術といった

個別支援における技術から、社会資源との連

携、管理業務といった事業所管理に関わるも

のまで多岐にわたる項目が挙げられた。 

５．研修に関する意見 

 

 今後の研修に関しては、現行の研修体系に

はないフォローアップ研修の設定や、サービ

ス管理責任者同士の交流の機会を設けるとい

った研修全般にかかわる意見のほか、管理職

的役割としてのサービス管理責任者の位置づ
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けを明確に伝えてほしいといった要望もあっ

た。また、基本的な知識のレクチャーを求め

る意見もあった。 

 

６.今後のキャリアについて 

 

 今後のキャリアについては、支援の幅を広

げることや自身のレベルアップなど前向きな

キャリア形成を想定する者がいる一方で、現

状ではこれ以上のキャリアがないと考えてい

る者、転職を考えていると語る者もいた。 

 

（平成 29 年度） 

Ｃ-１-１．サービス管理責任者等研修（更新

研修）テキストの作成 

 

（１）目的・対象者について 

 平成27年度において整理した更新研修の目

的及び対象者（素案）については以下の通り。 

（目的） 

・行政動向、制度改正等の最新の情報（アッ

プデート）を図る。 

・サービス管理責任者等の実践報告等により

これまでの業務内容を振り返るとともに実践

内容の確認をし、知識・技術の更なる底上げ

を図る。 

・サービス管理責任者等として、サービス提

供職員等へのスーパービジョンの方法を学ぶ。 

（対象者） 

サービス管理責任者等実践研修を修了し、

実際に業務に従事している者で、5年以内に受

講する者。 

 

 今年度、あらためて目的及び対象者につい

て検討したが、特に修正する必要はないと考

えられることから変更なしとした。 

 

（２）障害者福祉施策及び児童福祉施策の最

新の動向（講義）について 

 最新の動向を学習することによって、利用

者の制度的な環境の変化を理解することを獲

得目標とした講義である。ここ十数年の障害

福祉施策は大きく変化してきており、最新の

動向をおさえておくことは、サービス管理責

任者等として必須であると考えられる。 

 

（３）サービス提供事業所としての自己検証

（演習）について 

 グループワークを通じて、各自の事業所の

取組状況や地域との連携の実践状況を出し合

うことにより、コンプライアンスを理解し、

今後の事業所としての取組を明確にすること

を獲得目標とした演習である。 

 自己検証シートを事前課題１として受講者

に課し、当日持参したものを用いて行うこと

とした。 

 

（４）サービス管理責任者等としての自己検

証（演習）について 

サービス管理責任者等として自らを振り

返り、自己覚知を促し、支援のあり方や地域

との関わり方、今後の自らの取り組むべき研

修課題を明確にすることを獲得目標とした演

習である。 

自己検証シートを事前課題２として受講

者に課し、当日持参したものを用いて行うこ

ととした。 

 

（５）関係機関との連携（演習）について 

 関係機関との連携を振り返り、支援方針の

基本的な方向性や支援内容を左右する事項に

重点を置いてグループワークを展開すること

により、関係機関との連携を理解するととも

に、（自立支援）協議会の役割を再認識する

ことを獲得目標とした演習である。 

 自己検証シートを事前課題３として受講者

に課し、当日持参したものを用いて行うこと

とした。 

 

（６）事例検討のスーパービジョン（講義・

演習）について 

事例を通じて、支援のあり方、支援方針、

支援の内容を検討し、良かった点や改善が必

要な点について、グループワークによって明

確化しスキルアップを図る。また事例につい
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て、スーパービジョンを体験することを獲得

目標とした講義・演習である。 

 当初、演習のみとしていたが、ガイダンス

部分に「事例検討の意義」等の講義部分を盛

り込むこととした。 

 事例は本来受講者が持ち寄った中から選定

したほうが効果は高いと思われるが、事前の

事例収集及び読み込み、選定の時間等の問題

から、モデル研修においては研修講師による

事例提供とした。 

 

（７）サービス管理責任者等としてのスーパ

ービジョン（講義）について 

サービス管理責任者等として、サービス提

供職員等へのスーパービジョンに関する基本

的な理解を深めることを獲得目標とした講義

である。 

スーパービジョンの技術は、サービス提供

職員に対するものだけでなく、利用者に対し

ても用いられるものであり、支援者としての

普遍的な技術であることを学び、ミニ演習も

交えて体感できる内容とした。 

 

（８）サービス提供職員等へのスーパービジ

ョン（演習）について 

事例を通じてサービス管理責任者等とし

てサービス提供職員へのスーパービジョンの

具体的な技術を獲得し、実際の場面における

スーパービジョンの構造や機能を理解するこ

とを獲得目標とした演習である。 

 （７）の講義内容を踏まえ、現場でジレン

マを経験したサービス提供職員から相談を受

けたサービス管理責任者等の事例を用い、ス

ーパービジョンのロールプレイを行い、気づ

き等について討論する内容とした。 

 

（９）研修のまとめ（演習）について 

研修を通じて、サービス管理責任者等とし

てのスキルアップをどのように図るかをグル

ープワークにおける討議を通じて理解し、各

自まとめて、事業所に持ち帰られるようにす

ることを獲得目標とした演習である。 

 モデル研修でもあるため、研修を受講して

の感想なども聴取した。 

 

Ｃ-１-２「サービス管理責任者等更新研修」

モデル研修の実施 

 

（１）実施概要 

 千葉県及び滋賀県において、「サービス管理

責任者等更新研修」のモデル研修を実施した。 

（千葉県） 

日時：平成29年10月7日～8日 

場所：千葉県教育会館 

参加人数：20名 

（滋賀県） 

日時：平成30年2月24日～25日 

場所：滋賀県庁内 会議室 

参加人数：12名 

 

（２）アンケート回答者属性について 

千葉県のサービス管理責任者等更新研修

（モデル研修）の受講者の経営主体について

みると、「社協以外の社会福祉法人」が50.0％

と最も多く、次いで「NPO（特定非営利活動

法人）」（30.0％）、「株式会社等」（20.0％）と

多くなっていた。 

 滋賀県受講者の経営主体についてみると、

「社協以外の社会福祉法人」が83.3％と最も

多く、次いで「地方自治体」（16.7％）となっ

ていた。 

 千葉県受講者の所属事業所が実施している

分野についてみると、「身体分野」「知的分野」

「児童分野」が各8件と最も多く、次いで「難

病等」が6件、「精神分野」が2件であった。 

 滋賀県は、「身体分野」「知的分野」が各5

件、次いで「難病等」が4件、「児童分野」が

2件、「精神分野」が1件であった。 

 千葉県受講者の事業所が実施しているサー

ビスについてみると、「生活介護」が12件と

最も多く、次いで「放課後等デイサービス」

が8件、「共同生活援助」が3件、「施設」が2

件、「就労B型」「生活訓練」が各1件であった。

その他の事業としては、訪問系サービス、相

談支援事業所、短期入所等であった。 
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滋賀県は、「生活介護」が6件と最も多く、

次いで「共同生活援助」が3件、「児童発達支

援」が2件、「療養介護」「機能訓練」「就労移

行支援」「施設」が各1件であった。その他の

事業としては、訪問系サービス、短期入所、

保育所等訪問支援等であった。 

千葉県受講者の役職についてみると、「管

理者クラス」が8件と最も多かった。同様に、

滋賀県においても「管理者クラス」が6件と

最も多かった。 

 千葉県受講者の保有資格についてみると、

「介護福祉士」が10件と最も多く、次いで「ヘ

ルパー２級」が9件、「社会福祉主事」が6件、

「社会福祉士」が3件であった。その他とし

ては相談支援専門員、介護支援専門員等であ

った。 

滋賀県は、「社会福祉士」が5件、「介護福

祉士」が3件、「社会福祉主事」「ヘルパー2級」

が各2件、その他としては、介護支援専門員、

臨床心理士等であった。 

 千葉県受講者の性別・年齢についてみると、

「男性」が70.0％、「女性」が30.0％であり、

「30歳代」が35.0％、「40歳代」が25.0％、「50

歳代」が20.0％であった。 

 滋賀県は、「男性」が83.3％、「女性」が16.7％

であり、「30歳代」「40歳代」が41.7％、「50

歳代」が16.7％であった。 

 介護・福祉の仕事に従事した年数について

みると、千葉県、滋賀県ともほぼ10年以上の

経験を有しており、半数以上が5年以上のサ

ービス管理責任者等の経験を有していた。 

 

 千葉県受講者の事前テスト（P21）結果は、

平均21.5点／30点満点（正答率71.6％、標準

偏差±5.6）であった。事後テスト（P23）結

果は、平均23.6点／30点満点（正答率78.7％、

標準偏差±8.3）であった。 

 滋賀県は、事前テスト結果が、平均24.5点

／30点満点（正答率81.7％、標準偏差±8.2）

であった。事後テスト結果は、平均24.1点／

30点満点（正答率80.3％、標準偏差±8.5）で

あった。 

 

（２）各研修項目の理解度とその理由につい

て 

 

・千葉県 

 各研修項目とも、「良く理解できた」「ま

あ理解できた」を合わせると、100％近くとな

った。「事例検討のスーパービジョン」のみ、

「あまり理解できなかった」が1名いたが、こ

れは、演習前の講義についてアナウンスが不

十分であったためであり、滋賀県のモデル研

修に活かした。 

 理解できた理由については、講義科目は「丁

寧な説明」、演習科目は「内容が適切」との

理由が多かった。 

 逆に理解できなかった理由は、「施策の最

新の動向」では、時間の関係からどうしても

急ぎ足の説明になってしまうため、もっと時

間がほしかったとの意見があった。 

 

・滋賀県 

 千葉県と同様、無回答を除けばほぼ100％近

くが理解できたとの回答を得た。「サービス

管理責任者等としてのスーパービジョン」の

み、「あまり理解できなかった」が2名いた。

「考察」において分析する。 

 理解できた理由については、千葉県と比べ

て「内容が適切」との理由が多かった。 

 逆に理解できなかった理由は、「サービス

管理責任者等としてのスーパービジョン」で

は、メリハリがなく集中しにくかったとの意

見があった。 

 

（２）各研修項目の研修時間の評価と長い・

短いを感じた理由について 

 

・千葉県 

 「施策の最新の動向」については、「短い」

が8件あったものの、他の科目の時間について

は、1～3件であり、「長い」は1～3件であっ

た。「適切」は「施策の最新の動向」を除く

と12～18件であり大勢を占めた。 

 「長い」と感じた理由は、「施策の最新の

動向」において「受講者の理解に差があるか
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ら」が3件あり、「関係機関との連携」におい

て「必要な内容だが体力的に疲れてくる」と

の記載が見られた。 

 「短い」と感じた理由は、「施策の最新の

動向」で、「内容が豊富だから」が7件あり、

「自分の知識が十分でなかった」との自由記

載の意見があったほか、「サービス管理責任

者等としてのスーパービジョン」では、「面

白いし、すぐに時間がたった」との意見があ

った。 

 

・滋賀県 

 「施策の最新の動向」については、「適切」

が9件、「短い」が1件であった。「サービス

提供事業所としての自己検証」が「長い」3

件「適切」6件「短い」1件と意見が分かれた。

「サービス管理責任者等としての自己検証」

についても、「長い」2件「適切」5件「短い」

3件と意見が分かれた。「関係機関との連携」

についても、「長い」2件「適切」6件「短い」

2件と意見が分かれた。その他の科目の時間に

ついては、「適切」が7～10件であり大勢を占

めた。 

 「長い」と感じた理由は、「自己検証」に

おいて「コンパクトにまとめてほしい」「集

中が続かない」等の意見があった。 

 「短い」と感じた理由は、内容の豊富さを

挙げている理由が目立ったが、「サービス提

供職員へのスーパービジョン」では、ロール

プレイにおいて「役割等の設定についてもう

少し作りこみが必要」との意見があった。 

 

（３）各研修項目の満足度と満足・不満を感

じた理由について 

 

・千葉県 

 「満足」、「概ね満足」を合わせると大勢

を占めるが、「サービス管理責任者等の自己

検証」「関係機関との連携」「事例検討のス

ーパービジョン」の各項目に「やや不満」が1

件ずつあった。 

 「満足」の理由は、「自身の振り返りに役

立った」が多く、「内容が充実していた」が

続く。特にスーパービジョンについては「学

びたい内容であったから」が多かった。 

 「不満」の理由は、「関係機関との連携」

で「自身の振り返りに役立たなかった」が１

件、「事例検討のスーパービジョン」で「学

びたい内容ではなかったから」が1件あった。 

 

・滋賀県 

千葉県と同じく「満足」、「概ね満足」を

合わせると大勢を占めるが、「サービス管理

責任者等としてのスーパービジョン」に「や

や不満」が1件あった。 

 「満足」の理由は、「自身の振り返りに役

立った」が多く、「内容が充実していた」が

続く。特に「施策の最新の動向」については

「学びたい内容であったから」が多かった。 

 「不満」の理由は、「サービス管理責任者

等としてのスーパービジョン」で「集中しに

くかった」との意見があった。 

 

（４）更新研修の研修期間の評価と妥当な期

間及びその理由について 

 

・千葉県 

更新研修の研修期間（2日間）について、

「妥当である」が47.4％と約半数、「まあ妥

当である」21.1％と合わせると、約7割であっ

た。「短すぎる」は21.1％、「長すぎる」は

10.5％であった。 

妥当な研修期間については、2日間が

16.7％、3日間が83.3％となり、2日間を妥当

と回答していても3日間を望む受講者が多か

った。 

 それぞれ妥当と思う理由については、自由

記述において、以下のような意見があった。 

【2日間】 

・勤務調整を行う中で、2日間以上は出席が

難しい。 

・1日ずつ少し離して開催する、あるいは1

日の時間を短縮する等あった方が良かった。 

【3日間】 

・遠方から来る受講生を考慮すると、1日の

時間を少し短くして、2～3日間だと助かる。 
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・事例検討を違ったケースでもう1事例くら

い行いたい。 

・更新研修の「関係機関との連携」と「事例

検討のスーパービジョン」において、サービ

ス事業別に捉え方が違うため、同様の内容を

実施するのであれば、時間を延長するより、

日数を増やすことが妥当。 

 

・滋賀県 

更新研修の研修期間（2日間）について、

「妥当である」10％と、「まあ妥当である」

90％と合わせると、全員であった。 

妥当な研修期間については、1.5日間が

16.7％、2日間が83.3％であった。 

 それぞれ妥当と思う理由については、自由

記述において、以下のような意見があった。 

【1.5日間】 

・改めて自らを振り返る機会は必要である。

見方がかたまってしまったりするので、サビ

管の集まりで議論し研鑽できることは必要。 

【2日間】 

・質を担保する上では重要な研修と思うので、

省力するのはあまりよくない。 

・内容が濃いため2日間でも厳しい内容だと

感じる。しかし、2日以上の時間を取ること

も難しいと考える。 

・2日間続けての研修は難しい事業所が多い

と思う。 

 

（４）更新研修の目標達成度について 

 達成目標は以下の３点を掲げており、各項

目について達成度を尋ねた。 

１．行政動向、制度改正等の最新の情報

（アップデート）を図る 

２．サービス管理責任者等の実践報告等

によりこれまでの業務内容を振り返ると

ともに実践内容の確認をし、知識・技術

の更なる底上げを図る 

３．サービス管理責任者等として、サー

ビス提供職員等へのスーパービジョンの

方法を学ぶ 

 

・千葉県 

 どの項目も概ね「達成」もしくは「まあ達

成」となっていたが、「あまり達成できなか

った」については「1」が3件、「3」が1件あ

った。 

 

・滋賀県 

 どの項目も概ね「達成」もしくは「まあ達

成」となっており、「あまり達成できなかっ

た」「達成できなかった」についてはなかっ

た。 

 

（５）更に必要だと思う研修項目とその理由

について 

 

・千葉県 

・個別支援計画の作成、モニタリングの方

法 

・会議開催 

・スーパービジョンの方法 

・相談支援専門員との連携 

・同一事業でのサビ管研修 

 

・滋賀県 

・意思決定支援と代理決定 

 

（６）更新研修の受講要件（実践研修受講か

ら5年以内）について 

 

・千葉県 

 「妥当」「まあ妥当」を合わせると9割を超

えているが、妥当な年数については5年が50％、

3年、2年が各25％であった。妥当と思う受講

要件（年数）とその理由については以下のと

おりである。 

【2年】 

・実際の業務内容の確認にもなるため、もっ

と短くして良いと思う。 

【3年】 

・定期的に自分や事業所のサービスを振り返

るのと、新しい制度を学べる機会となるので

実施した方がよいと思う。 

【5年】 

・ケアマネも5年更新なので妥当と思う。 
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・1つの区切りとして5年はちょうどいいと思

う。色々のところで、忘れかけてしまう時に

研修が入るのは良いかなと思う。 

・サビ管を取得し、実際サビ管として経験し

た年数で受講してはどうか。 

・相談支援現任研修と同じ期間となるため。 

・新たな法律にも対応できると思うため。 

 

・滋賀県 

 「妥当」「まあ妥当」を合わせると9割を超

えているが、妥当な年数については5年が60％、

4年、3年が各20％であった。妥当と思う受講

要件（年数）とその理由については以下のと

おりである。 

【3年】 

・更新研修が運用された後は、5年ごとでも

いいと思うが、階層的な研修の意図が理解さ

れ、研修内容が充実する（整理される）まで

は、短い方がいいと考えます。法人規模にも

よるが、実践研修修了後、5年もサビ管を務

められる者があまりいないのが現状。 

【4年】 

・制度の変化なども含め、同時期（期間）程

度で更新していく方が、情報の更新もしやす

いと思われる。期間を短くする分研修内容を

コンパクトにし、更新しやすくできたらいい

のでは。 

【5年】 

・振り返りから実践して評価するＰＤＣＡが

大事だから 

・短すぎると事業所の負担が大きくなるかな

と考える。初年度に関しては、現在人員に更

新研修ができると理想ですが…。 

【その他】 

・従事していないと受けられないのはどうか

と思う。必ずしもサビ管の仕事をしていると

は限らないので。 

 

（７）サービス管理責任者等の資格を取得し

た後に、実際に受講した障害児・者支援に関

する研修について 

 

・千葉県 

・ASD国リハ自閉症セミナー  

・強度行動指導者養成研修 

・強度行動障害者支援者養成研修  

・SST初任者研修  

・発達障害者就業支援基礎研修 

・運動と感覚の高次化理論  

・通所事業所連絡会（千葉市）における研修 

・虐待防止 

・虐待防止マネジャー研修 

・成年後見制度 

・相談支援従業者初任者研修  

・相談支援スキルアップ研修  

・相談初任者研修（児童、成人）  

・相談現任者研修 

・医療ケアの地域実践  

・発達支援研修 

・会議の進め方 

・日精研  

・神奈川ケアマネジメントネットワークの研

修 

・サービス管理責任者のみの研修ではなかっ

たと思うが、職員全員で支援のあり方の研修

を受けた（県庁職員が講師だったと思う） 

・就労支援 

 

・滋賀県 

・県社協主催、管理職研修（主にマネジメン

ト）  

・権利擁護に係る研修は毎年受講（差別解消、

虐待防止、意思決定支援）（法人必須のため） 

・講師研修（国リハ実施） 

・強度行動障害研修 

・行動援護従事者研修 

・スペクトラムに関するもの 

・視覚支援について 

・関係機関との連携 

・中間管理職研修 

 

（８）サービス管理責任者等の資格を取得し

た後に、受講したいと思う障害児・者支援に

関する研修について 

 

・千葉県 
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・障害福祉施策、児童福祉施策について  

・地域資源の活用（事例の共有） 

・職員育成  

・事例検討 

・所属するサビ管の専門知識（ex医療ケア、

介護、営業） 

・各放課後等デイサービスで、どんな療育活

動をしているのか発表し合うワークショップ

のようなもの 

・教育（コーチング） 

・今回の更新研修の内容を受講したいと思っ

ていた。特にスーパービジョンについて 

・サビ管の実際の業務 

・障害の方への色々な接し方 

・事例検討についての研修 

・相談等のスキルアップに関わる研修（対人

に関係する研修） 

・どんな研修があるのでしょうか…？できた

ら遠方でない方がありがたい。 

分野別の研修があれば参加してみたいと思う。

また、その研修日程等が事業所に周知される

とよいと思う。 

 

・滋賀県 

・施策の最新の動向（適宜更新したい）  

・スーパービジョン 

・困難ケースの対応方法 事例持ち寄ってス

ーパーバイズを受ける。 

・スーパービジョン 

スーパービジョンの研修は必要だと思った。

また、機会があれば参加したい。 

・青年、成人、就労に関するような児童・学

齢期以降の支援や課題に関する研修 

 

（９）サービス管理責任者等更新研修に関し

ての意見について 

 

・千葉県 

・現在、サービス管理責任者を行っている人

に対しては、適しているが、行っておらず、

資格を取るために更新研修を受けにきた人が

いたら、ついてこれそうにない高い内容。そ

ういう人たちにどうするか。千葉県のサービ

ス管理責任者講習のファシリテーターをさせ

てもらっているが、もし更新研修のお手伝い

をさせていただいた時にどう運営すればよい

か考えてしまいます。 

・制度についてよくわかりました。普段従事

している事業所以外のことは把握しきれてい

ないことが多いので、繰り返し受講する機会

があればと思います。  

・サビ管として従事、管理者として兼務、そ

の他業務との兼務など、いろいろな従事の仕

方があるので、色々なパターンのやり方を知

りたいと思います。 

・多職種の方のサビ管が集まって話をできる

機会もないのでよかった。  

・分野ごとのサビ管が集まって話をできる機

会も中にはあってもよかったのでは…と思い

ました。  

・もっとがんばらないと！って研修を通して

学びました。2日間ありがとうございまし

た！ 

・2日間ありがとうございました。勉強にも

なりましたし、意見の交換の場にもなってよ

かったです。 

・同じ立場として業務に取り組んでいる方々

の集まりとなる為、前向きなグループワーク

の場としても活用したい。制度変更にも対応

しなければならないため、今回のように変更

点のポイント、サビ管の立ち位置等初心に戻

るきっかけとしても活用できると良いかと思

います。ありがとうございました。 

・今日の研修では、サービス管理責任者とし

ての振り返りが出来、自分の出来ていないこ

との部分、対応する必要性を知るいい機会に

なりました。という意味では、自らのサービ

ス管理責任者の業務内容等を見直す必要があ

ると感じています。 

・グループ演習に関して、グループごとに協

議する内容等に差が出ている部分を感じまし

た。各グループに運営スタッフを配置する等

して学びに差が出ないように工夫してはどう

かと思いました。 

・更新研修の導入の際はサービス種別とまで

は思いませんが、「暮らし」と「活動」で分
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けて実践された方がいいと思います。事業所

の運営形態によって捉え方を共有するのに時

間が必要となることはご周知してください。

大変勉強になりました。 

・更新研修はあった方がよいと思います。 

・ごくごく些細なことで誠に恐縮なのですが、

2日目朝、自分は会場前8時40分に着きまし

た。早いので、待つのはかまいません。後か

ら主催の方が到着しました。「おはようござ

います」と待っているのが当たり前という態

度で目の前を通って行かれました。「お待た

せしました」の一言でもあればいいかと思い

ます。自らが主催であるという自覚がないの

だろうな、自分らは指導する立場で”上”で

あると無意識に思われているのだろうなと感

じます。小さな尊重もされず、日頃こうして

踏みつけられているのが現場の者です。誰も

現場員の尊厳など言いません。我慢して当然

という風潮です。せめて主催して人を集める

ときだけでも構いませんので、少し考えてい

ただければ幸いです。 

・参加させていただくまでは、どのような難

しい研修か…？と心配でしたが、受講を終え

て、サビ管として大事な点を見直しました。

事業所のサビ管にもぜひ受けさせたいと思い

ます。ありがとうございました。 

・児・者など分野別だとより理解しやすいか

なと思いました。 

・自分が足りない部分を理解することができ

ました。 

・ぜひ、実現してほしいと思います。研修指

導が役立つことを願います。 

・チーム支援は大切で、自分の事業所もレベ

ルアップをしたいと思っている。新人3年未

満が多く、まだまだ1人ずつのレベルが低い。

今は、一人一人に目も手も当てている。チー

ム力は次かな…。チーム力はどこが一番大切

か…と悩む。同じ支援方法が良いとは思って

いない。ただ、同じ方向は向いていたいと思

う。いろんな人がいろんなアプローチをして

いきながら、利用者支援を充実させていきた

い。職員も得意なところ・ことで力が発揮で

きるようにしてあげたい。チーム力アップに

何が大切か！教えてください。 

 

・滋賀県 

・更新研修を受ける要件として、実際にサビ

管についている、あるいは5年の中で2年サビ

管として勤務していることがあがっているが、

異動のある職場ではなかなか厳しいものがあ

る。更新研修が受けられてなくても、一旦途

切れてしまった場合、実践研修から受けなお

すことでＯＫとかの配慮が欲しいです。段階

的な研修にしていくよさはわかりますが、し

くみが複雑になればなるほど、事業所が維持

するための人材育成が難しくなります（行政

のなかにいると、しくみを理解してもらうの

も難しい）。 

・仕組みが分かりにくいので、分かる化だけ

はしておいてほしいです。  

・前後宿題、おもしろい発想だと思います。 

・事前課題は問の意図を理解しにくかったの

で、もう少し分かりやすくする必要があると

思います。  

・計画・モニタリングの書き方のおさらいも

あってもいいと思います。  

・全体的にレベルが高い内容でした。 

・2日間ありがとうございました。サビ管・

児発管の資格を取得することが目的ではなく、

利用者への支援・事業所の運営のためだと思

います。決して、取得目的にならないように、

サビ管の取得、更新の両方の研修制度とプロ

グラムを進めていただければと思います。 

・2日間ありがとうございました。大変勉強

になりました。 

・ありがとうございました。 

・意思決定支援の講義については、受講者の

レベルを踏まえると、概要よりは個別支援計

画と連動させた実践（事例）を持ち寄り、話

す場があると良い（ストレングスモデル） 

 

 

Ｃ-２.スーパービジョンに関する研修効果

の調査 

 

（１）サービス提供職員等へのスーパービジ
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ョン研修に対する受講生評価（質問紙調査か

ら） 

 サービス管理責任者等が実際にサービスを

提供する職員に対するスーパービジョン（以

下「SV」という）が重要であることが認識さ

れ、様々な場所で研修が実施されている。例

として、中央福祉学院「ロフォス湘南」では、

3日間の SV研修を社会福祉施設等の管理職員、

指導的職員に対して実施している。 

 本モデル研修でも SV 研修を短い時間では

あるが取り入れている。ここでは、サービス

提供職員に対する SV 研修に対するアンケー

ト調査の結果を中心にまとめた。 

 

1) 講義・演習内容の理解 

 講義の内容理解について、無回答が 3 名い

たが、27 名(93.1%)が理解できたと回答して

いる。理解できなかったと回答した 2 名の内、

1 名は「メリハリがなく、集中しにくかった」

と回答していた。 

 講義の内容が理解できた理由を聞いた結果、

「内容が適切であった」11 名(45.8%)、「内容

が丁寧に説明されていた」が 14 名(58.3%)と

講義の内容については、概ね受講者のレベル

に合っていたと推測できる。 

 次に、演習部分の評価について、演習に関

しては、24 名全員が理解できたと回答してい

た。 

 また、理解できた理由では、「内容が適切、

内容が丁寧に説明されていた」と回答してい

た受講者が 12 名(50%)となっていた。 

 

2) 講義・演習の時間 

SV の講義時間が適切であったか、受講生に

回答してもらった。 

 「適切」だと回答した受講生が 27 名（87.1%）

であった。講義時間としては適切であると受

講生が判断していることがわかる。 

 SV 演習の研修時間に関する受講生の感じ

方について、演習は 120 分で実施したが、「長

い」と回答した受講生が 2 名（6.5%）、「適切」

と回答した受講生が 21 名(75.0%)であった。

また、「短い」と回答した受講生が 5(17.9%)

名いた。長いと回答した 1 名は 100 分が適切

と回答している。また、短いと回答した 5 名

は 130 分、150 分、180 分が適切と回答してい

る。 

 

3) 講義・演習の満足度 

SV 研修講義について、受講者の満足度を回

答してもらった。 

「満足した」と回答した受講生が 17 名

(58.6%)、「概ね満足した」が 11 名(37.9%)、

「やや不満」が 1 名いた。この 1 名の不満の

理由が「集中しにくかった」と回答している。 

 それぞれの回答に対して、どのような理由

なのかを聞いた。 

 「学びたい内容であった」と回答した受講

生が 16 名(61.5%)と最も多かった。次に、「自

身の振り返りに役立った」が 13 名(50.0%)で

あった。「内容が充実していた」が 12 名

(46.2%)となっている。 

 次に、演習の満足度をまとめた。 

 「満足した・概ね満足した」が回答者全員

であった。 

 その理由について、「学びたい内容であった」

と回答した受講生が 18 名(66.7%)となってい

た。 

 講義は聞く機会があっても、実際に SV の演

習まで実施する研修は少ないのではないのか

と思われる。そのため、演習として SV を学ぶ

機会がなかったので、「学びたい内容であった」

が 18 名(66.7%)と多くなったのではないのか

と考えられる。 

 

4) 更新研修としてのスーパービジョンの目

標が達成できたか 

 更新研修としての SV 研修の目的が達成さ

れたと思うかを本人の主観で聞いた。  

 「ある程度達成できた、達成できた」と回

答した受講生が 29 名(96.7%)である。SV 研修

を受講したかったが、受講できないままであ

り、この更新研修で初めて受講したのではな

いのかと考えられる。それ故、目的がある程

度達成できたと感じている割合が高くなって

いるのではないのかと推測される。 
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（２）サービス提供職員等へのスーパービジ

ョン研修に対する受講生評価（グループイン

タビュー調査から） 

 
1)千葉県の更新研修ヒアリング：研修全体に
対する意見、学び等の集約 
 
a.自分自身を振り返ることができて大変良かった。 

 

b.事業所のある市町村で障害者支援について、どのような

取り組みをしているのか、障害者支援を行う上で、どのような

資源があるのかを強く知る必要があると感じた。 

・サビ管の資格を取ってから、このような研修の機会もなく、

毎日に追われているうちに、サビ管本来の業務を見失ってい

たように感じている。 

 

c.自分の職務が単なる資格要件にとどまらず、本当に利用

者（入居者）のサービスの質の向上に直結できているのだ

ろうかという強い思いが生まれた。 

・支援業務全体の中でサビ管としての立ち位置をもっと明確

なものにし、それによって自分なりの自信と手ごたえ得られる

支援ができないものか。 

・入居者の相談支援等にあたって担当支援員とともに考え、

ともに学んで行けること。 

・チームとしてその構成員から積極的な意見や提言を得て

具体的な対応や支援方針が立てられていくこと。 

・定期的な個別支援計画やモニタリングの実施という基本

枠を自己の守備範囲と定め、日々の支援過程で生じる問

題や課題については、その取り組みが消極的な人や異なっ

た意見等の調整が困難なまま決定が先送りされるなどのケ

ースも少なくない。 

・会議そのものが形骸化を余儀なくされている。 

 

d.サビ管が配置必須となり、多くの利用する本人や家族に

関しては喜ばしいことなのに、現状は質が異なる悲しい現実

もある。 

 

e.答えは本人が持っている。 

・しっかりと相談できる関係を作ることの重要性。 

・情報の伝え方についても、相手によってとらえ方は千差万

別なのでそれを踏まえて対応すること。 

・相手を信じて、よいところを伸ばせるような生活モデルを意

識した相談支援を心がけたい。 

・つながりを持って支援することの重要性。 

 

f.サービス管理責任者として業務を遂行することのむつかしさ

を改めて感じた。 

 

g.情報交換の場として、また日ごろの「ガス抜き」として有意

義な研修であった。 

・「最新の制度の動向」以外、更新研修としてではなく、初

回研修でやるべきではないかという疑問も感じた。 

・「更新研修」として考えるならば、1 日で実務的な制度情

報の確認や個別計画の視点などを講義ないし実習すること

で十分ではないか。時間の使い方がチグハグのように感じら

れた。 

 

h.今回の研修は、最高の講師陣だからこそ研修が成り立っ

ており、2 年後、各都道府県でこの内容の研修をしましょうと

なったら、どうやって講師を育成するのかという根本的な課題

が出てくると思う。 

・現にファシリテーターの中にはレベルの低いものもいる 

・講師の質を考えると都道府県レベルで維持ができるのか心

配である。 

 

i.様々な環境（分野）で活躍されてきた受講生が集まり、

一堂に同じ事例や課題について協議することを通して、実

際の演習を行う際のグループの雰囲気づくり、各役割（司

会・進行・記録・発表）について、時間内に必要な課題に

ついて取りまとめるといった会議の進め方や効果的な情報収

集、プレゼンテーションの仕方についても考えることができた。 

 

2)滋賀県更新研修ヒアリング：研修全体に対
する意見、学び等の集約 
 

a.児童ってちょっと違うよなって思う部分も多かったのだけど、

今回の内容に関しては、どれも共通して大事だなと思わせて

もらえることも多く、むしろ「ああ、そういう視点て大事だな」と

逆に学ばせてもらうことも多かった。 

・実際現場でのリアルな悩みなんかも聞かせてもらえることが

勉強になった。 

・児発管って、最初に研修受けてそのあと何もなかったので、

その人なりのやり方でずっとやられてたかなっていうことで、児

発管同士も交流する場なんかもない中で、こういう更新研

修ってやっぱり大事だなと感じた。 

 

b.非常に労力を使う研修で、それはそれでいい機会だったな

と思っています。 

・共通になるというのを聞いて、私はどこかで違和感を持って

いたのですが、いろんな分野の方と、もう少しこう広い形でほ

かの分野での現状を聞きながら話すというのはすごくいいなっ

て今日改めておもって、その分野別でなくなるというところでの

良さを初めて感じました。 

 

c.更新研修というところで、今までを振り返る機会というのは

大切だと感じた。 

・分野別の講義でなくなるというところからいうと、サビ管自身

も広い視野を持ち、話し合いの機会がどんどんとあることはい

いこと。 

・支援者の人材育成も含めてというところでの研修の機会も

大切なことなので、そのあたりが盛り込まれている。 

 

d.更新研修の中身としては、どれも大事で実践、日々やっ

ていることの振り返りとしては、よかった 

 

e.事前課題をするということで、自分が研修に来るという意

義とか、自分が普段どういうふうに仕事しているんだということ

がまとめられるという意味ではよかった。 

 

f.（受講要件）10 年でどのくらいのスキルが身についている

のかわからないんですけど、もう少し丁寧な準備をしてあげた

方がより研修に取り組みやすいかなと思う。 

 

g.分野の違う人や同じ人をあえてグループ分けをされたかと

思うのですけど、非常にそこを感じられたのは良かった。逆に

Ｇの中にたとえば地域生活に人が一人だけ入ったりするＧに



48 

 

 

なってしまうと、悶々として帰る可能性も秘めているなと。Ｇ

の振り分け方もすごく気を付けないと結局研修で心が折れる

ような人なんかも出てきたりする。 

 

h.振り返る部分と新たに持って帰ってもらう部分みたいな両

輪みたいなものが、気づきの部分と振り返って気づく部分とま

た新たな知識として身に付ける部分のこの両輪というのは必

要だと感じた。 

 
 
3)千葉県更新研修ヒアリング：サービス管理
責任者等としての SV 研修に対する意見、学
び等の集約 
 

a.結構自分の考えを言っていることが多いと気が付いた 

 

b.相手の話を傾聴し、ご本人が自分で課題を整理し、課

題に向かい解決していく、本人の気づきを促すといったことを

改めて思いますことができた。 

・結論等は自分が出していた気がする 

 

c.これまで、漠然とした必要性を感じながら、技術や技法に

ついても知ることが少なく、方法論としても明確に自覚できな

いテーマだった。 

・常に原点に立ち戻り、傾聴の技術が真に目指す目的に少

しでも近づくこと。 

 

d.職場の状況そのものを変えていけること、ともに考えること

で対処の知恵を出していける。 

・バイザーとバイジーの良好な関係を作ること、職人的スキル

として共有できなかった部分が新たに共有されることで、人材

育成と職場のレベルアップにつなげられるという期待がある。 

・スーパービジョンの機能を展開させるためには、今後とも相

当高度な技術と日頃の自己研さんが求められることも合わ

せて痛感した。 

 

e.スーパーバイザーという名称の人材が福祉事業で配置さ

れていることは極めて少ない現状。 

・サビ管がスーパービジョンを受けたい現状があり、うまくいって

いなことを認識しました。 

・支援担当者が利用者との関係構築や支援目標を立てる

際にサビ管と同じ目線で統一できないことが多くありました。 

・事業所外へのスーパーバイズも必要であり、相談支援専

門員や他の関係機関へ自分が実践していかなければならな

いと感じた。 

 

f.傾聴することが重要で、答えはバイジーの中にある。 

・普段の何気ない部下とのやりとりや指示の出し方などもっと

気を遣わなくてはいけない。 

 

g. むつかしさを改めて再確認した。 

・アドバイスよりまず話を聞くことが基本で、自分の意見は言

わない。 

・傾聴に徹することの重要性。 

・相手の気持ちに寄り添い、不安やくやしさを共感することで、

あらゆる思いを聞くことができたら、問題解決の糸口を見つけ

ることができると学びました。 

・「上の者が言っていることだから…」と自分の意見を出さずに

終わってしまった、等の話を聞いて、今までアドバイスのつもり

でやってきたことが、本当は若いサビ菅や支援員の向上の芽

を伸ばすつもりで摘み取っていたのだと反省しました。 

・傾聴の技術を磨き、事業所の発展のためにも、若い人たち

のお手伝いができる管理者を目指していきたい。" 

 

h.一番印象に残っている部分が傾聴に関すること。 

・対人援助の場面でありがちな沈黙もネガティブにとらえてい

ましたが、傾聴の一つである。 

 

i.サビ菅という立場は、本当に中間で話を聞くことが増えまし

た。現場の人たちからや上司から。 

・傾聴ってとても大事で、聞く側のちょっとした態度や言葉で、

話している相手の気持ちも変わってしまうんだな、と再確認し

ました。 

 

j.スーパービジョンの講義は、初めてであったので、大変興味

深く受講しました。 

・傾聴技術は非常にレベルが高く、一回の講義・演習で習

得されるものではない。 

・演習の折のサビ菅として傾聴する役割を持ちながら、相手

を良い方向に持っていこうとするあまりしゃべりすぎてしまう失

態をするなど、この技術を習得するには時間がかかりそう。 

 

k.このような内容の講義を受けたことがなかったので、大変参

考になりました。 

・支援についての事例検討の機会は今までにありましたが、

サビ菅としての職員への対応を検討する機会はありませんで

した。 

・傾聴については、講義の段階では納得して理解したつもり

でしたが、演習にて実践してみると大変難しく、聞く・理解す

る・整理する・（相手の考えを）引き出すことを言葉だけで

なくしぐさや動きでも行わなければならない難しさがよくわかり

ました。 

・普段の自分自身の対応を見直す良い機会 

 

l.ただ話を聞くだけではだめなのだなと改めて思うことだらけ。 

・このような内容の講義を受けたことがなかった 

・（これまで）正直、その場で答えを出そうとしたり、自分の

気持ちが入ってしまったりして、話がそれてしまうことが多々あ

りました。 

 

m.「傾聴」をキーワードにただそこに心を開き意識を預けるこ

とで支援が始まるといった考え方が斬新だった。 

・相手の話に耳を傾けること、内容をまとめて一緒に確認し

ていくこと、一番大切なことは相談者（バイジー）が気付くこ

とであることについて振り返りができた。 

 

n.「答えを出さなくてよい」ということが驚きでした。 

・私たちはあらかじめ答えを持っていて、その答えに導くように

聞いてしまうことがありますが、これでは誘導になってしまう。 

 

o.基本的な知識の講義、実際にロールプレイをすることによ

り、スーパービジョンの構造や機能を体験し理解することがで

きた。 

 

 

4)滋賀県更新研修ヒアリング：サービス管理
責任者等としての SV 研修に対する意見、学
び等の集約 
 

a.厚労省の一日の6時間の研修の中でロールプレイとかって
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いうのはなかなか持ちにくい時間なのかなと思ったんですけど、

傾聴することですとか、傾聴したうえでのサビ管としての事業

所なりの役割ですとか、そういったことが講義として落としてい

けるといいのかなと思った。 

 

b.実際に事例がよくある状態です。相談があってどうするかっ

ていうのは、日々やってたりするので、今日の内容はこのまま

持ち帰って、明日にでもイメージしやすい内容なので、受けて

すぐに活用したい。 

 

c.事後課題って今まで正直一回もなかったかなと思うと、そう

いう宿題、あとの宿題というのがあってそれを提出した証として

更新が完了するというのは、おもしろい取り組み。 

 

d.いままでサビ管の研修の中で、自分がやったことを先生方

から直接アドバイスもらうってことをやったことがなかったので、

いいんじゃないかなと思う。 

・受講生同士だとなかなか、やっぱり見知った人もいますし、

講師の方が入ってくるっていうのは、すごくいいんじゃないかな

と思う。 

 

e.意外に自分にとっては非常に難しかったというのが正直なと

ころ。 

・宿題を出されたんですけれども、逐語録で出してくださいと

いうことだったんですけど、自分と職員の間の中で、秘密の中

でやるＳＶも結構多くて、それを出すというのはどうなのかなと

いうのが個人的にあって、なかなか同意を取りにくいんじゃな

いかなというのがある。 

・ＳＶの中身っていうのは、もちろん共有できたりすることは大

事だと思うんですけど、やはり、そこで話した内容を外に出す

っていうと、すごくそこが不信になったりする。 

 

Ｃ-３．精神障害分野別研修カリキュラムの

作成 

 

カリキュラムに含める項目の抽出 

 平成 27 年度および平成 28 年度調査の結果

より、他の障害分野とは独立して精神障害分

野において必要性が高いと考えられた項目を

抽出した。まず、平成 27 年度調査の分野ご

との知識・スキルの必要性で挙げられた項目

のうち、抽出条件に該当したのは「交際・結

婚」「看取り」「妊娠・出産」「救急対応」「入

退院」の 5 つであった。次に自由記載の結果

で挙がった項目からは「移行支援（自立支援）」

「地域移行」「定着支援」「チームアプローチ」

「同職種連携」「アウトリーチ」を抽出した。

なお、地域生活（知的・精神）の講師からは、

「グループホームにおける共同生活の基本」

「グループホームにおけるサービス管理責任

者の役割」「自立訓練のサービス管理責任者の

役割と責任」「人材育成・人材教育」「ファシ

リテーション」「世話人のコーディネイト」「福

祉経営」「ソーシャルアクション」といった項

目も挙げられていたが、これらの項目は分野

共通、または限定的な状況下で求められるも

のと考えられたため除外した。特別な学習の

必要のある障害については、高次脳機能障害、

強度行動障害、触法障害者が挙げられており、

これらの項目を追加した。さらに、平成 28

年度調査の結果より、この段階までに抽出さ

れた項目の他に精神障害分野の支援において

重要と考えられる項目として、「コミュニケー

ション」「心理支援の技術」「面接技法」「支援

姿勢」「法律・制度の知識」「サービス・支援

モデル」「他の関係機関についての理解」「意

思決定支援」「他の障害分野の知識」を追加し

た。なお、「意思決定支援」については平成

27 年度調査での抽出条件では除外される項

目であったが、精神障害の支援においては、

意思決定への精神症状の影響を考慮する必要

があることから、精神障害分野研修で特別に

扱うべき内容があると考えられたため、項目

に追加した。 

 これらの項目を内容の類似性、支援上の関

連性より、単元カテゴリに整理した。カテゴ

リは、「ライフステージごとの支援」「支援の

考え方とその技術」「精神障害の基本的な知

識・理解」「関係法規・制度の理解」「社会資

源の理解」「危機介入」「多職種・多機関連携」

「他障害の理解と支援」「意思決定支援」に整

理された。 

 

研修カリキュラム案の作成 

平成 27 年度調査より、期待される到達目

標を研修レベルごとに検討した。基礎レベル

では基本的な支援が行えることが期待される

と考えられるため、「精神障害分野において基

本的な個別支援が行えること」を目標とした。

この目標到達のために必要な内容として、「精

神障害の基本的な知識・理解」「関連法規・制

度の理解」「社会資源の理解」を配置するとと

もに、面接技法を中心とした基本的な技術習

得のための「支援の考え方とその技術（基礎）

を配置した。実践レベルでは、サービス管理
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責任者として多職種・多機関連携が行えるこ

と、困難ケースへの対応も期待されると考え

られるため、「多職種・多機関連携」「危機介

入」を配置するほか、「他障害の理解と支援 I」

として知的障害・発達障害・高次脳機能障害

について扱うとともに、理論やモデルに基づ

く実践のための「支援の考え方とその技術（応

用）」を配置した。上級レベルについては、平

成 27 年度調査の結果では施設管理者として

の対外的な活動や管理・運営業務の実施が期

待されているが、これらの項目は分野横断的

に扱われるべきものであると考えられたため、

精神障害分野の研修としてはより高度な支援

に資することを目標とした。具体的には、よ

り困難な事例への個別支援が行えるようにな

ることを目指した「支援の考え方とその技術

（発展）」のほか、「ライフステージごとの支

援」「他障害の理解と支援 II」」「意思決定支

援」を配置した。 

 

 

Ｄ．考察 

（平成 27 年度） 

（１）H24 調査結果から導き出された課題と

課題解決の方向性 

 サービス管理責任者については、事業所内

での個別支援計画作成をはじめとした利用者

支援のマネジメント、また、サービス提供職

員への指導・助言などが業務となっており、

事業所における支援の要であるにもかかわら

ず、その質の担保は図られていない現状があ

る。これを打開するための一つの方策として、

研修体系の面から質の担保を行っていく方法

が有効であると考えられる。特に、更新研修

および現任研修に対するニーズが高いにも関

わらず、現状では更新研修・現任研修が設定

されていない。また、研修内容（特に分野別

研修）において、身体障害者のグループホー

ム分野であっても「地域生活（知的・精神）」

の研修を受講することとなっているなど、実

態に即していないため現場における有効性が

低くなっている。 

 サービス管理責任者の質の担保を図るため

に、更新研修および実務者研修の実施が提案

されている。これらについては、都道府県や

サービス管理責任者からもニーズが高く、実

施に向けた具体的提案が必要になると考えら

れる。 

研修実施主体である都道府県の負担軽減

を図るために、現在、５分野に分かれている

研修の統合について、具体的な提案が必要に

なると考えられる。さらに、統合された分野

別研修を実態に合わせて事業別や障害特性別

等の研修、さらなるレベルアップを目指す等

の個々のニーズに応じた研修等のプログラム

についても提案が必要となるであろう。 

サービス管理責任者養成研修体系の方向

性としては、研修体系を一度の養成研修のみ

でなく、サービス管理責任者取得後も更新研

修によるフォローアップ機会と、さらに自ら

の専門分野やマネジメント分野のスキルアッ

プのための研修機会を提供することが必要で

あり、そのための研修体系の構築及びプログ

ラム、テキストの作成が必要となる。また、

分野別研修については、現状において研修内

容が現場のニーズと必ずしも合致していない

と考えられるため統合し、サービス管理責任

者養成研修においては、サービス管理責任者

のミッション、機能、役割と、そのために必

要な基本的な知識・スキルの修得に重点を置

く基礎的な研修と、サービス提供職員に対し

て指導・助言が行え、支援会議の運営や地域

との連携ができる人材として育成する実践的

な研修を実施する必要があると考えられる。 

 

（２）現状の研修体制からの変更点について 

現状の研修体制からの変更点（４点）につ

いて考察する。 

 

①「サービス管理責任者等基礎研修」と「サ

ービス管理責任者等実践研修」に分けること

について、サービス管理責任者等では必要と

回答した者が９割を超える一方、都道府県で

は７割であった。 

これは、実際に実務に携わるサービス管理

責任者等からは、研修を複数段階とすること
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でキャリア形成につながることへの期待が寄

せられていると考えられる。 

都道府県担当者からは、運営において名簿

の管理等が煩雑になる、研修機会の確保が困

難等の研修運営上の懸念があり、やや低い結

果となったものと考えられる。 

また、基礎研修終了後の２年間で、事業所

内 OJT にて個別支援計画作成が確実に行わ

れるか疑わしいとの意見もあり、事業所の研

修体制や現任のサービス管理責任者等のスー

パーバイズ機能が問われている。 

個別支援計画の作成スキルは、実践の中で

培われていく面が大きいため、まず、基礎を

学び、事業所内で各ケースを通して学んでい

く必要がある。 

 

②現行の分野別研修は現行のサービス管理責

任者等研修から分離して実施することについ

ては、都道府県では５割以上、サービス管理

責任者等では７割以上が必要と答えており、

いずれも１回目調査よりも増加している。 

 基礎研修において、個別支援計画作成にお

ける基本的な知識を習得した上で、その後の

２年間の実務の中でサービス管理責任者等の

スーパーバイズを受けながら実践経験を積む

ことについて、実際の流れに沿った在り方と

なっているとの意見もあり、事業所内での

OJT がしっかりできているところは賛同し

ていると思われるが、任意にするとスキルに

差が生じる、任意でなく必須とすべきとの意

見もあり、事業所内での研修の取組みが消極

的なところは不安があるようである。 

分野別研修については、さまざまなテーマ

があり、一律に必須として都道府県主催で研

修を組むより、事業者団体等が率先して研修

を行うことが求められる。 

また、基礎研修後の２年間の実務の中で個

別支援計画作成を実際に行うことから、実践

研修において自らが作成した個別支援計画を

持ちより演習を行うことで、実質的な分野別

の演習となることも考えられることから、実

践研修における演習科目の在り方について次

年度のモデル研修において検証したい。 

 

③更新研修の新設については、都道府県、サ

ービス管理責任者等とも９割以上が必要と答

えており、最も賛同が得られた。 

 相談支援専門員がすでに更新研修を義務付

けられていることも、受け入れが良かったこ

との要因であると考えられる。キャリア形成

の上においても、利用者に対するより良い支

援のためにも、定期的な更新研修は必須であ

ると考えられる。 

 

④受講者個々の必要性に応じて選択・受講で

きる「事業分野別、障害分野別等実践研修の

新設」については、都道府県では８割近く、

サービス管理責任者等では８割以上が必要と

答えており、いずれも１回目調査よりも増加

している。 

 知識のアップデートが必要、ネットワーク

の開拓につながる、質の確保につながる、ポ

イント制にして報酬加算も考慮等の積極的意

見も多かったが、全員受講できる体制整備が

課題、予算が伴わなければ地方負担のみ増え

て財政圧迫につながる等の消極意見もみられ

た。 

 任意研修を想定しているが、相談支援専門

員の専門研修と同様であり、任意であること

への反発は少なかった。 

 様々な分野があり、サービス管理責任者等

のニーズをくみ取った上で小規模であっても

地道に実施していくことが求められる。権利

擁護等の研修内容であれば相談支援専門員の

研修と合同で実施することも考えられる。 

 サービス管理責任者等の組織は全国規模の

ものはなく、任意研修については各県の相談

支援専門員協会が積極的に関与して実施して

いく取り組みが期待される。 

 

（３）サービス管理責任者等基礎研修につい

て 

 「サービス管理責任者等基礎研修」の目的

が十分かについてみると、都道府県、サービ

ス管理責任者等とも「十分だと思う」「概ね十

分」と回答した者が９割程度であり、概ね賛
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同が得られた。 

 「サービス管理責任者等基礎研修」の受講

要件（３年間の実務経験）の評価をみると、

都道府県、サービス管理責任者等とも「妥当

だと思う」割合が６割以上を占めた。この「３

年」が妥当かどうかは、個人の適性にもよる

ため、一概に言えないとの意見もあるが、研

修受講要件の考え方としては実務経験を基準

にする以外に現実的な方法はないものと考え

られる。 

 

（４）サービス管理責任者等実践研修につい

て 

 「サービス管理責任者等実践研修」の目的

が十分かについてみると、都道府県は「十分

だと思う」「概ね十分」を合わせると８割以上、

サービス管理責任者等は９割以上が十分と答

えており、概ね賛同が得られた。 

 「サービス管理責任者等実践研修」の受講

要件（基礎研修終了後２年）の評価をみると、

都道府県は約６割、サービス管理責任者等は

８割近くが「妥当だと思う」と回答。また、

都道府県においては「長すぎると思う」と答

えた割合が１割を占める。 

 実際に、サービス管理責任者等として個別

支援計画を作成できる資格を有することとな

るのに、実務経験５年が必要となることとな

るが、これは現行と同様であり、一定の納得

感があるものと思われる。 

 

（５）サービス管理責任者等更新研修につい

て 

「サービス管理責任者等更新研修」の目的

が十分かについてみると、都道府県、サービ

ス管理責任者等とも、「十分だと思う」「概ね

十分」と合わせるといずれも９割以上が十分

と答えており、概ね賛同が得られた。 

「サービス管理責任者等更新研修」の更新

期間（５年）の評価みると、都道府県は「妥

当だと思う」が９割、サービス管理責任者等

も８割以上が「妥当だと思う」と答えており、

５年毎の更新研修についても、先行している

相談支援専門員とも合致しており納得感があ

る者と思われる。 

 

（６）事業分野別、障害分野別等実践研修に

ついて 

 「事業分野別、障害分野別等実践研修」に

ついては、前述しているように、任意研修と

して実施することには概ね賛同が得られたも

のの、どのような組織が実行していくかの実

際の運営面で課題が残る。各地域で都道府県

と協力して研修実施が行える組織の育成につ

いて検討していく必要がある。 

 

（７）研修プログラム案について（詳細は分

担研究３） 

基礎研修と実践研修に分けて実施するこ

とに関して、都道府県担当者の 27.5％、サー

ビス管理責任者等の 54.6％が「とても必要だ

と思う」と回答していた。都道府県担当者の

割合はサビ管の半分である。「全く必要だと思

わない」という回答では、サビ管が 0.6％で

あるのに対して、都道府県担当者は 12.5％と

いう結果であった。明らかに、都道府県担当

者はサビ管研修を基礎研修と実践研修に分け

ることに消極的であることが判明した。 

その理由を自由記述からまとめると、サビ

管という職種の現状とサービス提供事業所の

状況を考慮すれば、研修を分けることは困難

であるという現実的な意見と研修実施上の課

題が挙げられている。 

ある一定の資格を取得していれば、現状は

５年で研修を受けることができ、サービス管

理責任者等の資格を取得することができる。

事業所としては５年経過した時点で在籍して

いる職員に研修を受講させたいという事情が

あり、３年目で基礎研修を受けさせても、そ

の後２年間事業所に在籍しているのかわから

ないという現状を都道府県担当者は危惧して

いる。この点も重要な指摘であると考えられ

る。 

しかし、サービス管理責任者等のレベルア

ップが必要とされる現状をサビ管自身も理解

しており、54.6%がとても必要としているので

あることを考えれば、基礎研修と実践研修に
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分けて実施することは妥当だと考えられる。 

 

分野別研修の別途実施については、サービ

ス管理責任者等は「必要だと思う・まあ必要

だと思う」が 75%程度であった。この点に関

しては、都道府県担当者は「あまり必要だと

思わない・まったく必要だと思わない」が 60%

程度であった。 

自由記述からその理由を探ると、「ほぼ全

てが分野別研修も必須とすべきである」との

意見である。都道府県担当者も分野別研修は

レベルアップの研修ではなく、サービス管理

責任者研修に必須のものであると理解してい

ることがわかる。この指摘も十分に考慮する

必要がある。 

しかし、今回の結論としては、分野別研修

を別途実施するという方向でモデル研修を実

施したい。モデル研修の結果、再考もあり得

ることとする。 

 

基礎研修のプログラムについて、サービス

管理責任者等が危惧する内容は、実務経験３

年で基礎研修を受けることへの危惧である。

有資格者が５年、無資格者は 10 年の実務が要

求されていた従来の研修と比較し、受講者が

大幅に増えることを意識し、受講者の知識に

関してある一定のレベルが要求されていない

状況に危惧を感じている。 

 また、一人の都道府県担当者は実務経験３

年で基礎研修を受ける意義を見いだせないと

している。他の一人は、都道府県が実施する

研修と事業所がしなければならない研修を明

確にし、初歩的な内容は事業所が責任を負う

べきである。都道府県が提供する研修はサー

ビス種別ごとに特色のあるサービスに対する

支援技術や対象者の理解等を専門的・個別的

に深める内容に主眼をおいた研修であるべき

だとしている。 

しかし、サービス管理責任者等が所属する

事業所は規模の小さな事業所も多く、事業所

内で研修が実施出来ないことも考慮し、初歩

的な内容から「何とか個別支援計画が作成で

きる」レベルまでを考慮した内容とすること

が望ましい。研修プログラムの内容は今回提

示した通りとすることが妥当だと考えられる。 

しかし、課題は各研修時間の割り振りと各

研修の内容については、考慮する必要がある。

「個別計画作成のポイントと作成手順」等で

は、「アセスメント」が十分理解でき、実際に

行えるような配慮が必要である。 

また、相談支援専門員と共通で行っている

プログラムに関しては、現行通りである。し

かし、相談支援専門員と一緒に受講する場合

は、サービス管理責任者等と相談支援専門員

双方に配慮した内容で実施することが望まれ

る。 

 

実践研修のプログラムについて、今回の案

では基礎研修から２年後の実践研修である。

この２年間で個別支援計画を作成するであろ

うことを念頭に実践研修の内容を構成した。 

しかし、基礎研修受講後、実践研修受講者

がこちらの意図した経験を積むことができる

のかどうかは不明である。この間に事業別、

障害分野別実践研修を受講できる体系にはな

っているが、必須ではなく選択受講である点

が危惧される。この間に分野別実践研修を受

講しなければならなくなる仕掛けが必要にな

ると思われる。 

ブログラムに関して、サービス管理責任者

等は「自立支援協議会との連携」で「とても

必要だと思う」のポイントが低かった。実際

の業務と自立支援協議会への参加・連携まで

も視野に入れた実践がイメージできないかも

しれない。 

この研修内容についても、十分に協議し、

より実践的な内容にしなければならない。結

論として、今回提示したプログラムを実施す

ることが妥当だと考えられる。 

 

更新研修のプログラムについては、サビ管

として、現行のプログラムだけではなく、「ス

ーパービジョン」の内容を含むべきであると

意見が多く出された。更新研修の内容として

実施するのか、実践研修の内容に含むべき内

容なのかを検討する必要がある。 
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更新研修を受けるサビ管は事業所内でも

管理的な立場になり、職員教育等を実施しな

ければならない立場に立つことを想定すれば、

自己のサビ管の能力をレベルアップするだけ

ではなく、職員教育、職員管理といった内容

も必要になるのではないのかと考えられる。 

この点もモデル研修を実施した後の課題

としたい。 

 

（８）分野別研修プログラム検討のための基

礎的調査について 

各レベルでの到達目標についての意見か

らは、初級で基礎的な実践を、中級でモニタ

リングや人材育成などのサービス管理責任者

としての中核的な役割を、上級ではさらに事

業所の管理業務やソーシャルアクションなど

のより広範な業務を行えるスキルを身につけ

るという方向性が見いだされ、各レベルの受

講にあたっての経験年数については個々の回

答でばらつきはあったものの、年数の回答理

由についてはこの到達目標に概ね沿ったもの

になっていた。したがって、受講要件とする

経験年数について議論の余地はあるものの、

今後の研修プログラムの作成にあたっては、

今回まとめられた到達目標を一定の目安と考

えることができる。 

受講要件については、今回の調査では経験

年数を一定の目安として想定していたが、各

レベルを受講する上での経験年数についての

回答にはばらつきがみられた。これについて

は、年数設定の理由についての回答より、一

定のレベルに達するまでの経験年数について

の認識の回答者間でのばらつきのほか、人材

不足や事業所内での人材育成の事情により前

倒しでの受講の必要性があることも背景にあ

ると推察できる。また経験年数は熟練度の一

定の目安とはなり得るが、実際の支援者のス

キルは基礎教育や資格に依存する部分もある。

前述のような人材育成の要請を鑑みて、実務

経験年数については一律ではなく保有資格に

よってそれぞれ規定するなどの方法を検討す

ることも有効かもしれない。 

研修内容については、一般的な知識・スキ

ルについては各分野横断的に必要であるとさ

れる項目が多かった一方、分野ごとに特別な

必要のある知識・スキルについては複数の分

野で必要とされる項目は少数であり、各分野

における個別的な対応が必要であると考えら

れる。また、特別な学習の必要のある障害に

ついては、高次脳機能障害についての学習は

成人を対象とした分野横断的に必要であると

されていた。発達障害についても、必要と回

答のなかった分野はすでに事業対象としてこ

れらの障害を含んでいることが想定されるこ

とから、分野横断的な学習が必要と考えられ

る。これら分野横断的に求められる知識・ス

キルおよび障害についての学習は必修の基礎

研修、実践研修、更新研修にカリキュラムと

して組み込み、各分野で個別的に必要なもの

に焦点を絞ることにより、より効率的で実践

に即した研修が期待できる。 

一方で、研修体系そのものについて、現行

の分野区分では障害特性ごとの理解が困難で

あるといった指摘や、資格要件そのものも見

直すべきであるとの指摘もあった。特に、児

童は障害、事業の別なく１分野として設定さ

れている。しかしながら、対象となる障害、

また提供するサービス形態は多岐にわたって

おり、質の向上、担保のためには児童におい

ても分野の細分化を検討することが望ましい

と考えられる。さらに、児童においては成人

への支援とは異なる点もあることから、自由

記載で指摘されているように資格要件、受講

要件についても基礎的な研修の設定、児童分

野における経験の必要性などを検討すること

も今後の課題と考えられる。 

本調査は対象者が限られており、かつサー

ビス管理責任者としての実務経験を有する者

は回答者の半数強であった。ただし、いずれ

の回答者も実際のサービス提供の場に従事し

ており、かつサービス管理責任者養成におけ

る指導的な立場にあることから、福祉サービ

ス従事者からサービス管理責任者に求められ

る役割が反映された結果であると考えること

はできる。一方で、今回の結果と現在サービ

ス管理責任者として従事している者の学習ニ
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ーズには乖離がある可能性も想定できる。し

たがって今後さらに幅広く、現在サービス管

理責任者として従事している者を対象とした

調査を行い、研修内容の精錬を図る必要があ

ると考えられる。 

 

（平成 28 年度） 

Ｄ-１．「サービス管理責任者等基礎研修」

モデル研修の考察 

 

（１）実施概要 

 

 千葉県では、県担当課のご協力の下、参加

者募集を行ったが、研修の位置づけを研究協

力のみとしたこともあり、7名の参加しか得

られなかった。一方で、滋賀県においては、

「サービス管理責任者等養成研修（知的・精

神分野及び就労分野）」の受講要件を満たすと

の県担当課の判断により、地域生活（知的・

精神）・就労分野の養成研修及び研究協力と位

置づけた上で募集したところ29名の参加が

得られた。 

 滋賀県が地域生活（知的・精神）・就労分野

の養成研修と位置付けた理由としては、演習

事例が「就労継続支援Ｂ型事業所とグループ

ホームを利用する精神障害者」の事例であっ

たことに起因している。 

 研究協力者募集には県担当課のご協力が不

可欠であり、研修の位置づけも県の判断によ

るところとなり、両県で差が出てしまったが、

両県とも最大限のご協力を行っていただき、

この場を借りて改めて感謝の意を表したい。 

 

（２）アンケート回答者属性 

 

 サービス管理責任者等モデル研修の基礎研

修の参加者36名の所属法人の種類について

みると、「社協以外の社会福祉法人」が41.7％

と最も多く、NPO、社団法人・財団法人は10％

台であった。これは、金・土・日と連続３日

間の研修に職員を出せる余裕のある、一定規

模の社会福祉法人が多くなったのではないか

と考えられる。 

 参加者の所属事業所が実施している分野に

ついてみると、「知的分野」が58.3％と最も多

く、次いで「身体分野」、「精神分野」が共に

50.0％（重複回答）であった。 

 事業所が実施しているサービスについてみ

ると、「共同生活援助（グループホーム）」が

44.4％と最も多く、次いで「就労継続支援（B

型）」が41.7％、「生活介護」が30.6％と高く

なっていた。 

 しかしながら、以上の結果は滋賀県におけ

るサービス管理責任者モデル研修の基礎研修

が、地域生活（知的・精神）・就労分野におけ

るサービス管理責任者養成研修を兼ねている

ことを考慮する必要がある。 

役職についてみると、「役職は特にない」

が63.8％と最も多かった。これは、募集の段

階で、実務経験３年程度の者としていたこと

から想定通りの結果であるが、実際の実務経

験年数（介護・福祉の仕事に従事した年数）

についてみると、「5年未満」が約２割で、８

割近くが５年以上であり、主任クラスも

16.7％あったが、受講者人数を確保すること

を優先し、受講していただくこととした。 

 保有資格についてみると、「ヘルパー2級」

が36.1％と最も多く、次いで社会福祉主事

（25.0％）、「介護福祉士」（22.2％）であり、

社会福祉士・精神保健福祉士の資格保有者が

各１割程度であった。サービス管理責任者等

に求められる知識・技術は、ソーシャルワー

カーとしての内容が求められており、社会福

祉士・精神保健福祉士の資格保有者であれば、

講義・演習内容が理解しやすい内容となって

いる。平成29年度から、これらの資格保有者

の経験年数が５年から３年に引き下げられる

ことには妥当性があるものと思われる。一方

で、ヘルパー２級相当の資格保有者も現場で

はまだ多く、養成研修としては、これらの方々

にも理解しやすい内容とすることも求められ

ている。 

 性別についてみると、「男性」が44.4％、「女

性」が52.8％であり、たまたまであるがほぼ

半々となったことは幸いであった。 

 年齢についてみると、「30歳代」が30.6％
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と、比較的現場の若手～中堅職員の年齢層が

多かった。 

  

（３）基礎研修の内容と理解について 

 

 基礎研修の内容評価と理解評価について考

察する。講義や演習については、講師の技量

次第で理解度も変わってくるかと思われるが、

今回は国研修や県研修で講師を務める講師陣

に依頼した 

 

A.障害者福祉施策及び児童福祉施策の歴史

的変遷（講義） 

 内容評価をみると、８割以上が「適切」、「高

度」が１割程度であり、大きな問題はなかっ

たと思われる。 

 理解評価をみると、９割以上が理解できた

と回答しており、大きな問題はなかったと思

われる。 

 

B.サービス管理責任者等の役割と業務（講義） 

 内容評価についてみると、８割以上が「適

切」、「高度」が１割程度であり、大きな問題

はなかったと思われる。 

 理解評価についてみると、９割以上が理解

できたと回答しており、大きな問題はなかっ

たと思われる。 

 

 

C.サービス提供の基本的な考え方（講義） 

 内容評価についてみると、８割以上が「適

切」、「高度」が１割弱であり、大きな問題は

なかったと思われる。 

 理解評価についてみると、９割近くが理解

できたと回答しており、大きな問題はなかっ

たと思われる。 

 

D.サービス提供のプロセス（講義） 

 内容評価についてみると、８割以上が「適

切」、「高度」が１割程度であり、大きな問題

はなかったと思われる。 

 理解評価についてみると、９割近くが理解

できたと回答しており、大きな問題はなかっ

たと思われる。 

 この講義は、サービス管理責任者等の中核

的な業務内容を網羅する講義であるため、

120分の長時間講義（中間で10分休憩）であ

り、内容評価で「不足」が2.8％、理解評価で

「あまり理解できなかった」が5.6％あり、数

は少ないがやや不満度が他の講義に比して高

かった。総まとめとして最後の方に回すか、

重複部分を削って90分に短縮する等の工夫

を重ねる必要があると思われる。事例につい

ては、脳血管障害後遺症の事例を用いてプロ

セス管理の説明を行ったが、それ以外の分野

の受講者からやや不満があったのかもしれな

い。 

 

E.サービス等利用計画等と個別支援計画の

関係（講義） 

 内容評価についてみると、８割弱が「適切」、

「高度」が１割強であり、大きな問題はなか

ったと思われるが、無回答が他の回答に比し

てやや多かった。この原因は不明である。 

 理解評価についてみると、ほぼすべての人

が理解できたと回答しており、問題ない。無

回答者数も減っている。 

 

F.サービス提供事業所の利用者主体のアセス

メント（講義） 

 内容評価についてみると、８割以上が「適

切」、「高度」が１割程度であり、大きな問題

はなかったと思われる。 

 理解評価についてみると、ほぼすべての人

が理解できたと回答しており、問題ない。 

 

G.個別支援計画の作成のポイントと作成手

順（講義） 

 内容評価についてみると、８割弱が「適切」、

「高度」が１割強であり、大きな問題はなか

ったと思われる。 

 理解評価についてみると、9割以上の人が

理解できたと回答しており、大きな問題はな

かったと思われる。 

一方、内容「不足」が2.8％、「あまり理解

できなかった」が5.6％おり、やや不満を感じ
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た者もいた。 

個別支援計画の作成に関しては、精神科病

院に長期入院していた精神障害者がグループ

ホームに地域移行する事例を用いて説明した。

「サービス提供のプロセス（講義）」と同様に、

受講者の分野以外の事例であった場合に、や

や不満が残る結果となるのではないかと考え

られる。 

H.個別支援計画の作成（演習） 

 内容評価についてみると、「高度」が３割程

度あり、講義よりも多かった。「適切」が６割、

「不足」が2.8％であった。 

 しかし、理解評価についてみると、「あまり

理解できなかった」が5.6％いたものの、8割

以上の人が理解できたと回答しており、大き

な問題はなかったと思われる。 

 演習の事例は、日中は就労継続支援B型事

業所に通い、グループホームに居住する精神

障害者の事例を用いた。専門分野外の受講者

にやや不満があったと考えられ、ロールプレ

イも行ったため、慣れていない受講者は高度

と感じたかもしれない。 

 

I.個別支援計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）（演習） 

 内容評価についてみると、５割弱が「適切」、

「高度」が２割弱であり、無回答者が多かっ

た。 

 しかし、理解評価についてみると、回答者

すべてが理解できたと回答しており、大きな

問題はなかったと思われる。 

 計画作成の事例を引き続き用いてモニタリ

ングの演習を行った。こちらも専門分野外の

受講者にやや不満があったと考えられ、ロー

ルプレイも行ったため、慣れていない受講者

は高度と感じたのかもしれない。 

 

（４）基礎研修の時間について 

 

A.障害者福祉施策及び児童福祉施策の歴史

的変遷（講義）60分 

 研修時間の評価についてみると、８割以上

が「適切」、「長い」が１割程度であり、大き

な問題はなかったと思われる。 

 

B.サービス管理責任者等の役割と業務（講義）

60分 

 研修時間の評価についてみると、８割弱が

「適切」、「短い」が２割弱であり、大きな問

題はなかったと思われる。制度説明を除けば

最初の講義となり、内容の豊富さから「短い」

と感じた受講者もいたと思うが、以下の講義

においても重要な部分は繰り返し説明される

構造となっているため問題ないと思われる。 

 

C.サービス提供の基本的な考え方（講義）60

分 

 研修時間の評価についてみると、８割弱が

「適切」、「短い」が２割弱であり、大きな問

題はなかったと思われる。内容の豊富さから

「短い」と感じた受講者もいたと思うが、以

下の講義においても重要な部分は繰り返し説

明される構造となっているため問題ないと思

われる。 

 

D.サービス提供のプロセス（講義）120分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

３割、「適切」が６割、「短い」が5.6％となっ

ていた。間に10分の休憩を挟むとはいえ、講

義120分はやはり長いと感じられるようだ。

総まとめ的な講義であるので、最後の方に持

っていくことや、重複部分を削ることの工夫

も考えられる。 

 

E.サービス等利用計画等と個別支援計画の

関係（講義）90分 

 研修時間の評価についてみると、８割以上

が「適切」、「長い」が１割程度であり、大き

な問題はなかったと思われる。 

 

F.サービス提供事業所の利用者主体のアセス

メント（講義）90分 

 研修時間の評価についてみると、８割弱が

「適切」、「短い」が２割弱であり、大きな問

題はなかったと思われる。 
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G.個別支援計画作成のポイントと作成手順

（講義）90分 

 研修時間の評価についてみると、８割以上

が「適切」、「長い」が１割弱であり、大きな

問題はなかったと思われる。 

 

H.個別支援計画の作成（演習）270分 

 研修時間の評価についてみると、８割以上

が「適切」、「短い」が1割強であり、大きな

問題はなかったと思われる。演習はやはりグ

ループワークの運営によって時間が不足する

ことがあり、消化不足感が残る受講者もいた

ようである。 

 

I.個別支援計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）および記録方法（講義）180分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

５割強、「短い」が３割であり、やや消化不足

感が強かったようである。全体の時間調整次

第だが、少し時間を増やしてもよいかもしれ

ない。 

 

（５）基礎研修の期間について 

 

 今回の基礎研修の期間の長さ（3日間）に

ついてみると、「妥当である」（44.4％）と「ま

あ妥当である」（38.9％）を合わせて8割以上

の人が妥当であると回答しており、問題ない

と思われる。 

 

（６）基礎研修の目標達成について 

 

 基礎研修の目標達成についてみると、どの

項目においても「達成できた」と「まあ達成

できた」を合わせると8割以上であり、問題

ないレベルであると思われる。 

しかし、『個別支援計画』作成・修正の流

れを理解し、修了後、各事業所内においてサ

ービス管理責任者の指導の下、実際に個別支

援計画の作成・修正に携わることができるよ

うなレベルに到達することに関して「あまり

達成できなかった」という回答が2割近くお

り、現場で実践できるかどうかやや不安に感

じる者も一定程度いた。 

 

（７）基礎研修に更に必要だと思う研修項目 

 

基礎研修に更に必要だと思う研修項目を

聞いたところ、概ね以下のような項目が挙が

った。理由とともに、分担研究において詳細

を述べる。 

・障害者（家族）の心理 

・虐待防止 

・医療 

・児童に関する研修 

・精神障害だけでなく、重度の知的障害の

方を“本人”としたアセスメント支援計画

作成等もあったらよかった。 

・多職種連携 

・分野別の演習 

・法的根拠 

 

（８）基礎研修の受講要件 

 

 基礎研修の受講要件を実務経験3年以上に

設定することについてをみると、「妥当である」

と「まあ妥当である」（ともに33.3％）を合わ

せると７割弱が妥当であると回答していた。

しかしながら、「短すぎる」という回答も２割

強を占めていた。 

 基礎研修の受講要件の妥当だと思う年数に

ついてみると、「5年」（8件）が最も多かった。 

 この結果は、受講者に５年以上の者が多か

ったことにも起因していると思われる。基礎

研修を修了しても、まだサービス管理責任者

等の資格は得られず、事業所内でサービス管

理責任者等の指導の下、計画の草案作成に携

わることを考えると早めの受講が望ましいと

考えられる。７割弱が妥当であると回答して

いたことも併せて考慮すれば問題なしと判断

できるのではないか。 

 

Ｄ-２．「サービス管理責任者等実践研修」

モデル研修の考察 

 

（１）実施概要 
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 千葉県10名、滋賀県15名と、予定していた

人数が集まらなかったが、参加者はすでにサ

ービス管理責任者等の有資格者であり、研究

参加のみのモチベーションであるため、一定

仕方がないと考えられる。なお、滋賀県につ

いては、県研修における講師となる方々にご

参加いただいた。 

 実践研修については、千葉県におけるモデ

ル研修結果を踏まえ、滋賀県におけるモデル

研修内容を修正したため、考察については分

けて、千葉県、滋賀県の順に述べる。 

 

（２）千葉県における「サービス管理責任者

等実践研修」のモデル研修について 

 

（２）-１ アンケート回答者属性について 

 

 千葉県の実践研修参加者については、「身体

分野」と「知的分野」が共に50.0％、「生活介

護」と「共同生活援助（グループホーム）」が

共に40.0％、「就労継続支援（B型）」「施設入

所支援」が共に20.0％、「放課後等デイサービ

ス」が30.0％であった。 

 保有資格についてみると、「介護福祉士」と

「社会福祉主事」共に40.0％、「ヘルパー2級」

が30.0％であり、男性が60.0％、女性が40.0％

であった。年齢についてみると「40歳代」が

40.0％と最も多く、次いで「30歳代」「50歳

代」が共に20.0％、介護・福祉の仕事に従事

した年数をみると、「10年未満」が40.0％と

最も多かった。 

 サービス管理責任者等となって数年程度で

あり、男女比もほぼ半々、基礎的な資格も一

般的に多い介護職員が多く、受講者属性とし

ては概ね問題ないと考えられる。 

 

（２）-２ 実践研修の内容と理解について 

 

A. モニタリングの方法（講義・演習） 

 内容評価をみると、８割が「適切」、「高度」

が１割であり、大きな問題はなかったと思わ

れる。 

 理解評価をみると、ほぼすべてが理解でき

たと回答しており、大きな問題はなかったと

思われる。 

 

B. 個別支援会議の運営方法（講義・演習） 

 内容評価をみると、「高度」が２割、「適切」

が６割、「不足」が１割であり、やや適切との

回答が少なかったが、理解評価をみると、ほ

ぼすべての人が理解できたと回答しており、

大きな問題はなかったと思われる。 

 

C. 個別支援会議におけるサービス管理責任

者等の役割（演習） 

 内容評価をみると、「高度」が２割、「適切」

が７割、「不足」が１割であった。 

 理解評価をみると、9割が理解できたと回

答しており、大きな問題はなかったと思われ

る。 

 

D. サービス提供職員への助言・指導につい

て（講義） 

 内容評価をみると、「適切」が９割、「不足」

が１割であった。 

 理解評価をみると、ほぼすべての人が理解

できたと回答しており、大きな問題はなかっ

たと思われる。 

 

E. OJTとしての事例検討会の進め方（演習） 

 内容評価をみると、「高度」が２割、「適切」

が８割であった。 

 理解評価をみると、ほぼすべての人が理解

できたと回答しており、大きな問題はなかっ

たと思われる。 

 

F. サービス提供職員への助言・指導について

（講義） 

 内容評価をみると、「高度」が１割、「適切」

が９割であった。 

 理解評価をみると、ほぼすべての人が理解

できたと回答しており、大きな問題はなかっ

たと思われる。 

 

G.（自立支援）協議会との連携（講義） 
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 内容評価をみると、「高度」が１割、「適切」

が９割であった。 

 理解評価をみると、７割の人が理解できた

と回答していたが、「あまり理解できなかった」

と回答した人が２割いた。理解評価の理由と

しては、「内容が丁寧に説明されたから」が４

割、「内容が適切だったから」が３割。その他

の回答として、「実際に参加したことがなかっ

たから」「実態がよく理解できていないから」

等の回答があげられていた。 

 協議会参加経験がない受講者が一定おり、

実際の研修も同様であることを考えると、事

例を踏まえたより丁寧な講義が必要であるこ

とがうかがえた。 

 

H.サービス担当者会議等における多職種連

携や地域連携の実践的事例（報告・発表やシ

ンポジウム） 

 内容評価をみると、「高度」が２割、「適切」

が８割であった。 

 理解評価をみると、すべての人が理解でき

たと回答しており、大きな問題はなかったと

思われる。 

 しかしながら、受講者が事例を持ちより報

告・発表・シンポジウム形式を行うためには、

受講者の準備のための負担や受講者のうち誰

に発表を依頼するか等の事前準備が組みにく

いことがあり、実際には講師が事例を解説し、

各自の振り返りを促す流れとなったため、プ

ログラム内容の検討を要する。 

 

I.障害者福祉施策及び児童福祉施策の最新の

動向（講義） 

 内容評価をみると、「高度」が３割、「適切」

が６割であった。 

 理解評価をみると、８割の人が理解できた

と回答していたが、「あまり理解できなかった」

と回答した人も１割いた。理解評価の理由と

しては、「内容が適切だったから」と「内容が

丁寧に説明されたから」が共に３割、「内容が

高度だから」が２割あった。 

 講義資料は、全部を詳細に説明する前提で

はなく、ポイントを解説したうえで、後日参

照してもらうものも含まれていたため、消化

不良感が残ったのではないかと思われる。 

 

（２）-３ 実践研修の時間について 

 

A. モニタリングの方法（講義・演習）140分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

２割、「適切」が８割であり、大きな問題はな

かったと思われる。 

 

B. 個別支援会議の運営方法（講義・演習）

290分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

９割、「短い」が１割であり、大きな問題はな

かったと思われる。 

 

C. 個別支援会議におけるサービス管理責任

者等の役割（演習）30分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

９割、「短い」が１割であり、大きな問題はな

かったと思われる。 

 

D. サービス提供職員への助言・指導につい

て（講義）60分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

５割、「短い」が４割であった。適正だと思う

時間についてみると、「120分」（3件）が最も

多く、他に「90分」「60分」（共に1件）の回

答があった。研修時間の評価の理由について

みると、「理解に時間がかかるから」が５割あ

った。 

 この講義については、時間配分をやや厚く

することを検討することとした。 

 

E. OJTとしての事例検討会の進め方（演習）

80分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

８割、「短い」が２割であった。適正だと思う

時間についてみると、「120分」（2件）が最も

多く、他に「90分」（1件）の回答があった。

研修時間の評価の理由についてみると、「内容

が豊富だから」が６割、「理解に時間がかかる

から」、「講師の運営がうまいから」が共に２
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割あった。 

 講師としても少し窮屈感があったとのこと

であり、この演習についてはもう少し時間を

長めにとることを検討することとした。 

  

F. サービス担当者会議等における多職種連

携や地域連携に関するまとめ（演習）60分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

３割、「適切」が５割であった。 

 この演習については、「サービス管理責任者

等の役割」の中で、流れを作って行うほうが

円滑であるとの反省点に基づき、プログラム

構成も含めて検討することとした。 

 

G.（自立支援）協議会との連携（講義）60分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

９割、「短い」が１割であり、大きな問題はな

かったと思われる。 

 

H.サービス担当者会議等における多職種連

携や地域連携の実践的事例（報告・発表やシ

ンポジウム）120分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

１割、「適切」が９割であったが、「受講者の

理解に差があるから」が５割あり、前述の通

りプログラム内容を見直すこととした。 

 

I.障害者福祉施策及び児童福祉施策の最新の

動向（講義）60分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

２割、「短い」が５割であった。「内容が豊富

だから」が７割あり、やはり配布された資料

をすべて解説してほしいとの思いがあること

がわかる。しかしながら、この資料について、

すべてを詳細に解説するとおそらく５～６時

間かかってしまうため、非現実的である。資

料は後程参照、講義ではあくまでもポイント

をお伝えするスタンスは現状通りで良いと考

える。 

 

（２）-４ 実践研修の期間について 

 

 今回の実践研修の期間の長さ（3日間）に

ついてどう思うか聞いたところ、「妥当である」

が３割、「まあ妥当である」が７割であり、個々

の時間への意見はあったものの全体的には妥

当と感じているものと思われる。 

実践研修の妥当と思う期間の主な理由に

ついて、３日間、２日間に分けて挙げると以

下の通りである。 

〈３日間〉 

・最終日が半日でしたが、講義時間を増やし

てもいいかと思います。演習が多いのは飽き

ることなく実践にもつながり有効かと思いま

すが、サービス管理責任者の役割を制度と関

連付けて説明したり、自立支援協議会の仕組

みなどについて講義に追加するとより効果的

かと思います。また、サービス提供職への指

導・助言の演習があると良いと感じました。

（個別支援協議会の運営の演習に要素を入れ

る等） 

・3日目が半分はもったいない。もっと聴き

たいことがある。講習後の質問時間が有意義。

施設内での会議運営、専門性の高め方（常勤・

非常勤）をもっと知りたい。 

〈２日間〉 

・仕事を抜ける限度（2.5～3日間）だと思う。 

・3日間にするなら初日の時間を減らして、3

日目を増やした方がいいと感じた。 

・3日間事業所を空けるのが難しい。代休も

取りづらい。 

〈その他〉 

・平日の研修参加が難しいので、土日開催に

していただけると嬉しいです。 

 

実質、２.５日間の研修であったが、最終日

の半日がもったいない（どうせ来ているのだ

からもう少しやってもよい）との意見もあり

参考にしたい。一方で、事業所を空けるのは

２日間が限界、土日を絡ませてもらえば出や

すいとの意見もあり、都道府県研修の運営も

工夫する必要がある。 

 

（２）-５ 実践研修の目標達成について 

 

 実践研修の目標達成についてみると、「サー
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ビス提供プロセスにおける「管理」、具体的に

は「支援会議の運営」、「サービス提供職員へ

の助言・指導」について理解する」について

は、回答者のほぼすべてが「達成できた」「ま

あ達成できた」と回答しており、「「個別支援

計画」の内容等の質の向上について理解する」

についても９割の人が「達成できた」「まあ達

成できた」と回答していた。しかしながら、

「個別支援計画作成・修正について熟達し、

関係機関との連絡調整や支援会議の運営、サ

ービス提供職員に対する技術的な指導・助言

等一連のサービスプロセス管理業務が行える

レベルに到達する」に関しては「達成できた」

「まあ達成できた」と回答した人は６割に留

まり、「あまり達成できなかった」が３割を占

めていた。 

 関係機関との連絡調整や支援会議の運営、

サービス提供職員に対する技術的な指導・助

言等については、今回の演習では、普段の自

分の業務の振り返りとグループ討議を経て気

づきを得ていただく内容であった。実践の中

で実感していくものであり、研修における実

践的な演習が難しい部分でもある。工夫の余

地はあるが満足度を上げにくい項目であると

感じた。 

 

（２）-６ 実践研修に更に必要だと思う研修

項目 

 

 受講者からの主な意見として、以下に挙げ

る。 

「家族対応の演習」：本人・家族との意思の疎

通や理解に乏しい家族がいる等、難しさを感

じているため。 

「分野別」：今回いろいろな事業所の方との研

修で学ぶこともたくさんあったが、同事業所

のサビ管が集まる研修もできたらよいと思う

ため。 

「部下に慕われるサビ管になる方法。部屋の

やる気、仕事に対する姿勢を変える方法」：こ

ういうサビ管、管理者を目指せばいいという

目標になるような研修が必要と思うため。 

「ストレングスモデルの支援法のOJT」：パ

ートさんや担当にストレングスを具体的にど

う見出していくのかをどう指導・研修してい

くのか日々悩んでいるため。 

「事例の検討」：各自持ち寄った事例について、

もう1事例くらい検討できたらと思うため。 

 それぞれ参考になるご意見をいただけた。

事例検討の追加は時間さえ延ばせば可能と思

われる。分野別は別途分野別研修で行うこと

を考えている。その他の項目は、更新研修や

スキルアップ研修において企画を検討しても

よい内容であると思われる。 

 

（２）-７ 実践研修の受講要件 

 

 実践研修の受講要件を基礎研修終了後実務

経験２年以上に設定することについてをみる

と、９割以上が妥当であると回答しており、

納得感があったようである。 

 

（３）滋賀県における「サービス管理責任者

等実践研修」のモデル研修について 

 

（３）-１ アンケート回答者属性について 

 

 滋賀県の実践研修参加者については、県研

修の講師を務める方々にご参加いただいた。

そのため、一定規模以上の社会福祉法人が８

割を占めていた。「知的分野」が８割とやや多

いものの、「身体分野」、「精神分野」が共に３

割あり、バランスとしてはとれていた。役職

について、「事業所長クラス」が５割強を占め、

「主任クラス」が２割、保有資格について、

「社会福祉士」が約５割、年齢について、「30

歳代」「40歳代」が中心で、実務経験として

は、15年以上のソーシャルワークについて学

んでいるベテランが多かった。性別は、男性

が９割弱と男性優位であった。アンケート内

容は、実務経験５年程度の者が受講するもの

と想定して記入いただくよう留意した。 

  

（３）-２ 実践研修の内容と理解について 

 

A. モニタリングの方法（講義・演習） 
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内容評価をみると、「高度」が１割強、「適

切」が８割であり、理解評価をみると、ほぼ

すべての人が理解できたと回答しており、大

きな問題はなかったと思われる。 

 

B. 個別支援会議の運営方法（講義・演習） 

内容評価をみると、「適切」が約９割であ

り、理解評価をみると、ほぼすべての人が理

解できたと回答しており、大きな問題はなか

ったと思われる。 

 

C. サービス提供職員への助言・指導につい

て（講義・演習） 

内容評価をみると、「適切」が約９割であ

り、理解評価をみると、ほぼすべての人が理

解できたと回答しており、大きな問題はなか

ったと思われる。 

 

D. OJTとしての事例検討会の進め方（演習） 

内容評価をみると、「高度」が２割、「適切」

が８割であり、理解評価をみると、ほぼすべ

ての人が理解できたと回答しており、大きな

問題はなかったと思われる。 

 

E. サービス担当者会議等におけるサービス

管理責任者等の役割（講義） 

内容評価をみると、「適切」が約９割であ

り、理解評価をみると、ほぼすべての人が理

解できたと回答しており、大きな問題はなか

ったと思われる。 

 

F. 自立支援協議会との連携（講義） 

内容評価をみると、「適切」が約９割であ

り、理解評価をみると、ほぼすべての人が理

解できたと回答しており、大きな問題はなか

ったと思われる。 

 

G. サービス担当者会議および自立支援協議

会との連携の実践報告を受けて、自己の振り

返りとグループ討議（演習） 

内容評価をみると、「適切」が９割以上で

あり、理解評価をみると、ほぼすべての人が

理解できたと回答しており、大きな問題はな

かったと思われる。 

 

H. 障害者福祉施策及び児童福祉施策の最新

の動向（講義） 

内容評価をみると、「適切」が５割強、理

解評価をみると、回答者のほぼすべての人が

理解できたと回答していた。しかしながら、

無回答が７割弱を占めている。千葉県と同様、

講義資料は、全部を詳細に説明する前提では

なく、ポイントを解説したうえで、後日参照

してもらうものも含まれていたため、消化不

良感が残ったのではないかと思われる。 

 

（３）-３ 実践研修の時間について 

 

A. モニタリングの方法（講義・演習）120分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

約９割であり、大きな問題はなかったと思わ

れる。 

 

B. 個別支援会議の運営方法（講義・演習）

220分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

約９割であり、大きな問題はなかったと思わ

れる。 

 

C. サービス提供職員への助言・指導につい

て（講義・演習）90分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

９割以上であり、千葉県の際の60分から90分

に延長し改善している。 

  

D. OJTとしての事例検討会の進め方（演習）

120分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

９割以上であり、千葉県の際の80分から120

分に延長し改善している。 

 

E. サービス担当者会議等におけるサービス

管理責任者の役割（講義）50分 

 研修時間の評価についてみると、「適切」が

約９割であり、大きな問題はなかったと思わ

れる。 
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F. 自立支援協議会との連携（講義）50分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

6.7％、「適切」が80.0％、「短い」が13.3％と、

ややばらつきがあった。自立支援協議会のイ

メージを持っていない受講者にとっては理解

度に差が出やすい難しい部分であることも踏

まえ、より丁寧な説明が必要な講義である。 

 

G. サービス担当者会議および自立支援協議

会との連携の実践報告を受けて、自己の振り

返りとグループ討議（演習）100分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

13.3％、「適切」が80.0％、「短い」が6.7％と

ややばらつきがあった。連携についての講

義・演習については、経験豊富な講師からの

丁寧な解説が必要な部分である。都道府県研

修における講師確保の課題もあると感じた。 

  

H. 障害者福祉施策及び児童福祉施策の最新

の動向（講義）60分 

 研修時間の評価についてみると、「長い」が

20.0％、「適切」が66.7％、「短い」が6.7％と

ばらつきがあった。すでに他の講習等で聞い

ている方や制度改正について自己学習してい

る受講者はポイントだけで良いと感じ、配布

資料をすべて解説してほしい受講者もいるな

かで、時間設定は難しいと感じたが、千葉県

の結果とも合わせて考慮すれば概ね問題ない

と思われる。 

 

（３）-４ 実践研修の期間について 

 

 今回の実践研修の期間の長さについてどう

思うか聞いたところ、７割以上が妥当である

と回答していた。しかしながら、「短すぎる」

が20.0％、「長すぎる」が6.7％の回答があっ

た。 

実践研修の妥当と思う期間の理由の主な

意見は以下の通りである。 

〈４日間〉 

・「自分の柱づくり」にあと1日日を増やして

もよい。 

〈３.５日間〉 

・今回の内容で2.5日間は少し短く感じた。 

〈３日間〉 

・かなりハードで、つめこまれているスケジ

ュールだが、サビ管業務の振り返り、実務者

の研修としては妥当な内容。演習の時間が随

所にあるので、メリハリがあり、考える時間

が多いのも本研修のよかった点。 

・ボリューム的には丸3日間が必要。 

・演習を実施していくことを考えると、時間

は多めにする必要はある。とはいえ、4日以

上になると、研修の出しにくさを考えると3

日が妥当。 

〈２日間〉 

・人手不足の現場を空けられる余裕や、集中

度合いの問題 

〈その他〉 

・視点の学びと実際のサビ管としての業務も

つながっており、十分な内容だった。現場か

ら送り出す立場として考えると、3日以上に

なると送り出しにくくなる。 

・参加型なの発言機会が多くあり、長さより

もむしろそれぞれのワークの時間が足りない

と感じた。 

 内容の充実を考えると、当然長めの設定が

望まれるが、現実的には３日間が妥当なライ

ンであり、詰込み感はあるが十分な研修期間

が確保できていると考える。 

 

（３）-５ 実践研修の目標達成について 

 

 実践研修の目標達成についてみると、どの

項目においても、回答者の9割以上がが「達

成できた」または「まあ達成できた」と回答

しており、大きな問題はなかったと思われる。 

 

（３）-６ 実践研修に更に必要だと思う研修

項目 

 

 受講者の意見として、以下の項目が挙がっ

た。 

「他職種の職務理解」 

 直接必要でない職種やサービス内容であっ
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た場合、知るきっかけ作りは必要と思う（基

礎編であればとは思いますが） 

「虐待防止についての演習」 

 自分の価値観で仕事をしてしまいがちな支

援者にとっては必要な項目と考えます。 

「地域福祉・人材育成・分野別」 

・地域診断・地域開拓・連携がオールインワ

ンでなくさらに重要になってきているため。  

・人手不足、人材不足が更に進むため。  

・分野の特性や特徴を踏まえたもの（現行の

もの）を必須にする。 

「アンガーマネジメント研修」 

 対人支援の中で感情をコントロールして接

する事が非常に大切だと考えるから 

「児童の発達的理解・児童の保護者支援に関

するもの」 

「児童発達支援管理責任者」の名称をせっ

かくつくったからには、児童特有の内容を取

り上げていくことが望ましい。分野別が全く

なくなってしまうのは不安。 

「その他」 

県内の自立支援協議会の運営状況を共有

する機会。 

分野ごとの専門性の担保（障害別）  

最新の制度の動向の中で、発達障害者支援

法や発達障害児者支援についても触れてほし

い。 

「内容の画一化（研修が実施されるエリアに

よって質の差がないように）」 

今回は素晴らしい講師だったのでよかっ

たと思うが、この内容でどれだけ全国展開で

きるのか疑問に思った。たとえば、形式とし

て同じツール（購入式テンプレートなど）を

使用したとしても、前後又は演習中にどれだ

け充実したアドバイスできるかは人によると

思うので、「最低限の研修実施マニュアル」が

必要かと思う。 

 

 県研修の講師を務める方々の貴重な意見を

伺うことが出来た。分野別研修、障害別研修

に落とし込んでいく必要がある。 

 特に児童分野について、分野別研修を望む

声が強かった。これは基礎研修、千葉県にお

けるモデル研修においても同様であった。児

童分野の講義・演習を現テキストにさらに盛

り込むか、児童分野のみ分野別研修の追加受

講を要件とするか検討する必要がある。 

 内容の均一化のため、講師の確保とともに

実施マニュアルの作成も提案された。今回も

受講者配布用資料とは別に講師用資料を別途

用意したが、より充実する必要がある。また、

演習を随所に盛り込んでいくスタイルとなる

ため、受講者60人を１セットとして進めてい

く方法が講師より提案された。今後、講師の

育成も課題となっていくと思われる。 

 

（３）-７ 実践研修の受講要件 

 

 実践研修の受講要件を実務経験2年以上に

設定することについてをみると、「まあ妥当で

ある」が6割以上を占めるが、「短すぎる」と

いう回答も3分の1を占めていた。 

 実践研修の受講要件の妥当だと思う年数に

ついてみると、「2年」、「2.5年」、「3年」、「3.5

年」、「4年」、「5年」（全て1件）という回答が

あった。 

 県研修講師レベルの受講者であったことか

ら、意識の高さがうかがえる結果となったが、

同時に以下の指摘もあった。 

期間として長すぎるとサビ管取得者が追

い付かないのは出てくると思う。特に大事な

ところは2年なのではなく、どのように2年を

過ごしたのかが重要。 

基礎研修後、実践の中でケースと向き合い、

2年後にさらにレベルアップできる仕組みは

良い。 

人材の確保を考えると妥当。 

実際小規模な法人では経験が少なくても

任命せざるを得ないところもあるので、2年

が妥当。 

分野別、障害別研修のところで、一定の専

門性が確保された上での2年であれば成り立

つ。 

本来はもう少し年数があった方がよいと

は思うが、必要な実務経験を今以上に伸ばす

と現場としては厳しくなる。 
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 以上のように、現実的には２年が妥当とす

る意見も多かった。むしろ、基礎研修修了後

の２年間をどう過ごすかが重要であり、分野

別、障害別研修のポイント制の重要性や、事

前・振り返りテストの重要性を指摘する意見

もあり参考となるものであった。 

 

Ｄ-３．相談支援専門員の業務実態とサービ

ス管理責任者等との連携に関する調査につ

いて 

 

（１）協働する場面の設定 

   

相談支援専門員とサービス管理責任者等

の連携はサービス等利用計画と個別支援計画

の整合性（目標の方向性の一致等）を決める

大きな要素である。サービス等利用計画に対

して意見が言えるのはサービス管理責任者等

であり、個別支援計画に対して意見が言える

のも制度上では相談支援専門員である。 

しかし、サービス等利用計画と個別支援計

画の整合性を確認していない相談事業所が３

割ある。整合性を確認している事業者 73 箇

所のうち７事業所しか助言を実施していない。

確認はしていても、個別支援計画に助言やス

ーパーバイズまでは至っていないのが現状で

ある。 

サービス利用者にとってこの現状は良い

ことではない。相談支援専門員とサービス管

理責任者等が連携する場面は「サービス担当

者会議」と「支援会議」となる。 

 サービス等利用計画作成時には、事業者（サ

ービス管理責任者等）も参加することで、サ

ービス等利用計画に事業者の意見が反映され

ることになる。同様に、支援会議には相談支

援事業者（相談支援専門員）も参加すること

で、利用計画との整合性を確認することがで

きる。また、モニタリングの際にも相談支援

専門員とサービス管理責任者等が協働できる

場面でもある。このような場面で、相互に意

見を出し合える関係性の構築が求められてい

る。サービス利用者（障害者）にとっては、

サービス等利用計画は、本人のニーズを実現

する旗印となる。そのゴールに向かって具体

的なサービスをどのように使うのか、どのよ

うに提供すればよいのかについて、相談支援

専門員とサービス管理責任者等が協働しなけ

ればならないことは明白である。この協力関

係を作るには、それぞれの専門性を尊重しつ

つも、話し合える場面を具体的に設定するこ

とが必要になる。 

 サービス担当者会議と支援会議には、相談

支援専門員とサービス管理責任者等が共に参

加することを義務づける必要があると思われ

る。また、モニタリングの際にもできる限り

一緒に実施することが求められている。 

相談支援事業所がサービス管理責任者等

と連携をとる工夫をしているかどうか聞いた

結果、実施していると回答した事業所は 61

（58.1％）箇所であった。具体的な工夫の内

容では、顔の見える関係を作ろうとしている

ことがわかる。普段の電話での会話や担当者

会議、個別のケース会議等で関係を作ろうと

している。しかし、これらの内容は相談支援

事業所として当然の内容であり、しなければ

ならない業務であると感じられる。相談支援

事業所の本来業務を理解していない事業者が

多いのではないのかと危惧される。サービス

等利用計画の作成が業務であると錯覚してい

る事業者が多いのではないのか思われる。利

用者が適切なサービスを受けているかどうか

管理するのも仕事のうちであり、モニタリン

グなどで実際に確認する作業が求められてい

る。 

 

（２）サービス管理責任者等研修の内容 

 

サービス管理責任者等研修の内容を知っ

ているかどうかたずねた結果、「良く把握して

いる」、「ある程度把握している」事業所が

65(61.9%)箇所であり、半数以上の事業所が

把握していることがわかる。具体的には、「サ

ービス管理責任者等の役割」、「相談支援事業

所との連携」、「個別支援計画の作成」などが

あげられていた。課題として、更新研修の実

施、サービス管理責任者等と事業所の責任者
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を兼ねている人が多く、本来の業務が出来て

いないなどの指摘がなされていた。 

相談支援の役割、サービス管理責任者等の

役割をお互い理解する研修内容がどうしても

必要であり、その内容を基礎に連携する方法

に関する研修が重要となる。個別の事例を使

ったわかりやすい研修内容が良いように思わ

れる。 

 

（３）相談支援専門員との連携 

 

 相談支援専門員との連携が十分にとれてい

ないことが本調査から明らかになった。相談

支援専門員研修でもサービス管理責任者等と

の連携に関する視点を整理し、具体的な事例

などを使った研修が望まれる。同様に、サー

ビス管理責任者等研修でも相談支援専門員研

修と同じ事例を使い、どのように連携するの

か、連携の視点と具体的な実施方法について

研修する必要性があることが本調査から明ら

かになった。 

 

Ｄ－４．精神障害を主たる対象とする福祉事

業所におけるサービス管理責任者へのイン

タビュー調査 

 

現在のサービス管理責任者としての業務

については従事期間による傾向は認められず、

またサービス種別によっても傾向性は認めら

れなかった。また、知識やスキルの獲得状況

についても、サービス種別による大きな違い

は認められなかった。これより、個々の事業

所や各サービス管理責任者の業務の理解や事

業所のサービス方針が業務内容を規定してい

る部分が多いことが示唆された。また、知識

やスキルの獲得についても、同じ項目であっ

ても習得方法が多岐にわたるものもあり、

個々人が各自の努力で習得していることが示

唆される。この背景には、基本属性にも示さ

れているようにサービス管理責任者として従

事する者の保有資格や基礎教育のばらつきが

大きいことが関連している可能性が考えられ

る。 

また、実践内容、習得した知識・スキル全

体でも、平成 27 年度にサービス管理責任者

国研修講師を対象としたアンケート調査 4)

でサービス管理責任者に「必要」とされた項

目（例：虐待防止、入退院の支援、プレゼン

テーションなど）が十分にカバーされていな

かった。平成 27 年度の調査では、研修を初

級・中級・上級に分けた場合の到達目標につ

いても整理しているが、今回の調査で今後必

要な知識・スキルとして挙げられた内容のう

ち、精神保健についての理解は初級に整理さ

れており、またスーパービジョンや社会資源

との連携は中級以上に、管理業務は上級に整

理されるなど、今後必要とされる知識・スキ

ルのレベルにも大きな幅が認められた。研修

への意見でも、現時点でサービス管理責任者

として従事している者から基本的な知識の提

供を希望する意見も認められ、ニーズに幅が

あることが示された。この結果からは、本来

想定していたサービス管理責任者のキャリア

形成モデルと実際との乖離が示唆される。 

 以上より、研修カリキュラムの設計にあた

っては、従事期間だけではなく、基礎教育や

保有資格、現時点での職位なども考慮したレ

ベル設定を行うか、またはサービス管理責任

者としての業務内容の指針を明示した上で、

学習ニーズごとの標準的なカリキュラムを提

示し、個々人がそのニーズに応じて受講でき

る柔軟なカリキュラムを準備することにより、

現時点でのサービス管理責任者のニーズに応

えつつ、全体的なレベルアップを図ることが

可能になると考えられる。 

 役割として施設管理者を兼任している者の

中では、同じ業務でも管理者役割とサービス

管理責任者役割それぞれにとらえている者が

おり、サービス管理責任者の立ち位置の不明

瞭である現状が示唆された。加えて、今後の

キャリアについては必ずしも希望的な見込み

を持っている者だけではなかった。サービス

管理責任者が福祉サービス従事者のキャリア

の中でどのように位置づけられるかを明確に

する必要があると共に、福祉サービス従事者

のキャリア形成全体に関する検討が必要であ
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ろう。 

 

（平成29年度） 

Ｄ-１．「サービス管理責任者等更新研修」

モデル研修の考察 

 

 今回の更新研修（モデル研修）について全

体を考察すると、まず、更新研修自体につい

ては受講者、講師陣共に行ったほうが良いと

いう認識であったが、要件として、実際にサ

ービス管理責任者等の実務に就いている者と

した場合、法人内の人事異動等に伴い、必ず

しも続けて実務が行えるかどうかは疑問とす

る意見もあった。例えば、管理者となり、サ

ービス管理責任者等の実務は部下が行ってい

ても、それを監督する上では更新研修も受講

したい、あるいは、またサービス管理責任者

等の業務に復帰する可能性があるといった場

合も想定され、特に小規模事業所が多い障害

福祉サービスにおいては一定の配慮が必要に

なる。サービス管理責任者等となって５年と

いうタイミングでの更新研修は、様々な意見

があったものの概ね妥当と考えられる。 

更新研修においては、分野別で行うべきと

の意見は少数派となり、むしろ多分野の視点

が聞けて良かったとの意見も多かった。前述

した通り、分野別の小規模な学習の機会は、

むしろ市町村単位で別途行われるほうがよい

だろう。また、今後、相談支援従事者と合同

で実施が予定されている専門コース別研修に

おいて、分野別の知識や技術の習得を図るべ

きであり、サービス管理責任者等研修本体で

は分野別では行わない方向が良いのではない

かと考える。何故なら、実務の中で分野別の

専門性は磨かれるものであり、外部研修の機

会もあると思われるが、多分野が一堂に会す

る研修機会はサービス管理責任者等研修くら

いしかなく、そこで他分野の考え方や視点を

学び、連携に活かしていただきたいと考える。

そのため、事例については身体と知的や精神

等の重複障害の事例を用いることで、より当

事者意識が持てるものとする工夫が必要であ

る。とはいえ、児童や就労、自立訓練、医療

的ケア等の分野は特殊性もあるため、専門コ

ース別研修の標準プログロム化及び実施が求

められる。 

 今回、自己検証の事前課題のほか、スーパ

ービジョンに関する事後課題についても実施

した。詳細は分担研究２で述べることとなる

が、新たな試みであった。研修で学んだ傾聴

の技術等を現場で活かせたかどうか、自己検

証できる機会となると思われるが、フィード

バックの機会をどうもつか等の課題がある。 

 

Ｄ-２．スーパービジョンに関する研修効果

の考察 

 

１．サービス管理責任者等研修におけるスー

パービジョン研修の位置づけ 

 サービス管理責任者等研修はサービス管理

責任者等個人としてのスキルアップを主目的

としている研修内容となっている。ただ、個

別支援計画がサービス提供職員をチームとし

てまとめるツールであることは強調されてい

る。しかし、チームが同じ方向を向いて業務

を実施するとしても、サービス提供方法、利

用者のとらえ方等で対立や軋轢が生まれるこ

とも事実である。この、対立や軋轢を生み出

している職員の価値観、ケアの概念などを丁

寧に聞き、自ら修正すること無しにはチーム

は形成されない。この部分がスーパービジョ

ンの役割であると考えられる。個別支援計画

の作成と実施、チームとしての結束力の構築

がサービス管理責任者等としての業務内容で

あると考えれば、サービス管理責任者等研修

におけるスーパービジョン研修の意義は大き

なものであると考えられる。 

 

２．サービス提供職員等へのスーパービジョ

ン研修の効果 

１）SV 研修受講前 

受講前のカテゴリーとして＜サービス提

供職員への助言・指導に関する講義の機会＞、

＜SV 環境の現状＞、＜SV の必要性＞、＜SV

の講義の機会＞等が抽出された。 

＜サービス提供職員への助言・指導に関す
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る講義の機会＞では「サービス管理責任者等

の職員への対応を検討する機会はこれまでな

かった」、＜SV 環境の現状＞でも「スーパー

バイザーが福祉事業で配置されることは極め

て少ない」、「サービス管理責任者等がスーパ

ービジョンを受けたい現状」等があげられて

いる。 

＜SV の必要性＞では、「相談支援専門員や

他の関係機関へのスーパービジョンの必要

性」、「支援担当者とサービス管理責任者等が

同じ目線でないことが多くあった」等である。 

＜SV の講義の機会＞では、「スーパービジ

ョンの講義を受けたことがなかった」ことが

あげられていた。 

サービス管理責任者等として、「サービス

提供職員への助言や指導」をしなければなら

ない立場になり、「SV の必要性」を感じつつ

も、「SV 環境の現状」として、「SV の講義や演

習」を受ける機会がなかったことが明らかに

なった。 

 

２）SV 研修の受講 

実際に受講した際のカテゴリーとして＜

SV 技術の習得＞、＜本人の気づきの促し＞、

＜演習内容と傾聴＞等が抽出された。 

＜SV 技術の習得＞として、「スーパービジ

ョンには、高度な技術を日々の自己研さんが

求められる」、「難しさを改めて再確認」、「傾

聴の技術は、非常にレベルが高い」、「講義で

は傾聴を理解していたつもりでも実践してみ

ると難しい」等があげられていた。 

＜本人の気づきの促し＞では、「バイジー

の中にある答えを表出する手助け」、「傾聴し、

ともに確認すること、バイジーの気づきを促

すことについて振り返りができた」、「傾聴し、

ともに確認すること、バイジーの気づきを促

すことについて振り返りができた」等があげ

られていた。 

＜演習内容と傾聴＞では、「ロールプレイ

に講師が入ってくれるとやりやすい」、「現場

でよくある場面の演習でイメージしやすく、

すぐに活用したい」、「傾聴から支援が始まる

という考え方が斬新だった」等があげられて

いた。 

 サービス提供職員等への SV 研修では、傾聴

を主体とした SV とはどのようなものなのか

を講義と演習で実施した。バイザーはアドバ

イスをするのではなく、バイジーの持つ答え

を誘導する質問をしながら、課題となる場面

のバイジーの考え方、価値観、態度を変容す

る技術として SV の研修内容を構成した。その

ため、SV をサービス提供職員への助言・指導

であると考えていたサービス管理責任者等に

は、新たな発見があったのだと思われる。そ

の内容が「傾聴し、ともに確認すること、バ

イジーの気づきを促すことについて振り返り

ができた」として表現されている。 

 

３）SV 研修受講後 

受講後のカテゴリーとして、＜SV 研修・演

習の効果＞、＜サービス管理責任者等として

の役割＞、＜バイザーとしての気づき＞等が

抽出された。 

＜SV 研修・演習の効果＞では、「共に考え

ることで、職場の状況そのものを変えていけ

る」、「良好な関係を作り、人材育成と職場の

レベルアップにつなげられるという期待」等

があげられていた。 

＜サービス管理責任者等としての役割＞

では、「サービス管理責任者等は現場の人や上

司の中間で話を聞くことが増える」があげら

れていた。 

＜バイザーとしての気づき＞では、「これ

まで結論はスーパーバイザーが出していた気

がする」、「アドバイスのつもりでやっていて

も、職員の向上の芽を摘み取っていたと反省

した」、「これまでは、その場で答えを出そう

としたり、自分の気持ちが入ってしまってい

た」、「答えを出さなくてもよいということが

驚き」等があげられていた。 

＜サービス管理責任者等の役割＞として、

サービス提供職員だけではなく、上司の話も

聞かなればならず、役割が広がっていること

を自覚している。＜実際に講義と演習の効果

＞として、良好な職場関係を構築することや

人材育成に SV が有効であることが認識され
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ている。また、＜バイザーとしての気づき＞

では、これまでの SV が指導的で、答えをバイ

ザーが出していたと感じている。さまざまな

SV があるので、一概には言えないが、「アド

バイスのつもりでやっていても、職員の向上

の目を摘み取っていたと反省した」という気

づきは大きなものである。 

 SV 研修を受講することで、サービス管理責

任者等にこのような変化があったことは、こ

の研修の重要性を表しているといえる。 

 

Ｄ-３. 精神障害分野別研修カリキュラムの

作成 

 

本研究では、昨年度までの研究結果を基に、

新たなサービス管理責任者等の研修体系に障

害分野別研修が組み入れられることを想定し、

そのカリキュラムの一例として精神障害分野

研修のカリキュラム案を作成した。精神障害

分野の研修で扱うことが望ましいと考えられ

た項目をさらに整理した結果、カリキュラム

の単元として「精神障害の基本的な知識・理

解」「支援の考え方とその技術」「関連法規・

制度の理解」「社会資源の理解」「危機介入」

「多職種・多機関連携」「他障害の理解と支援」

「ライフステージごとの支援」「意思決定支援」

に整理された。また、分野別研修を基礎、実

践、上級の 3 レベルで実施することを想定し、

基礎レベルでは基本的な個別支援が行えるた

めの単元が、実践レベルでは個別支援に加え

て危機時の対応や多職種・多連携ができるよ

うになるための単元が、上級では困難事例へ

の個別支援やライフステージを見据えた支援

ができるようになるための単元が配置された。 

本来、サービス管理責任者の業務は個別支

援計画の作成と支援の進捗管理であり、直接

支援はかならずしもその主体ではない。一方、

本研究でカリキュラム案に含まれた内容、お

よび各レベルでの到達目標は支援の実施レベ

ルの向上が主眼にある。これは、平成 28 年度

の研究結果にも見られるようにサービス管理

責任者が直接支援を提供する役割を兼ねてい

る場合も多いということや、サービス管理責

任者の位置付けが必ずしも確立されたもので

はないという現状を反映しているものと考え

られる。一方で、サービス管理責任者が障害

福祉サービス従事者のキャリアパス上に位置

付けられている限り、直接支援のスキルを備

えていることは当然求められる要件であり、

また個別支援計画の作成にあたっては実際の

支援を想定することが必要であることからも、

今回作成したカリキュラム案はサービス管理

責任者の分野別研修としてその目的から大き

く外れるものではないと考えられる。 

なお、本カリキュラム案においては到達目

標に従事年数を明記しなかった。平成 28 年度

調査の結果から、サービス管理責任者として

従事している者の現在の業務内容や、知識・

スキルは従事年数よりも個々の事業所の性質

や人員配置、また各自のそれまでの経験など

に依拠する部分が多いことが推察されている。

したがって、研修においても単純に従事年数

で受講するレベルを選択するのではなく、到

達目標を自身の学習ニーズに照らして適切な

ものを選択できる形式とする方が望ましいと

考えられる。なお、今回の結果では各レベル

の研修を複数単元によるパッケージとして提

示しているが、体制によっては該当レベルを

明示した上でそれぞれの単元ごとにトピック

型の研修とすることも考慮可能であろう。 

今回のカリキュラム案の作成においては、

過去の調査より、他の障害分野と比較して精

神障害分野の支援において重要性が高い、ま

たは他の障害分野とは異なる知識や技術を要

すると考えられる項目を抽出した。他の障害

分野においても同様に、分野特異的に支援に

おける習得ニーズの高い項目が存在すると考

えられる。したがって、障害特性に応じたよ

り効果的な支援の提供のためには、サービス

分野別だけでなく、障害分野別の研修も整備

されることが望ましいと考えられる。これに

よって、障害福祉サービス従事者の個々のス

キルの向上、サービス管理の質の向上が図ら

れ、ひいては障害福祉サービス全体の質の向

上にもつながることが期待される。 

本研究ではカリキュラム案の作成を行な
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ったものの、モデル研修やその効果検証は行

われていない。また、カリキュラム案につい

ても研究班内での検討にとどまっている。今

後、より幅広い立場からフィードバックを得

たり、モデル研修の実施および効果検証など

を行ったりすることでカリキュラムが精錬さ

れることが望ましいと考えられる。 

 

 

Ｅ．結論 

（平成27年度） 

 サービス管理責任者等の法的位置づけを法

令から明らかにするとともに、養成研修の現

状について、法令及びサービス管理責任者等

指導者養成研修の研修資料（厚生労働省）等

により、サービス管理責任者等の研修システ

ムを把握した。 

 サービス管理責任者等の研修に関する過去

の文献として、平成24年度厚生労働省障害者

総合福祉推進事業「障害福祉サービス事業に

おけるサービス管理責任者養成のあり方に関

する調査」を対象とし、サービス管理責任者

等養成における現状と課題を明らかにした。 

以上の基礎的研究に基づき、ニーズ分析と

設計の作業を行い、研修体系案と研修プログ

ラム案の作成へつなげた。 

 

また、アンケートから、現状の研修体制か

らの変更点（以下の４点）について概ね賛同

が得られた。 

①「サービス管理責任者等基礎研修」と「サ

ービス管理責任者等実践研修」に分ける 

②現行の分野別研修は現行のサービス管理責

任者等研修から分離して実施する 

③更新研修の新設 

④受講者個々の必要性に応じて選択・受講で

きる「事業分野別、障害分野別等実践研修」

の新設 

 次年度に予定しているモデル研修に向け、

研修テキストの作成及び候補地の選定を行っ

た上で、実際にモデル研修を実施しさらに検

討していきたい。 

 

 各研修のプログラム内容については、各研

修とも、概ね了解が得られたものと考えられ、

モデル研修に向けさらに精査していくことと

する。また、各研修日程については、基礎研

修は３日間（相談支援との２日間の合同研修

を除いて）、あるいはそれ以上を原則とするこ

とが望ましいと考えられる。実践研修及び更

新研修については、いずれも３日間（１日６

時間相当）が妥当である。 

 今後、今回提示したプログラムをモデル研

修で実施し、研修内容の精査、各研修の時間

設定等を再度検討することが必要であると判

断する。 

 

さらに、分野別研修におけるキャリアレベ

ルごとの到達目標については、初級では基本

的な実践ができること、中級ではサービス管

理責任者としての中核的な役割、上級ではよ

り広範な事業所や地域全体へのアプローチを

行う能力、が期待されており、これらが今後

の研修内容の検討にあたり念頭におくべき目

標であると考えられる。また、必要な知識・

スキルおよび特別な学習のある障害について

も各分野共通して必要なものと分野で個別的

に必要なものに整理された。今後、必須研修

と分野別研修の内容の選別にあたってはこれ

らの結果を参照されることが期待される。な

お、現行の分野区分や資格要件についての問

題点も指摘されており、これらについては研

修体系の見直しにあたって検討すべき点であ

ると考えられる。 

 

（平成28年度） 

Ｅ-１．サービス管理責任者等研修（基礎研

修）テキストの作成 

 

基礎研修テキストの作成については、現行

のサービス管理責任者等指導者養成研修を土

台に枠組みを作成し、千葉県、滋賀県におけ

るモデル研修結果も踏まえつつ、講義だけで

なく、演習においても相談支援専門員との連

携及び他事業所のサービス管理責任者との連

携も学べる内容とし、アセスメントの基本等
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の要素は残しつつ、個別支援計画作成のため

に多職種連携が必須であることを強調した内

容とした。テキスト本体は別冊に示す。 

研修期間は2.5日～３日間とし、各講義・

演習をテキストに示す時間以上実施すること

とする。 

受講要件は、当初案の通り実務経験３年以

上とする。 

 

Ｅ-２．サービス管理責任者等研修（実践研

修）テキストの作成 

 

実践研修テキストの作成については、千葉

県、滋賀県におけるモデル研修結果も踏まえ

つつ、基礎研修修了を経て個別支援計画作成

の実務をOJTで学んだ方々が、サービス管理責

任者等の本来業務を実践するために、サービ

ス提供プロセスにおける「管理」、具体的には

「支援会議の運営」、「サービス提供職員への

助言・指導」について講義および演習を実施

する内容とした。また、演習等によるグルー

プワーク等を実施する中で、各自が実際に作

成した「個別支援計画」の内容等の質の向上

を図るものとした。テキスト本体は別冊に示

す。 

研修期間は2.5日～３日間とし、各講義・

演習をテキストに示す時間以上実施すること

とする。 

受講要件は、当初案の通り基礎研修修了後

実務経験２年以上とする。 

 

児童分野の受講者からは、分野別の研修

（児童）を追加してほしいとの意見も出され、

児童分野の講義・演習を現テキストにさらに

盛り込むか、児童分野のみ分野別研修の追加

受講を要件とするか検討する必要がある。 

 

Ｅ-３．相談支援専門員の業務実態とサービ

ス管理責任者等との連携に関する調査 

 

今回の調査により、以下の結論が得られた。 

① 相談支援専門員とサービス管理責任者等

の連携が十分に取れていない。この点を相

談支援専門員研修、サービス管理責任者等

研修でとり上げる必要がある。 

 

② サービス管理責任者等の業務として、個

別支援計画の作成とサービスの管理が考

えられる。個別支援計画の作成には時間を

かけているが、具体的なサービスの管理に

対する研修内容が希薄であったと感じら

れる。 

 

③ サービスの管理とは、一人の利用者に適

切なサービスが提供されているかどうか

を管理することである。適切なサービスの

提供には、サービス提供者のチーム作りが

欠かせない。サービス提供者のチーム作り

の研修が必要である。 

 

Ｅ-４．精神障害を主たる対象とする福祉事

業所におけるサービス管理責任者へのイン

タビュー調査 

 

 本研究の結果、現時点でのサービス管理責

任者としての業務は従事期間やサービス種別

による傾向よりも個々のサービス管理責任者

によるばらつきが大きいと考えられた。また、

習得した知識・スキルおよび今後必要な知

識・スキルも大きな幅が認められた。これら

の背景には基礎教育や資格のばらつきが関係

している可能性が考えられる。今後、サービ

ス管理責任者の研修カリキュラムを検討する

にあたっては、従事期間だけではなく基礎教

育や資格、職位なども考慮したレベル設定を

行うか、個々の学習ニーズに応じた柔軟なカ

リキュラムを用意することが望ましい。また、

福祉サービス従事者のキャリア形成全体の再

検討と共に、サービス管理責任者のその中で

の位置づけも明確にすることが求められる。 

 

（平成29年度） 

Ｅ—１．サービス管理責任者等研修（更新研

修）モデル研修の実施 

 

 サービス管理責任者等更新研修のテキスト
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について、障害福祉施策の最新の動向、サー

ビス管理責任者等としての自己検証、事例検

討のスーパービジョン、スーパービジョンの

講義・演習を柱として組み立て、千葉県及び

滋賀県におけるモデル研修結果を踏まえ、修

正した。 

モデル研修受講者からのアンケートによ

り研修内容を検証した。 

モデル研修の内容は概ね良好であり、理解

度、満足度ともに高かった。 

更新研修自体は行うべきとの意見が大勢

であった。 

現に実務に就いている者との要件につい

ては緩和すべきとの意見もあった。 

分野については、多分野が一堂に会して行

う意義があるという意見の一方で、同一分野

の班で内容を深めたかったとの意見もあった。 

今後、専門コース別研修の充実が求められ

る。 

同一分野の小規模な学習の機会について

は、市町村レベルでの人材育成も、自立支援

協議会の機能を発揮し、行っていくべきであ

る。 

 

Ｅ—２．スーパービジョンに関する研修効果 

 

 サービス管理責任者研修・更新研修のモデ

ル事業で、「サービス提供職員等へのスーパー

ビジョンの講義・演習」を実施した結果、サ

ービス管理責任者等にはどうしても必要な研

修であること明らかとなった。 

 更新研修が１日で実施されることになった

が、モデル研修では２日間で実施した。従っ

て、スーパービジョン研修の時間をある程度

確保できたが、実際に１日研修となれば、十

分な時間を確保することは難しいと考えられ

る。 

 しかし、実際にスーパービジョン研修を実

施してみるとその反響は大きく、サービス管

理責任者等には必要な知識・技術であること

が明らかとなった。サービス管理責任者等研

修の体系として、基礎研修、実践研修、更新

研修となるが実践研修内容を精査し、スーパ

ービジョン研修を実施することが適切ではな

いのかと考えられる。 

 

Ｅ—３．精神障害分野別研修カリキュラムの

作成 

 

本研究では、サービス管理責任者等養成研

修の内容およびサービス管理責任者等の知

識・スキルの形成に関する過去2年の調査結果

を踏まえ、精神障害分野の分野別研修カリキ

ュラム案を作成した。その結果、分野別研修

としては到達目標を明示し、経験年数等に関

わらず各自のレベルに照らして受講すること

が適切であると考えられた。また他障害分野

においても特別に学習する必要のある項目や

他分野に比べて重要性の高い項目が存在する

ことが推測され、障害分野別の研修の整備が

望まれる。 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表 

 東洋大学ライフデザイン学部紀要2017年度

に掲載（H28年度分担研究３） 

 

２．学会発表 

なし 

 

Ｇ．知的財産権の取得状況 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし 
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＜資料＞ 

（資料 1）研修体系（素案）の概要 

 

 

※ 図中①～④は，表１の①～④と同内容を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状の研修体制からの変更点 

①現行のサービス管理責任者等研修を基礎研修と実践研

修に分けること【必須】 

②現行の分野別研修は現行のサービス管理責任者等研修

から分離して別途実施すること【任意】 

③更新研修の新設（サービス管理責任者等取得後５年以内

毎に受講）【必須】 

④事業分野別、障害分野別等実践研修を新設し、受講者

個々の必要性に応じて選択・受講できる形態とする【任意】 
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（資料 2） 

 

サービス管理責任者等基礎研修プログラム案 

 

○目的：・障害福祉サービス等提供事業者等の職員として、障害福祉サービス等の提供に関する基本的

な理念や倫理等の基礎を押さえる。 

・サービス等利用計画と個別支援計画の関係や、個々の利用者に応じた『個別支援計画』の意

味・知識・技術等の原則論を押さえる。 

・『個別支援計画』作成・修正の能力を、演習等を通じて獲得するとともに、多職種連携が個別

支援計画作成に必須であることを押さえる。 

・各分野ごとの視点についても講義で押さえておく。 

・修了時の到達レベルはアセスメントからモニタリングまでの一連のプロセスを理解したうえ

で、個別支援計画を作成・修正することができるレベルとする。 

・修了後の役割像としては、各事業所内においてサービス管理責任者等の指導の下、実際に個

別支援計画の作成・修正に携わることを想定。 

・基礎研修修了者は、基礎研修修了後２年間において個別支援計画作成の臨床を経た後に、実

践研修を受けるものとする。 

・制度的には、基礎研修修了者は事業所において個別支援計画素案を作成することができるよ

うに構築する。 

○対象：サービス提供事業所等において 3 年の実務経験を経た者を想定 

○研修項目と獲得目標（案） 

 研修項目 時間(分) 獲得目標 

1 
障害者福祉施策及び児童福

祉施策の歴史的変遷（講義） 
60 

制度理解を通じて、障害者支援の制度改革を利用者主体から発信する力を

身につける。 

2 
サービス管理責任者等の役

割と業務（講義） 
60 

サービス管理責任者等の役割と業務を制度的に理解し、サービス管理責任

者等と管理者の違い、サービス管理責任者等の業務上の責務（個別支援計

画作成の業務、サービス提供プロセスの管理、サービス提供職員等に対す

る助言・指導等）を理解する。 

3 
サービス提供の基本的な考

え方（講義） 
60 

サービス提供の基本的な考え方として、利用者主体の視点、自立支援の視

点、エンパワメントの視点、ICFの視点、現実的な支援計画に基づくサービ

ス提供、連携の必要性等を理解する。 

4 
サービス提供のプロセス

（講義） 
120 

サービス提供のプロセスを理解し、PDCAサイクルでサービス提供できる実

践力を獲得し、プロセスにおけるサービス内容のチェック方法を習得する

とともに、個別支援計画の意義を理解する。 

5 
サービス等利用計画等と個

別支援計画の関係（講義） 
90 

サービス等利用計画等における総合的な援助方針を導き出すプロセスを理

解し、個別支援計画の出発点がサービス等利用計画等の総合的な援助方針

であることを認識する。また、サービス等利用計画等が生活全体の範囲に

及び、個別支援計画が生活全体をイメージしながらも事業所内サービスに

重点を置いた計画であることを理解する。現状の相談支援体制を理解する。 

6 

サービス提供事業所の利用

者主体のアセスメント（講

義） 

90 
サービス提供事業所のアセスメントの考え方やアセスメントの手法を習得

する。各分野における異なる視点について理解する。 

7 
個別支援計画作成のポイン

トと作成手順（講義） 
90 

個別支援計画がリスクマネジメントのみに陥らないように、エンパワメン

トの視点やストレングスモデルを理解するとともに、作成の手順を習得す

る。 

8 個別支援計画の作成（演習） 270 

サービス等利用計画を踏まえ、総合的な援助方針、長期目標及び短期目標

を考慮して、個別支援計画の支援内容、担当者、連携の頻度等をグループ

ワークにより検討。検討結果に基づき、支援目標、支援内容を設定し、個

別支援計画を作成する。 

9 

個別支援計画の実施状況の

把握（モニタリング）およ

び記録方法（講義） 

180 
事業所のモニタリングについて、サービス等利用計画等との連動性を念頭

に入れながら、モニタリングの視点・目的・手法等を理解する。 



 

76 

 

 

（資料 3） 

 

サービス管理責任者等実践研修プログラム案 

 

サービス管理責任者等実践研修プログラム 

○目的：サービス管理責任者等の本来業務を実践するために、個別支援計画の作成に携わっていること

を前提として、サービス提供プロセスにおける「管理」、具体的には「支援会議の運営」、「サービス

提供職員への助言・指導」について講義および演習を実施する。また、演習等によるグループワー

ク等を実施する中で、各自が実際に作成した「個別支援計画」の内容等の質の向上を図る。 

・修了時の到達レベルは、２年間の個別支援計画素案作成・修正素案作成の経験をベースに個別支援

計画作成・修正について熟達し、関係機関との連絡調整や支援会議の運営、サービス提供職員に対

する技術的な指導・助言等一連のサービスプロセス管理業務が行えるレベルとする。 

・修了後の役割像としては、実践研修修了により従来のサービス管理責任者等の業務に携わること（サ

ービス管理責任者等資格取得）を想定。 

○対象：サービス管理責任者等基礎研修を修了し、2 年以上個別支援計画作成の臨床を経た者を想定 

※ 移行にあたっては、現場に混乱が生じないように5年以上の実務経験を経た者等に関する経過措置を講じることも検討する必

要がある。 

 

○研修項目と獲得目標（案） 

 研修項目 時間(分) 獲得目標 

1 
モニタリングの方法（講義・

演習） 
140 

事業所のモニタリングについて、サービス等利用計画等との連動性を念

頭に入れながら、モニタリングの視点・目的・手法等を理解する。事例

を通じて、モニタリングの演習を行い、その手法を獲得する。 

2 
個別支援会議の運営方法（講

義・演習） 
240 

個別支援会議の意義、進行方法、行うべき事項（個別支援計画作成時、

モニタリング時）等を理解する。演習においては、個別支援会議におけ

る合意形成過程をグループワークで体験し、サービス管理責任者等とし

ての説明能力を獲得する。 

3 
個別支援会議におけるサービ

ス管理責任者等の役割（演習） 
30 

グループワークの体験を基に、個別支援会議におけるサービス管理責任

者等の役割について討議し、その役割についてまとめる。 

4 
サービス提供職員への助言・

指導について（講義） 
60 

サービス提供職員への助言・指導の様々なアプローチ（OJTや事業所内外

の研修会への参加、事例検討会や学会における発表等）、身につけるべき

コーチング技法等、事業所における研修計画の立案等を理解する。 

5 
OJT としての事例検討会の進

め方（演習） 
80 

持ち寄った事例を基に、事例検討会を実際に行い、事例検討会の進め方

を習得する。 

6 

サービス担当者会議等におけ

るサービス管理責任者の役割

（講義） 

60 
多職種連携や地域連携の実践的事例からサービス担当者会議のポイント

を整理する。 

7 
（自立支援）協議会との連携

（講義） 
60 

協議会の意義、目的、活動内容、障害福祉計画等を理解し、協議会との

連携の必要性を認識する。サービス管理責任者から発信され、サービス

担当者会議で確認された地域課題を地域ニーズとしてとらえ、協議会に

報告するという実践を理解する。 

8 

サービス担当者会議および自

立支援協議会との連携の実践

報告を受けて、自己の振り返

りとグループ討議（演習） 

110 
多職種との連携や地域との連携等の実践的事例に関して報告・発表やシ

ンポジウムを行い、連携の意義を理解する。 

9 
障害者福祉施策及び児童福祉

施策の最新の動向（講義） 
60 

障害者福祉施策及び児童福祉施策の最新の動向を理解することによっ

て、利用者の置かれている制度的環境の変化を認識する。 
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（資料 4） 

 

サービス管理責任者等更新研修プログラム 

 

○目的：・行政動向、制度改正等の最新の情報（アップデート）を図る。 

・サービス管理責任者等の実践報告等によりこれまでの業務内容を振り返るとともに実践内容

の確認をし、知識・技術の更なる底上げを図る。 

・ サービス管理責任者等として、サービス提供職員等へのスーパービジョンの方法を学ぶ。 

○対象：サービス管理責任者等実践研修を修了し、実際に業務に従事している者で、5 年以内ごとに受

講する者 

○研修項目と獲得目標 

 研修項目 時間(分) 獲得目標 

1 
障害者福祉施策及び児童福祉

施策の最新の動向（講義） 
90 

最新の動向を学習することによって、利用者の制度的な環境の

変化を理解する。 

2 
サービス提供事業所としての

自己検証（演習） 
80 

グループワークを通じて、各自の事業所の取組状況や地域との

連携の実践状況を出し合うことにより、コンプライアンスを理

解し、今後の事業所としての取組を明確にする。グループワー

クの成果を発表し、各自まとめる。 

3 
サービス管理責任者等として

の自己検証（演習） 
135 

サービス管理責任者等として自らを振り返り、自己覚知を促し、

支援のあり方や地域との関わり方、今後の自らの取り組むべき

研修課題を明確にする。グループワークにおける討議を通じて、

各自まとめる。 

4 関係機関との連携（演習） 100 

関係機関との連携を振り返り、支援方針の基本的な方向性や支

援内容を左右する事項に重点を置いてグループワークを展開す

ることにより、関係機関との連携を理解するとともに、（自立支

援）協議会の役割を再認識する。 

5 
事例検討のスーパービジョン

（演習） 
180 

事例を通じて、支援のあり方、支援方針、支援の内容を検討し、

良かった点や改善が必要な点について、グループワークによっ

て明確化しスキルアップを図る。また事例について、スーパー

バイズを体験する。 

6 
サービス管理責任者等として

のスーパービジョン（講義） 
60 

サービス管理責任者等として、サービス提供職員等へのスーパ

ービジョンに関する基本的な理解を深める。 

7 
サービス提供職員等へのスー

パービジョン（演習） 
130 

事例を通じてサービス管理責任者等としてサービス提供職員へ

のスーパービジョンの具体的な技術を獲得し、実際の場面にお

けるスーパービジョンの構造や機能を理解する。 

8 研修のまとめ（演習） 60 

研修を通じて、サービス管理責任者等としてのスキルアップを

どのように図るかをグループワークにおける討議を通じて理解

し、各自まとめて、事業所に持ち帰られるようにする。 
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（資料 5） 

 

精神障害分野 分野別研修カリキュラム案 

 

 

 

研修項目 獲得目標

精神障害の基本的な知識・理解
主な精神疾患の症状及び経過、治療、ならびにそれによって生ず

る生活上の障害について理解する。

支援の考え方とその技術（基礎）
精神障害を対象とした対人支援において必要な技法について、面

接技法を中心とした基本的技術を習得する。

関連法規・制度の理解
精神保健福祉法を中心とした精神障害者の支援に関連する法規

や、支援に有用な制度について理解する。

社会資源の理解
精神障害者の支援に関連する社会資源について、総合支援法外の

ものについても理解を深める。

研修項目 獲得目標

支援の考え方とその技術（応用）

対象理解の助けとなる理論・モデル（例：ストレングスモデル）

を学び、実際の支援への生かし方をロールプレイを交えて習得す

る。

危機介入
症状悪化や希死念慮などの危機時のリスクアセスメントや対応方

法について学ぶ。

多職種・多機関連携

医療機関および総合支援法外の機関との連携も視野に入れた、多

職種・多機関連携による支援の実践方法（入退院支援、関係者会

議）を習得する。

他障害の理解と支援I
知的障害・発達障害・高次脳機能障害について基本的な知識と支

援のポイントを学ぶ。

研修項目 獲得目標

支援の考え方とその技術（発展）
重複障害・強度行動障害・触法障害者など、困難事例に対する支

援の方法を模擬事例を通じて学ぶ。

ライフステージごとの支援
結婚・妊娠出産、看取りなどライフステージごとの支援のポイン

トと実際の支援について学ぶ。

意思決定支援
精神障害における意思決定支援の考え方と実際の支援の方法につ

いて学ぶ。

他障害の理解と支援II 身体障害・難病について基本的な知識と支援のポイントを学ぶ。

【基礎】

サービス管理責任者等基礎研修を受ける前後の者を主な対象とし、精神障害分野において基本的な個別

支援が行えるようになることを目標とする。

【実践】

サービス管理責任者等実践研修を受ける前後の者を主な対象とし、精神障害分野において個別支援が行

えるとともに、危機時の対応や多職種・多機関連携ができるようになることを目標とする。

【上級】

サービス管理責任者等現任研修を受ける前後の者を主な対象とし、精神障害分野において困難な事例へ

の個別支援が行えるとともに、ライフステージを見据えたより高度な支援が行えるようになることを目

標とする。
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（資料 6） 

 

【当研究班における素案について】 

 

 

 

まず、現行のサビ管研修を基礎研修と実践研修に分ける。従来の分野別研修は行わない。 

基礎研修受講要件を現行の 3/5 程度とする。 

基礎研修を修了した方々の取扱いをどうするのかということがあるが、例えば「準サビ管」という称号

を与え、事業所内で個別支援計画の原案を作成できるような位置づけとしてはどうか。 

さらに、2 年後、実践研修を受講し「サビ管」となる案である。 

サビ管となった後は、5 年毎の更新研修を必須とし、知識・技術のアップデートを行うとともに、任意

研修の位置づけで分野別障害別研修を行い、支援のスキルアップを図っていただく。 

この分野別障害別研修は、相談支援専門員の現任者研修と共通化し、研修を通じてサビ管と相談支援専

門員との相互理解を深める機会としていただく。 

また、任意研修ではあるが、受講をポイント制とし、５年毎の更新研修は一定のポイント取得を条件と

することも考えられる。 

課題としては、これらの任意研修を請け負う団体があるかどうかで、都道府県ごとに事情は様々だと考

えられるが、サビ管や相談支援の現職・OB が中心となって研修を実施できる力をつけていくことが求め

られる。 

※児童発達支援管理責任者については、通常の基礎・実践研修に加えて、分野別研修受講を要件にして

もよいのではないかとのご意見をいただいているところ。 

 

 

 


